
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天草不知火海区における 

漁場計画（免許の内容等） 

 

～天草～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

漁場計画 番号  天共第１号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の時期  

漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、わ かめ漁 業、ひじき漁業 、ほ
んだわら 漁業、てんぐさ漁業、 おごの り漁業、いぎす （い
ぎりす） 漁業、さざえ漁業、か き漁業 、あさり漁業、 まて
がい漁業 、たこ漁業、しゃこ漁 業、う に漁業、えむし 漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

たいらぎ 漁業  10月 1日から  
翌年 5月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます （つぼ網）漁業、雑魚 磯建網 漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ、サ、シ 、ス、 セ、ソ、

タ、チ、 ツ、テ、ト及びアを順 次に結んだ線と最大高 潮時海岸線とによって 囲まれ た区
域。ただ し、カ、キ間及びテ、 ト間は瀬戸の中央線と する。  
基点１  熊本県漁場基点天第１ 号（上 天草市大矢野町 三角灯 台）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ １号（ 上天草市大矢野 町羽干 島北端）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ５号（ 上天草市大矢野 町黒島 西端）  
基点４  熊本県漁場基点天第８ ４号（ 上天草市松島町 高杢島 北西端）  
基点５  熊本県漁場基点天第６ ４号（ 上天草市松島町 船人島 北端）  
基点６  熊本県漁場基点天第５ ４号（ 上天草市大矢野 町上大 戸ノ鼻南端）  
基点７  熊本県漁場基点火第７ 号（宇 城市三角町戸馳 島灯台 ）  
基点８  熊本県漁場基点火第５ 号（宇 城市三角町大字 戸馳大 崎の鼻）  
基点９  熊本県漁場基点天第４ １号（ 上天草市大矢野 町大潟 塔ノ崎東端）  
基点１０  熊本県漁場基点火第 ２号（ 宇城市三角町三 角港荷 島灯台）  
ア  基点 １と宇城市三角町三角 岳山頂 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ４８度

３０分・ ２，９５０メートルの ところ  
イ  基点 ２と上天草市大矢野町 湯島北 端を見通した線 から基 点２を基点とし て右へ ３６度

３８分・ １，０００メートルの ところ  
ウ  基点 ３と湯島南西端を見通 した線 から基点３を基 点とし て右へ３３９度 ・１， ３００

メートル のところ  
エ  基点 ４と湯島南西端を見通 した線 から基点４を基 点とし て右へ３５３度 ５０分 ・１，

１００メ ートルのところ  
オ  基点 ４と大矢野町鳩の釜西 端を見 通した線から基 点４を 基点として右へ ３５２ 度３０

分・７２ ０メートルのところ  
カ  上天 草市松島町永浦島西端 と大矢 野町小泊の鼻と を結ん だ線の中央点  
キ  永浦 島北東端と大矢野町中 丸山鼻 東端を結んだ線 の中央 点  
ク  基点 ５から大矢野町中新開 黒岩鼻 を見通した線上 、基点 ５から５４０メ ートル のとこ

ろ  
ケ  基点 ５から大矢野町中恵比 寿鼻を 見通した線上、 基点５ から５４０メー トルの ところ  
コ  基点 ６から松島町船人島北 端を見 通した線上、基 点６か ら９００メート ルのと ころ  
サ  基点 ６から上天草市松島町 太郎丸 岳山頂を見通し た線上 、基点６から７ ２０メ ートル

のところ  
シ  基点 ６と松島町下大戸ノ鼻 灯台を 見通した線から 基点６ を基点として右 へ３４ ４度２

０分・５ ４０メートルのところ  
ス  基点 ６と八代市小築島北東 端を見 通した線から基 点６を 基点として右へ ８度１ ４分・

９００メ ートルのところ  
セ  基点 ７と八代市弁天島山頂 を見通 した線から基点 ７を基 点として右へ５ 度３０ 分・

１，２３ ０メートルのところ  
ソ  基点 ７と弁天島山頂を見通 した線 から基点７を基 点とし て右へ２度３２ 分・６ ６３メ

ートルの ところ  
タ  基点 ７と弁天島山頂を見通 した線 から基点７を基 点とし て右へ６５度３ ２分・ １８１

メートル のところ  
チ  基点 ８と宇城市三角町寺島 灯標を 見通した線から 基点８ を基点として右 へ２９ ２度４

０分・１ ８１メートルのところ  



  

 
 

ツ  基点 ９と三角岳山頂を見通 した線 から基点９を基 点とし て右へ６３度２ ９分・ ７２０
メートル のところ  

テ  基点 １０と寺島灯標を見通 した線 から基点１０を 基点と して右へ１０６ 度２１ 分・１
８１メー トルのところ  

ト  基点 １から三角岳山頂を見 通した 線上、基点１か ら大瀬 戸の中央点  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町 (湯島を 除く ) 
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内及び漁港区域 内では、船舶の航行の 安全を妨げる場所でみ だりに 漁業を営ん
ではなら ない。  

(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定より公示された水 域施設内では、漁具を 固定し てする漁業
を営んで はならない。  

(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを
拒んでは ならない。  

 
漁場計画 番号  天共第２号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の時期  

漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、わ かめ漁 業、ひじき漁業 、ほ
んだわら 漁業、てんぐさ漁業、 ふのり 漁業、とさかの り
（とさか ）漁業、いぎす（いぎ りす） 漁業、さざえ漁 業、
たこ漁業 、うに漁業、えむし漁 業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚磯建 網漁業、雑魚ます網（ つぼ網 ）漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町湯島地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線と最 大高潮時海

岸線とに よって囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ９号（ 上天草市大矢野 町湯島 灯台）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ６号（ 上天草市大矢野 町湯島 東端）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ７号（ 上天草市大矢野 町湯島 南東端）  
ア  基点 １と天草市有明町老岳 山頂を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ４０ 度・

２，８０ ０メートルのところ  
イ  基点 １と老岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１０４度３ ０分・ １，５

００メー トルのところ  
ウ  基点 １と老岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１６２度３ ０分・ ２，０

００メー トルのところ  
エ  基点 ２と上天草市大矢野町 柴尾山 山頂を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ２９

５度３０ 分・２，１５０メート ルのところ  
オ  基点 ２と柴尾山山頂を見通 した線 から基点２を基 点とし て右へ３５１度 ３０分 ・１，

３５０メ ートルのところ  
カ  基点 ３と上天草市松島町高 杢島山 頂を見通した線 から基 点３を基点とし て右へ ３２８

度・１， ３００メートルのとこ ろ  
キ  基点 ３と高杢島山頂を見通 した線 から基点３を基 点とし て右へ４４度３ ０分・ ２，５

００メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町湯島  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天共第３号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の時期  

漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
わかめ漁 業、ひじき漁業、ほん だわら 漁業、てんぐさ 漁
業、ふの り漁業、おごのり漁業 、いぎ す（いぎりす） 漁
業、さざ え漁業、にし漁業、ば い漁業 、にな（みな） 漁
業、かき 漁業、はまぐり漁業、 あさり 漁業、まてがい 漁
業、とり がい漁業、いそぎんち ゃく漁 業、たこ漁業、 かめ
のて漁業 、しゃこ漁業、うに漁 業、え むし漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 



  

 
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

たいらぎ 漁業、おおのがい漁業  10月 1日から  
翌年 5月 31日まで  

いせえび 漁業  8月 21日から  
翌年 4月 30日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます （つぼ網）漁業、雑魚 磯建網 漁業、雑魚建干 網
（江切網 ）漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市有明 町及び上天草市松島町 地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ、キ、ク、ケ、コ 、サ、 シ、ス、セ

及び基点 ６を順次に結んだ線、 ソとタを結んだ線及び 最大高潮時海岸線とに よって 囲まれ
た区域。 ただし、ク、ケ間は瀬 戸の中央点とする。  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ４９号 （上天草市姫戸 町と松 島町との海岸線 におけ る境

界）  
基点２  熊本県漁場基点天第５ ４号（ 上天草市大矢野 町上大 戸ノ鼻南端）  
基点３  熊本県漁場基点天第６ ４号（ 上天草市松島町 船人島 北端）  
基点４  熊本県漁場基点天第８ ４号（ 上天草市松島町 高杢島 北西端）  
基点５  熊本県漁場基点天第９ ６号（ 天草市有明町飛 龍島北 端）  
基点６  熊本県漁場基点天第９ ７号（ 天草市有明町大 間崎北 東端）  
ア  基点 １から八代市黒島山頂 を見通 した線上、基点 １から ２，４００メー トルの ところ  
イ  基点 ２と八代市小築島北東 端を見 通した線から基 点２を 基点として右へ ８度１ ４分・

９００メ ートルのところ  
ウ  基点 ２と上天草市松島町下 大戸ノ 鼻灯台を見通し た線か ら基点２を基点 として 右へ３

４４度２ ０分・５４０メートル のところ  
エ  基点 ２から上天草市松島町 太郎丸 岳山頂を見通し た線上 、基点２から７ ２０メ ートル

のところ  
オ  基点 ２から上天草市松島町 船人島 北端を見通した 線上、 基点２から９０ ０メー トルの

ところ  
カ  基点 ３から上天草市大矢野 町中恵 比寿鼻を見通し た線上 、基点３から５ ４０メ ートル

のところ  
キ  基点 ３から大矢野町中新開 黒岩鼻 を見通した線上 、基点 ３から５４０メ ートル のとこ

ろ  
ク  上天 草市松島町永浦島北東 端と大 矢野町中丸山鼻 東端と を結んだ線の中 央点  
ケ  永浦 島西端と大矢野町小泊 の鼻と を結んだ線の中 央点  
コ  基点 ４と大矢野町鳩の釜西 端を見 通した線から基 点４を 基点として右へ ３５２ 度３０

分・７２ ０メートルのところ  
サ  基点 ４と大矢野町湯島南西 端を見 通した線から基 点４を 基点として右へ ３５３ 度５０

分・１， １００メートルのとこ ろ  
シ  基点 ５と湯島東端を見通し た線か ら基点５を基点 として 右へ１９度５８ 分・９ ００メ

ートルの ところ  
ス  天草 市有明町竹島北端  
セ  竹島 南端  
ソ  上天 草市松島町大字教良木 園部新 地樋門中央  
タ  ソと 松島町大字教良木字平 田天草 中央衛生施設一 部事務 組合管理松島地 区清掃 センタ

ー煙突中 央を見通した線からソ を基点として右 へ２４ ２度の線が対岸 と交わ るとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町楠 甫、大浦、須子、赤崎 及び上天草市松 島町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第４号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の時期  



  

 
 

漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
わかめ漁 業、ひじき漁業、ほん だわら 漁業、てんぐさ 漁
業、ふの り漁業、おごのり漁業 、いぎ す（いぎりす） 漁
業、とこ ぶし漁業、さざえ漁業 、にし 漁業、ばい漁業 、に
な（みな ）漁業、かき漁業、は まぐり 漁業、あさり漁 業、
まてがい 漁業、とりがい（ちど りがい ）漁業、たこ漁 業、
かめのて 漁業、しゃこ漁業、う に漁業 、えむし漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

たいらぎ 漁業、おおのがい漁業  10月 1日から  
翌年 5月 31日まで  

いせえび 漁業  8月 21日から  
翌年 4月 30日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます （つぼ網）漁業、雑魚 磯建網 漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市有明 町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ及び基点４を順次 に結ん だ線と最大

高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ０９号 （天草市有明町 上津浦 と島子との海岸 線にお ける漁

業権境界 ）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ０２号 （天草市有明町 須子と 同町赤崎との海 岸線に おける

境界）  
基点３  熊本県漁場基点天第９ ６号（ 天草市有明町飛 龍島北 端）  
基点４  熊本県漁場基点天第９ ７号（ 天草市有明町大 間崎北 東端）  
ア  基点 １から長崎県南島原市 宮崎鼻 を見通した線上 、基点 １から２，２０ ０メー トルの

ところ  
イ  基点 ２と上天草市大矢野町 湯島灯 台を見通した線 から基 点２を基点とし て右へ ３４１

度４５分 ・２，２００メートル のところ  
ウ  天草 市有明町大浦恵比寿鼻 から湯 島山頂を見通し た線上 、恵比寿鼻から ２，２ ００メ

ートルの ところ  
エ  基点 ３と湯島東端を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１９度５８ 分・９ ００メ

ートルの ところ  
オ  有明 町竹島北端  
カ  竹島 南端  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町 (大島子、小 島子及び楠甫を除く ) 
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定より公示された水 域施設内では、漁具を 固定し てする漁業

を営んで はならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第５号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の時期  

漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
わかめ漁 業、ひじき漁業、ほん だわら 漁業、てんぐさ 漁
業、ふの り漁業、つのまた漁業 、おご のり漁業、いぎ す
（いぎり す）漁業、さざえ漁業 、つめ たがい漁業、に し漁
業、ばい 漁業、にな（みな）漁 業、か き漁業、はまぐ り漁
業、あさ り漁業、まてがい漁業 、とり がい（ちどりが い）
漁業、み くりがい（あまにし） 漁業、 たこ漁業、うに 漁
業、えむ し漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 



  

 
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

たいらぎ 漁業  10月 1日から  
翌年 5月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業、しろうお四ッ 手網漁 業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市志柿 町、亀場町、東町、太 田町、港町、今釜新町 、本渡 町、北浜
町、佐伊 津町、旭町及び有明町 島子地先  

(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ及び基点 ２を順次に結んだ線並 びにエ とオ、カと
キ、クと ケ及びコとサを結んだ 線と最大高潮時海岸線 とによって囲まれた区 域。た だし、
シ、ス、 セ、ソ、タ及びシと最 大高潮時海岸線とによ って囲まれた区域並び にチ、 ツ、
テ、ト、 ナ、ニ及びチと最大高 潮時海岸線とによって 囲まれた区域を除く。  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ０９号 （天草市有明町 上津浦 と島子との海岸 線にお ける漁

業権境界 ）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ １８号 （天草市佐伊津 町と天 草市五和町との 旧海岸 線にお

ける境界 ）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ １４号 （天草市北浜町 南端）  
ア  基点 １から長崎県南島原市 宮崎鼻 を見通した線上 、基点 １から２，２０ ０メー トルの

ところ  
イ  天草 市志柿町と天草市有明 町との 海岸線における 境界か ら天草市五和町 亀島北 東端を

見通した 線上、天草市志柿町と 有明町との海岸 線にお ける境界から３ ，３０ ０メー トル
のところ  

ウ  基点 ２と上天草市松島町高 杢島山 頂を見通した線 から基 点２を基点とし て右へ ３５８
度５５分 ・２，７００メートル のところ  

エ  天草 市今釜橋左岸下流基幹 部  
オ  今釜 橋右岸下流基幹部  
カ  天草 市昭和橋左岸下流基幹 部  
キ  昭和 橋右岸下流基幹部  
ク  天草 市亀川橋左岸下流基幹 部  
ケ  亀川 橋右岸下流基幹部  
コ  天草 市瀬戸橋北西端  
サ  瀬戸 橋北東端  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市志柿町、 亀場町、本渡町、北浜 町、今釜新町、 東町、 港町、 佐伊津町、旭

町並びに 天草市有明町大島子及 び小島子  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、か じめ漁 業、わかめ漁業 、ひ
じき漁業 、ほんだわら漁業、て んぐさ 漁業、とさかの り
（とさか ）漁業、みりん（みる ）漁業 、いぎす（いぎ り
す）漁業 、もづく漁業、さざえ 漁業、 かき漁業、あさ り漁
業、たこ 漁業、うに漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

いせえび 漁業  8月 21日から  
翌年 4月 30日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚磯建 網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  



  

 
 

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市五和 町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ、キ及び基点５を 順次に 結んだ線と

最大高潮 時海岸線とによって囲 まれた区域。ただし、 ク、ケ、コ及びサを順 次に結 んだ線
と最大高 潮時海岸線とによって 囲まれた区域並びにシ 、ス、セ、ソ、タ、チ 、ツ及 びテを
順次に結 んだ線によって囲まれ た区域を除く。  
基点１  熊本県漁場基点天第１ １８号 （天草市佐伊津 町と天 草市五和町との 旧海岸 線にお

ける境界 ）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ２１号 （天草市五和町 長崎鼻 東端）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ２４号 （天草市五和町 鬼池港 防波堤灯台跡）  
基点４  熊本県漁場基点天第１ ２８号 （天草市五和町 五通岩 灯台）  
基点５  熊本県漁場基点天第１ ３０号 （天草市五和町 通詞島 三角点と五通岩 を見通 した線

から通詞 島三角点を基点として 右へ１６０度４ ７分の 線が陸岸と交わ るとこ ろから その
線の延長 上２０．４メートルの ところ）  

ア  基点 １と上天草市松島町高 杢島山 頂を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５８
度５５分 ・２，７００メートル のところ  

イ  基点 ２と上天草市大矢野町 湯島山 頂を見通した線 から基 点２を基点とし て右へ １５度
・１，８ ００メートルのところ  

ウ  基点 ３と湯島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ６度１０分 ・１， ８００
メートル のところ  

エ  基点 ３から長崎県南島原市 郡上平 崎を見通した線 と天草 郡苓北町富岡尾 越北端 から天
草市五和 町通詞島北端を見通し た線とが交わる ところ  

オ  基点 ４と通詞島山頂を見通 した線 から基点４を基 点とし て右へ１８０度 ・５０ ０メー
トルのと ころ  

カ  基点 ４と天草郡苓北町鵜瀬 岬を見 通した線から基 点４を 基点として右へ ３４度 １分・
３，５２ ０メートルのところ  

キ  基点 ５と通詞島南西端を見 通した 線から基点５を 基点と して右へ３４２ 度４６ 分・
１，９８ ０メートルのところ  

ク  基点 ３と天草市五和町亀島 山頂を 見通した線から 基点３ を基点として右 へ１７ ６度３
０分・１ ４０メートルのところ  

ケ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１９７度５ ５分・ ２７８
メートル のところ  

コ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１５６度・ ５６２ メート
ルのとこ ろ  

サ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１４６度・ ６１０ メート
ルのとこ ろ  

シ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ２４５度５ 分・３ ９１メ
ートルの ところ  

ス  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ２０９度４ ０分・ ５２１
メートル のところ  

セ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１７２度・ ７３４ メート
ルのとこ ろ  

ソ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１５８度３ ０分・ ７６８
メートル のところ  

タ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１５８度５ ０分・ ７４３
メートル のところ  

チ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ１７２度２ ０分・ ７０８
メートル のところ  

ツ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ２０８度２ ０分・ ４９２
メートル のところ  

テ  基点 ３と亀島山頂を見通し た線か ら基点３を基点 として 右へ２４４度５ ５分・ ３５８
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり漁業、いしげ（ よが 1月 1日か ら  



  

 
 

共同漁業  また）漁 業、かじめ漁業、あら め漁業、わかめ漁業、 ひじ
き漁業、 ほんだわら漁業、いわ のり漁 業、てんぐさ漁 業、
ふのり漁 業、まつのり漁業、お ごのり 漁業、とさかの り
（とさか ）漁業、みりん（みる ）漁業 、いぎす（いぎ り
す）漁業 、まくり（海人草）漁 業、も づく漁業、とこ ぶし
漁業、さ ざえ漁業、ばい漁業、 にな（ みな）漁業、つ きひ
がい漁業 、かき漁業、はまぐり 漁業、 あさり漁業、ま てが
い漁業、 とりがい（ちどりがい ）漁業 、まがきがい（ とん
ぴ）漁業 、ぎんたかはま（しっ だか） 漁業、たこ漁業 、か
めのて漁 業、しゃこ漁業、うに 漁業、 えむし漁業  

12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

いせえび 漁業  8月 21日から  
翌年 4月 30日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業、雑魚建網漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ及び基点４を順次 に結ん だ線と最大

高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域。ただし、キ、 ク、ケ、コ、サ及びシ を順次 に結ん
だ線と最 大高潮時海岸線とによ って囲まれた区域を除 く。  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ３０号 （天草市五和町 通詞島 三角点と五通岩 を見通 した線

から通詞 島三角点を基点として 右へ１６０度４ ７分の 線が陸岸と交わ るとこ ろから その
線の延長 上２０．４メートルの ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第１ ２８号 （天草市五和町 五通岩 灯台）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ３５号 （天草郡苓北町 富岡四 季咲岬西端）  
基点４  熊本県漁場基点天第１ ３７号 （天草郡苓北町 と天草 市天草町との海 岸線に おける

境界）  
基点５  熊本県漁場基点天第４ ４０号 （天草郡苓北町 富岡四 季咲岬灯台）  
ア  基点 １と天草市五和町通詞 島南西 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３４２

度４６分 ・１，９８０メートル のところ  
イ  基点 ２と天草郡苓北町富岡 鵜瀬岬 を見通した線か ら基点 ２を基点として 右へ３ ４度１

分・３， ５２０メートルのとこ ろ  
ウ  基点 ３と天草市天草町十三 野山山 頂を見通した線 から基 点３を基点とし て右へ １８０

度・３， ０００メートルのとこ ろ  
エ  基点 ３と長崎県長崎市樺島 灯台を 見通した線から 基点３ を基点として右 へ３４ ９度２

０分・１ ，８００メートルのと ころ  
オ  基点 ５と苓北町都呂々港南 側防波 堤突端を見通し た線か ら基点５を基点 として 右へ１

７度・３ ，１２０メートルのと ころ  
カ  基点 ４と基点３を見通した 線から 基点４を基点と して右 へ３１１度４８ 分・２ ，８０

０メート ルのところ  
キ  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ ４２度

４５分の 線が最大高潮時海岸線 と交わるところ  
ク  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ ４４度

・５，２ ７０メートルのところ  
ケ  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ ４９度

１５分・ ４，３００メートルの ところ  
コ  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ ５６度

１５分・ ４，２７０メートルの ところ  
サ  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ 度・

６，１０ ０メートルのところ  
シ  基点 ５と都呂々港南側防波 堤突端 を見通した線か ら基点 ５を基点として 右へ３ ５７度

・６，６ ００メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草郡苓北町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第８号  
１  免許 の内容たるべき事項  



  

 
 

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、いしげ（ よが
また）漁 業、もづく漁業、かじ め漁業 、わかめ漁業、 ひじ
き漁業、 ほんだわら漁業、いわ のり漁 業、てんぐさ漁 業、
ふのり漁 業、つのまた漁業、ま つのり 漁業、おごのり 漁
業、とさ かのり（とさか）漁業 、みり ん（みる）漁業 、い
ぎす（い ぎりす）漁業、まくり （海人 草）漁業、とこ ぶし
漁業、さ ざえ漁業、にし漁業、 ばい漁 業、にな（みな ）漁
業、いが い（くろくち）漁業、 つきひ がい漁業、かき 漁
業、はま ぐり漁業、あさり漁業 、とり がい（ちどりが い）
漁業、ま がきがい（とんぴ）漁 業、ぎ んたかはま（し っだ
か）漁業 、たこ漁業、かめのて 漁業、 しゃこ漁業、う に漁
業、えむ し漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

いせえび 漁業  8月 21日から  
翌年 4月 30日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業、雑魚建網漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

ぶり建網 漁業  9月 1日か ら  
翌年 6月 30日まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市天草 町及び同市河浦町崎津 地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 及び基点２を順次に結 んだ線 並びにカと

キ及びケ とコを結んだ線と最大 高潮時海岸線とによっ て囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ３７号 （天草郡苓北町 と天草 市天草町との海 岸線に おける

境界）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ５１号 （天草市魚貫町 と同市 天草町との海岸 線にお ける境

界）  
ア  基点 1と天草郡 苓北町四季咲西端を 見通した線から基点１ を基点として右へ３１１度４

８分・２ ，８００メートルのと ころ  
イ  天草 市天草町高浜灯台と天 草町下大瀬頂点を見通 した線から高浜灯台を 基点と して右へ

３９度３ ０分・２，５５０メー トルのところ  
ウ  天草 町大江と同町高浜との 海岸線における境界か ら同町大ヶ瀬（魚見瀬 ）頂点 を見通し

た線上、 天草町大江と同町高浜 との海岸線における境 界から１，８００メー トルの ところ  
エ  天草 町大江毛足山山頂から 天草町小ヶ瀬頂点を見 通した線上、小ヶ瀬頂 点から ２００メ

ートルの ところ  
オ  基点 ２と小ヶ瀬頂点を見通 した線から基点２を基 点として右へ３１４度 ２８分 ・１，０

８０メー トルのところ  
カ  天草 市河浦町今富鬼塚湖外 岸壁の東端  
キ  カか らクを見通した線が最 大高潮時海岸線と交わ るところ  
ク  河浦 町今富四方須と日尻返 の境界が同町河浦竹崎 と交わるところ  
ケ  天草 市下津深江川下田橋左 岸下流基幹部  
コ  下田 橋右岸下流基幹部  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市天草町、 同市河浦町今富及び崎 津並びに天草市 二浦町 亀浦及 び早浦  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(４ ) 定 置漁業の操業期間にお いては敷設漁具の前面 １，５００メートル、 後面５ ００メート

ル、沖合 ５００メートル以内の 区域では、第２種共同 漁業を営んではならな い。  
 

漁場計画 番号  天共第９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
かじめ漁 業、わかめ漁業、ひじ き漁業 、ほんだわら漁 業、
いわのり 漁業、てんぐさ漁業、 ふのり 漁業、つのまた 漁

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 



  

 
 

業、まつ のり漁業、とさかのり （とさ か）漁業、みり ん
（みる） 漁業、いぎす（いぎり す）漁 業、まくり（海 人
草）漁業 、とこぶし漁業、さざ え漁業 、にし漁業、ば い漁
業、にな （みな）漁業、いがい （くろ くち）漁業、か き漁
業、はま ぐり漁業、あさり漁業 、たこ 漁業、うに漁業  
あわび漁 業  12月 21日 から  

翌年 10月 31日まで  
いせえび 漁業  8月 21日から  

翌年 4月 30日まで  
なまこ漁 業  10月 1日から  

翌年 3月 31日まで  
第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業、雑魚建網漁業 、かま す刺網漁業、ぼ ら敷
網漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

かます敷 網漁業  5月 1日か ら  
12月 31ま で  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市魚貫 町、牛深町、久玉町及 び深海町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ、キ、ク、ケ及び 基点４ を順次に結

んだ線と 最大高潮時海岸線とに よって囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ５１号 （天草市魚貫町 と同市 天草町との海岸 線にお ける境

界）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ６１号 （天草市牛深町 法ケ島 南東端）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ６９号 （天草市牛深町 戸島崩 の鼻突端）  
基点４  熊本県漁場基点天第１ ７９号 （天草市深海町 と同市 河浦町宮野河内 との海 岸線に

おける漁 業権の境界）  
ア  基点 １と天草市天草町小ヶ 瀬頂点 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ １４度

２８分・ １，０８０メートルの ところ  
イ  大島 灯台から天草市牛深町 沖の瀬 頂点を見通した 線上、 沖の瀬頂点から ９００ メート

ルのとこ ろ  
ウ  大島 灯台から天草市牛深町 片島山 頂を見通した線 上、片 島南端から１， １００ メート

ルのとこ ろ  
エ  天草 市牛深町砂月中神島南 端から 同市ガン瀬頂点 を見通 した線上、ガン 瀬南端 から

１，１０ ０メートルのところ  
オ  基点 ２と天草市牛深町築島 東端を 見通した線から 基点２ を基点として右 へ３０ ７度４

０分・２ ，０００メートルのと ころ  
カ  基点 ３と鹿児島県長島行人 岳山頂 を見通した線か ら基点 ３を基点として 右へ３ ４７度

３０分・ ９４０メートルのとこ ろ  
キ  天草 市久玉町赤島北端から 長島北 方崎鳴瀬鼻を見 通した 線上、赤島北端 から５ ４０メ

ートルの ところ  
ク  天草 市久玉町と同市深海町 との境 界ニッ石から長 島行人 岳を見通した線 と久玉 町小松

崎から赤 島北端を見通した線と が交わるところ  
ケ  基点 ４と天草市河浦町産島 南西端 を見通した線か ら基点 ４を基点として 右へ１ ０度４

３分の線 と天草市新和町立の鼻 から同市河浦町 宮野河 内上的島西端を 見通し た線と が交
わるとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市魚貫町、 牛深町、久玉町及び深 海町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
かじめ漁 業、わかめ漁業、ひじ き漁業 、ほんだわら漁 業、
てんぐさ 漁業、ふのり漁業、つ のまた 漁業、おごのり 漁
業、とさ かのり（とさか）漁業 、みり ん（みる）漁業 、い
ぎす（い ぎりす）漁業、まくり （海人 草）漁業、さざ え漁
業、にし 漁業、ばい漁業、にな （みな ）漁業、いがい （く
ろくち） 漁業、かき漁業、はま ぐり漁 業、あさり漁業 、ま

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 



  

 
 

てがい漁 業、とりがい（ちどり がい） 漁業、ぎんたか はま
（しっだ か）漁業、みくりがい （あま にし）漁業、た こ漁
業、しゃ こ漁業、うに漁業、え むし漁 業  
たいらぎ 漁業  10月 1日から  

翌年 5月 31日まで  
あわび漁 業  12月 21日 から  

翌年 10月 31日まで  
いせえび 漁業  8月 21日から  

翌年 4月 30日まで  
なまこ漁 業  10月 1日から  

翌年 3月 31日まで  
第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業、しろうお四ツ 手網漁 業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市志柿 町、下浦町、亀場町、 楠浦町、新和町及び同 市河浦 町宮野河内
地先  

(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ及び基点４を順次 に結ん だ線並びに
キとクを 結んだ線と最大高潮時 海岸線とによって囲ま れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ７９号 （天草市深海町 と同市 河浦町宮野河内 との海 岸線に

おける漁 業権の境界）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ８１号 （天草市河浦町 上的島 灯台）  
基点３  熊本県漁場基点天第１ ８３号 （天草市河浦町 宮野河 内女岳の押落し 鼻東端 ）  
基点４  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 線にお ける境

界（船瀬 鼻南端））  
ア  基点 １と天草市河浦町産島 南西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ１ ０度４

３分の線 と天草市新和町立の鼻 から河浦町上的 島西端 を見通した線と が交わ るとこ ろ  
イ  基点 ２と鹿児島県諸浦島黒 崎の鼻 を見通した線か ら基点 ２を基点として 右へ１ ７度・

３００メ ートルのところ  
ウ  基点 ３と鹿児島県待島山頂 を見通 した線から基点 ３を基 点として右へ３ ５４度 １０分

・１，８ ００メートルのところ  
エ  基点 ３と鹿児島県野島山頂 を見通 した線から基点 ３を基 点として右へ１ 度４０ 分・

２，００ ０メートルのところ  
オ  天草 市新和町立の鼻から同 市御所 浦町葛籠島山頂 を見通 した線上、立の 鼻から １，２

６０メー トルのところ  
カ  基点 ４から御所浦町黒島南 西端を 見通した線上、 基点４ から９００メー トルの ところ  
キ  天草 市楠浦町大門港記念碑  
ク  天草 市志柿町十文字新開北 側樋門  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市志柿町、 下浦町、亀場町、楠浦 町、新和町及び 同市河 浦町宮 野河内  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこらを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり 漁業、もづく漁 業、
わかめ漁 業、ひじき漁業、みり ん（み る）漁業、ほん だわ
ら漁業、 さざえ漁業、にし漁業 、ばい 漁業、にな（み な）
漁業、い がい（くろくち）漁業 、かき 漁業、あさり漁 業、
まてがい 漁業、たこ漁業、しゃ こ漁業 、うに漁業、え むし
漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚磯建 網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町及び同市倉岳町地先  



  

 
 

(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ及び オを順次に結んだ線並 びにカ と基点２を
結んだ線 と最大高潮時海岸線と によって囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 線にお ける境

界（船瀬 鼻南端））  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ２７号 （上天草市龍ヶ 岳町切 支丹鼻南端）  
基点３  熊本県漁場基点天第２ ２９号 （上天草市龍ヶ 岳町横 島南端）  
基点４  熊本県漁場基点天第２ ３２号 （上天草市龍ヶ 岳町大 道漁港池の浦東 側防波 堤北西

端）  
ア  基点 １から天草市御所浦町 黒島南 西端を見通した 線上、 基点１から９０ ０メー トルの

ところ  
イ  天草 市倉岳町阿房の浦橋東 角から 黒島北東端を見 通した 線上、阿房の浦 橋東角 から

１，７０ ０メートルのところ  
ウ  基点 ３と基点４を見通した 線から 基点３を基点と して右 へ１７１度５５ 分・２ ，２９

５メート ルのところ  
エ  基点 ３と基点４を見通した 線から 基点３を基点と して右 へ１７０度３０ 分・１ ，００

０メート ルのところ  
オ  天草 市（上天草市）横島西 海岸に おける上天草市 と天草 市との境界  
カ  横島 北端  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市栖本町及 び同市倉岳町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
  
漁場計画 番号  天共第１２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、も づく漁 業、かじめ漁業 、わ
かめ漁業 、ひじき漁業、ほんだ わら漁 業、てんぐさ漁 業、
おごのり 漁業、さざえ漁業、に し漁業 、ばい漁業、か き漁
業、はま ぐり漁業、あさり漁業 、たこ 漁業、しゃこ漁 業、
うに漁業 、えむし漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚磯建 網漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業、ぼら飼付漁 業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町及び同市姫戸町 地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ とアを結んだ線並びに イ、ウ、エ、オ、カ、 キ、ク 、ケ、コ、

サ、シ、 ス、セ、ソ、タ、チ、 ツ、テ、ト、ナ、ニ、 ヌ及び基点９を順次に 結んだ 線と最
大高潮時 海岸線とによって囲ま れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ２７号 （上天草市龍ヶ 岳町切 支丹鼻南端）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ １９の １号（上天草市 龍ヶ岳 町ダテク島南端 ）  
基点３  熊本県漁場基点天第２ ３０号 （天草市御所浦 町猿子 島北西端）  
基点４  熊本県漁場基点天第２ ３１号 （天草市御所浦 町横浦 島北端）  
基点５  熊本県漁場基点天第２ ３３号 （上天草市龍ヶ 岳町唐 網代鼻南端）  
基点６  熊本県漁場基点天第２ ３６号 （上天草市龍ヶ 岳町樋 島南端）  
基点７  熊本県漁場基点天第２ ３９号 （上天草市龍ヶ 岳町樋 島琵琶の首東端 ）  
基点８  熊本県漁場基点天第２ ４８号 （上天草市姫戸 町船揚 島東端）  
基点９  熊本県漁場基点天第２ ４９号 （上天草市姫戸 町と同 市松島町との海 岸線に おける

境界）  
基点１０  熊本県漁場基点天第 ２６６ 号（天草市御所 浦町嵐 口崎北端）  
基点１１  熊本県漁場基点天第 ２２９ 号（上天草市龍 ヶ岳町 横島南端）  
基点１２  熊本県漁場基点天第 ２３２ 号（上天草市龍 ヶ岳町 大道漁港池の浦 東側防 波堤北

西端）  
基点１３  熊本県漁場基点天第 ２２２ 号（天草市御所 浦町困 窮島北端）  
基点１４  熊本県漁場基点天第 ２２８ 号（上天草市龍 ヶ岳町 横島北端）  
ア  上天 草市龍ヶ岳町横島北端  
イ  横島 西海岸における上天草 市と天 草市との境界  



  

 
 

ウ  基点 １１と基点１２を見通 した線 から基点１１を 基点と して右へ１７０ 度３０ 分・
１，００ ０メートルのところ  

エ  基点 １１と基点１２を見通 した線 から基点１１を 基点と して右へ１７１ 度５５ 分・
２，２９ ５メートルのところ  

オ  基点 ２と天草市下浦町戸の 崎南端 を見通した線か ら基点 ２を基点として 右へ２ １度２
５分・１ ，１００メートルのと ころ  

カ  基点 ２から天草市新和町鍋 割山山 頂を見通した線 上、基 点２から１，１ ００メ ートル
のところ  

キ  基点 ２から天草市御所浦町 牧島大 通越鼻を見通し た線上 、基点２から２ ２０メ ートル
のところ  

ク  基点 ２と大通越鼻を見通し た線か ら基点２を基点 として 右へ２９６度３ 分・３ １０メ
ートルの ところ  

ケ  基点 １３から龍ヶ岳町瓢箪 島山頂 を見通した線上 、基点 １３から２７０ メート ルのと
ころ  

コ  基点 １３から御所浦町横浦 島南端 を見通した線上 、基点 １３から１８０ メート ルのと
ころ  

サ  基点 ３と龍ヶ岳町楠森島小 手出鼻 を見通した線か ら基点 ３を基点として 右へ４ 度２３
分・４５ ０メートルのところ  

シ  基点 １１から御所浦町牧島 ヤキ崎 東端を見通した 線上、 基点１１から９ ００メ ートル
のところ  

ス  基点 ４と基点１４を見通し た線か ら基点４を基点 として 右へ３５４度３ ０分・ ３６０
メートル のところ  

セ  基点 ５と基点４を見通した 線から 基点５を基点と して右 へ３５４度３分 ・２７ ０メー
トルのと ころ  

ソ  基点 ５と御所浦町与一ヶ浦 港防波 堤灯台を見通し た線か ら基点５を基点 として 右へ２
９５度５ ２分・１，４３５メー トルのところ  

タ  基点 １０と龍ヶ岳町椚島東 端を見 通した線から基 点１０ を基点として右 へ５度 １５分
・２，３ ７０メートルのところ  

チ  基点 ５と与一ヶ浦港防波堤 灯台を 見通した線から 基点５ を基点として右 へ２５ ４度２
５分・３ ，９２８メートルのと ころ  

ツ  基点 ６と御所浦町嵐口山山 頂を見 通した線から基 点６を 基点として右へ ３２５ 度８分
・１，５ ００メートルのところ  

テ  基点 ６と葦北郡芦北町殿島 山頂を 見通した線から 基点６ を基点として右 へ２７ 度５分
・１，５ ００メートルのところ  

ト  基点 ７と葦北郡芦北町柴島 山頂を 見通した線から 基点７ を基点として右 へ１０ 度８分
・１，１ ００メートルのところ  

ナ  龍ヶ 岳町黒島北端から八代 市鼠蔵 山山頂を見通し た線上 、黒島北端から １，０ ００メ
ートルの ところ  

ニ  基点 ８と八代市黒島山頂を 見通し た線から基点８ を基点 として右へ３９ 度・１ ，８０
０メート ルのところ  

ヌ  基点 ９から八代市黒島山頂 を見通 した線上、基点 ９から ２，４００メー トルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市龍ヶ岳 町及び同市姫戸町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第１３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、も づく漁 業、わかめ漁業 、ひ
じき漁業 、ほんだわら漁業、て んぐさ 漁業、ふさいわ ずた
（海ぶど う）漁業、とこぶし漁 業、さ ざえ漁業、ばい 漁
業、にな （みな）漁業、かき漁 業、あ さり漁業、たこ 漁
業、しゃ こ漁業、うに漁業、え むし漁 業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  
 

あわび漁 業  12月 21日 から  
翌年 10月 31日まで  

なまこ漁 業  10月 1日から  
翌年 3月 31日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干 網（江切網）漁 業、
雑魚磯建 網漁業  

1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

第３種  雑魚地び き網漁業  1月 1日から  



  

 
 

共同漁業  12月 31日まで  
(２ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ、サ、シ 、ス、 セ、ソ、

タ、チ、 ツ、テ、ト、ナ及びア を順次に結んだ線と最 大高潮時海岸線とによ って囲 まれた
区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ １９の １号（上天草市 龍ヶ岳 町ダテク島南端 ）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ２２号 （天草市御所浦 町困窮 島北端）  
基点３  熊本県漁場基点天第２ ３０号 （天草市御所浦 町猿子 島北西端）  
基点４  熊本県漁場基点天第２ ２９号 （上天草市龍ヶ 岳町横 島南端）  
基点５  熊本県漁場基点天第２ ３１号 （天草市御所浦 町横浦 島北端）  
基点６  熊本県漁場基点天第２ ２８号 （上天草市龍ヶ 岳町横 島北端）  
基点７  熊本県漁場基点天第２ ３３号 （上天草市龍ヶ 岳町唐 網代鼻南端）  
基点８  熊本県漁場基点天第２ ６６号 （天草市御所浦 町嵐口 崎北端）  
基点９  熊本県漁場基点天第２ ６５号 （天草市御所浦 町田の 尻川川口中央）  
基点１０  熊本県漁場基点天第 ２６３ 号（天草市御所 浦町ノ サバ崎南西端）  
基点１１  熊本県漁場基点天第 ４１０ 号（天草市御所 浦町大 浦ウサギ鼻突端 ）  
ア  基点 １から天草市新和町鍋 割山山 頂を見通した線 上、基 点１から１，１ ００メ ートル

のところ  
イ  基点 １から天草市御所浦町 牧島大 通越鼻を見通し た線上 、基点１から２ ２０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と大通越鼻を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９６度３ 分・３ １０メ

ートルの ところ  
エ  基点 ２から上天草市龍ヶ岳 町瓢箪 島山頂を見通し た線上 、基点２から２ ７０メ ートル

のところ  
オ  基点 ２から御所浦町横浦島 南端を 見通した線上、 基点２ から１８０メー トルの ところ  
カ  基点 ３と龍ヶ岳町楠森島小 手出鼻 を見通した線か ら基点 ３を基点として 右へ４ 度２３

分・４５ ０メートルのところ  
キ  基点 ４から牧島ヤキ崎東端 を見通 した線上、基点 ４から ９００メートル のとこ ろ  
ク  基点 ５と基点６を見通した 線から 基点５を基点と して右 へ３５４度３０ 分・３ ６０メ

ートルの ところ  
ケ  基点 ７と基点５を見通した 線から 基点７を基点と して右 へ３５４度３分 ・２７ ０メー

トルのと ころ  
コ  基点 ７と御所浦町与一ヶ浦 港防波 堤灯台を見通し た線か ら基点７を基点 として 右へ２

９５度５ ２分・１，４３５メー トルのところ  
サ  基点 ８と龍ヶ岳町椚島東端 を見通 した線から基点 ８を基 点として右へ５ 度１５ 分・

２，３７ ０メートルのところ  
シ  基点 ８から椚島東端を見通 した線 上、基点８から １，６ ００メートルの ところ  
ス  基点 ８と龍ヶ岳町樋島南端 を見通 した線から基点 ８を基 点として右へ２ ０度１ １分・

１，６０ ０メートルのところ  
セ  基点 ９と葦北郡津奈木町肥 後沖島 灯台を見通した 線から 基点９を基点と して右 へ１６

度５８分 ・１，６００メートル のところ  
ソ  基点 １１と鹿児島県獅子島 木崎鼻 を見通した線か ら基点 １１を基点とし て右へ ２０１

度１５分 ・２，５６５メートル のところ  
タ  基点 １１と獅子島木崎鼻を 見通し た線から基点１ １を基 点として右へ２ ９６度 ・１，

１００メ ートルのところ  
チ  基点 １０と獅子島木崎鼻を 見通し た線から基点１ ０を基 点として右へ３ ３９度 ２３分

・１，１ ００メートルのところ  
ツ  鹿児 島県出水郡長島町ダグ イ崎の 突端から１１６ 度・３ ，３５０メート ルのと ころ  
テ  御所 浦町葛島西端から獅子 島野島 南端を見通した 線上、 葛島西端から７ ２０メ ートル

のところ  
ト  御所 浦町黒島南西端から天 草市新 和町惣津島山頂 を見通 した線上、黒島 南西端 から

１，１０ ０メートルのところ  
ナ  牧島 マネキ崎から新和町横 島北端 を見通した線上 、マネ キ崎から１，１ ００メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市御所浦町  
４  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  天共第１４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  



  

 
 

第３種  
共同漁業  

つきいそ 漁業  1月 1日か ら  
12月 31日 まで  

(２ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のアを中 心として半径１００メ ートルの円周によって 囲まれ た区域  

基点１  熊本県漁場基点天第８ ４号（ 上天草市松島町 高杢島 北西端）  
ア  基点 １と天草市有明町飛龍 島北西 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ８０度

・７００ メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町 （阿村を除く）及び天 草市有明町楠甫  
 
漁場計画 番号  天共第１５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類、漁業の名称及 び漁業の時期  
漁業種類  漁   業   の   名  称  漁 業の時期  
第３種  
共同漁業  

ぶり飼付 漁業  7月 1日か ら  
翌年 3月 31日まで  

(２ ) 漁 場の位置  天草市沖合  
(３ ) 漁 場の区域  次のアを中 心とした半径９００メ ートルの円周によって 囲まれ た区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３５号 （天草郡苓北町 富岡四 季咲岬西端）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ５２号 （天草市魚貫町 魚貫崎 南西端）  
ア  基点 １と長崎県長崎市樺島 灯台を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３２ ９度の

線と、基 点２と樺島灯台を見通 した線から基点 ２を基 点として右へ３ １０度 の線が 交わ
るところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町（ 天草市二浦町亀浦及び 早浦を除く）  
 
漁場計画 番号  天定第１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  定置漁業  ぶり・あ じ落網漁業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
ア  北緯 ３２度１６分５２．０ 秒、東 経１２９度５８ 分３７ ．７秒  
イ  北緯 ３２度１６分１８．９ 秒、東 経１２９度５８ 分８． ３秒  
ウ  北緯 ３２度１６分１１．４ 秒、東 経１２９度５８ 分８． ４秒  
エ  北緯 ３２度１６分３．２秒 、東経 １２９度５８分 ４１． ４秒  
オ  北緯 ３２度１６分５．９秒 、東経 １２９度５８分 ５３． ２秒  
カ  北緯 ３２度１６分１６．５ 秒、東 経１２９度５９ 分１１ ．１秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
 
漁場計画 番号  天定第２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  定置漁業  ぶり・あ じ落網漁業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びアを順次に結 んだ線によって囲まれ た区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０７号 （天草市天草町 大江須 賀無田一枚瀬）  
ア  基点 １と天草市天草町大江 港灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ 度・４

９０メー トルのところ  
イ  基点 １と大江港灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５３度３ ０分・ ７４５

メートル のところ  
ウ  基点 １と大江港灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ７６度３ ０分・ ５４０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町大 江  
 
漁場計画 番号  天区第１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町阿村地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第６ ２号（熊本県漁場基点 天第３１号（長砂連角 の鼻南 端）と
下大戸ノ 鼻灯台を見通した線か ら天第３１号を基点と して右へ６５度５０分 の線と 天第



  

 
 

６４号（ 船人島北端）と下大戸 ノ鼻灯台を見通した線 から天第６４号を基点 として 右へ
３５４度 ３１分の線との交点（ 瀬島地先高洲））  

ア  基点 １から真方位８２度５ ３分・６３０メートル のところ  
イ  基点 １から真方位９１度５ ３分・７４０メートル のところ  
ウ  基点 １から真方位９８度２ ３分・６７５メートル のところ  
エ  基点 １から真方位８８度５ ３分・５４８メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町阿村地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第６ ２号（熊本県漁場基点 天第３１号（長砂連角 の鼻南 端）と
下大戸ノ 鼻灯台を見通した線か ら天第３１号を基点と して右へ６５度５０分 の線と 天第
６４号（ 船人島北端）と下大戸 ノ鼻灯台を見通した線 から天第６４号を基点 として 右へ
３５４度 ３１分の線との交点（ 瀬島地先高洲））  

ア  基点 １と上天草市松島町下 大戸ノ鼻灯台を見通し た線から基点１を基点 として 右へ３
４０度３ ０分・６２０メートル のところ  

イ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３４ ８度・ ５８０
メートル のところ  

ウ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３３ ０度３ ０分・
３７０メ ートルのところ  

エ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３２ ２度３ ０分・
４３５メ ートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町阿村地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第６ ２号（熊本県漁場基点 天第３１号（長砂連角 の鼻南 端）と
下大戸ノ 鼻灯台を見通した線か ら天第３１号を基点と して右へ６５度５０分 の線と 天第
６４号（ 船人島北端）と下大戸 ノ鼻灯台を見通した線 から天第６４号を基点 として 右へ
３５４度 ３１分の線との交点（ 瀬島地先高洲））  

ア  基点 １と上天草市松島町下 大戸ノ鼻灯台を見通し た線から基点１を基点 として 右へ３
４９度３ ０分・８２５メートル のところ  

イ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３５ ５度３ ０分・
７９０メ ートルのところ  

ウ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３４ ８度・ ５８０
メートル のところ  

エ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３４ ０度３ ０分・
６２０メ ートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町   
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町阿村地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第６ ２号（熊本県漁場基点 天第３１号（長砂連角 の鼻南 端））
と下大戸 ノ鼻灯台を見通した線 から天第３１号を基点 として右へ６５度５０ 分の線 と天
第６４号 （船人島北端）と下大 戸ノ鼻灯台を見通した 線から天第６４号を基 点とし て右
へ３５４ 度３１分の線との交点 （瀬島地先高洲））  

ア  基点 １と上天草市松島町下 大戸ノ鼻灯台を見通し た線から基点１を基点 として 右へ３
４９度３ ０分・５７５メートル のところ  

イ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３５ ７度・ ５５０



  

 
 

メートル のところ  
ウ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３４ ３度・ ３０５

メートル のところ  
エ  基点 １と下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から基点１ を基点として右へ３３ １度３ ０分・

３５５メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第８ １号（上天草市松島町 前島赤灯台と松島町水 産物セ ンター
埋立地北 東端角を見通した線か ら灯台を基点として右 へ２１７度１５分の線 がキン ガ瀬
の陸岸と 交わるところ）  

ア  基点 １と松島町前島赤灯台 を見通した線から基点 １を基点として右へ３ 度・２ ５０メ
ートルの ところ  

イ  基点 １と前島赤灯台を見通 した線から基点１を基 点として右へ９度３０ 分・２ ９０メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と前島赤灯台を見通 した線から基点１を基 点として右へ２２度３ ０分・ ２６０
メートル のところ  

エ  基点 １と前島赤灯台を見通 した線から基点１を基 点として右へ１７度３ ０分・ ２１５
メートル のところ   

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第９ ０の２号（上天草市松 島町太郎島頂点と野島 南端を 見通し
た線から 太郎島頂点を基点とし て右へ４度の線が陸岸 （野島）と交わるとこ ろ（野 島東
端））  

ア  基点 １と上天草市松島町太 郎島頂点を見通した線 から基点１を基点とし て右へ ６５度
・１６５ メートルのところ  

イ  基点 １と太郎島頂点を見通 した線から基点１を基 点として右へ９７度・ １３０ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と太郎島頂点を見通 した線から基点１を基 点として右へ２９０度 ３０分 ・１０
０メート ルのところ  

エ  基点 １と太郎島頂点を見通 した線から基点１を基 点として右へ３３０度 ・１４ ５メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町二江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３０号（天草市五和町 通詞島三角点と五通岩 を見通 した線
から通詞 島三角点を基点として 右へ１６０度４７分の 線が陸岸と交わるとこ ろから その
線の延長 上２０．４メートルの ところ）  

ア  基点 １と天草市五和町通詞 島山頂を見通した線か ら基点１を基点として 右へ１ ６度・
３４８メ ートルのところ  

イ  基点 １と通詞島山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ３３０度 ・７０ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と通詞島山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ３１３度 ・３３ ５メー
トルのと ころ  

エ  基点 １と通詞島山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ３４１度 １５分 ・４３



  

 
 

５メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号（天草市河浦町 崎津名越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町神島 西端を見通した線から 基点１を基点として右 へ３３ ８度・

６５０メ ートルのところ  
イ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３４４度・ ５６０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３３０度・ ４６０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３２４度・ ５７０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号（天草市河浦町 崎津名越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町神島 西端を見通した線から 基点１を基点として右 へ３４ ８度・

７６０メ ートルのところ  
イ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３５５度・ ６９０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３４５度３ ０分・ ５７０

メートル のところ  
エ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３３８度３ ０分・ ６５０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号（天草市河浦町 崎津名越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町神島 西端を見通した線から 基点１を基点として右 へ３５ ４度４

５分・１ ，０３５メートルのと ころ  
イ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３５９度１ ５分・ ９８０

メートル のところ  
ウ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３５４度１ ５分・ ８５０

メートル のところ  
エ  基点 １と神島西端を見通し た線から基点１を基点 として右へ３４９度１ ５分・ ９２０

メートル のところ  



  

 
 

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号（天草市河浦町 崎津名越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻北端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３ ４７度

３０分・ ５２０メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線上、基点１から ６１０メートルのとこ ろ  
ウ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ４９度１ ５分・ ４１５

メートル のところ  
エ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ５１度・ ２６５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３９号（天草市河浦町 崎津床松の鼻南東端）  
ア  基点 １と天草市河浦町名越 鼻北端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ５ ４度２

０分・２ ９０メートルのところ  
イ  基点 １と名越鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ３７度・ ４９０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と名越鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ５０度・ ５５５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と名越鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ７６度・ ３５０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と名越鼻北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ６７度・ ３１０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ４５号（天草市河浦町 崎津小倉鼻東端）  
ア  基点 １と天草市河浦町五通 山山頂を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３ ５２度

３０分・ １９０メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ３５６度 １５分 ・２９

５メート ルのところ  
ウ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ５６度・ ５００ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ６９度・ ４３０ メート



  

 
 

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ２度５分 ・１７ ０メー

トルのと ころ  
カ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ２度５分 ・１８ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第１４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ４５号（天草市河浦町 崎津小倉鼻東端）  
ア  基点 １と天草市河浦町五通 山山頂を見通した線か ら基点１を基点として 右へ２ ６度３

０分・１ ８メートルのところ  
イ  基点 １と五通山山頂を見通 した線から基点１を基 点として右へ５度５分 ・１６ ３メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と天草市河浦町松ヶ 鼻西端を見通した線か ら基点１を基点として 右へ３ 度・４

９０メー トルのところ  
ウ  基点 １と松ヶ鼻西端を見通 した線から基点１を基 点として右へ３度・４ ９０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と松ヶ鼻西端を見通 した線から基点１を基 点として右へ４度・７ ０５メ ートル

のところ  
オ  基点 １と松ヶ鼻西端を見通 した線から基点１を基 点として右へ１９度・ ７２０ メート

ルのとこ ろ  
カ  基点 １と松ヶ鼻西端を見通 した線から基点１を基 点として右へ３１度・ ４３５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 

漁場計画 番号  天区第１５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市二浦 町亀浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度１７分１ ２．５秒、東経１３０ 度１分４９．７ 秒  
   イ  北緯３２度１７分１ ４．３秒、東経１３０ 度１分５６．３ 秒  
   ウ  北緯３２度１７分１ ２．９秒、東経１３０ 度１分５８．３ 秒  
   エ  北緯３２度１７分１ １．０秒、東経１３０ 度１分５１．８ 秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市二浦町亀 浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市二浦 町亀浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度１７分８ ．２秒、東経１３０度 １分４１．５秒  
   イ  北緯３２度１７分８ ．５秒、東経１３０度 １分４６．８秒  
   ウ  北緯３２度１７分７ ．３秒、東経１３０度 １分４８．０秒  
   エ  北緯３２度１７分６ ．９秒、東経１３０度 １分４２．７秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市二浦町亀 浦  



  

 
 

４  条件  
(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
 
漁場計画 番号  天区第１７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結ん だ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ７２号（天草市深海町 浅海保木鼻西端）  
ア  基点 １と天草市深海町黒崎 東端を見通した線から 基点１を基点として右 へ９度 ・４３

０メート ルのところ  
イ  基点 １と黒崎東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ２６度３０ 分・４ ９５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と黒崎東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ５０度・５ ４０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と黒崎東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ５３度３０ 分・４ ９０メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と黒崎東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ１１５度３ ０分・ ４６５

メートル のところ  
カ  基点 １と黒崎東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ１３６度３ ０分・ ３１５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第１８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町中田地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８９号（天草市新和町 親崎鼻南端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内野崎鼻東端を見通 した線から基点１を基 点とし て右へ

３２６度 ３０分・８５メートル のところ  
イ  基点 １と野崎鼻東端を見通 した線から基点１を基 点として右へ９度３０ 分・３ ３５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と野崎鼻東端を見通 した線から基点１を基 点として右へ５６度・ ４０５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と野崎鼻東端を見通 した線から基点１を基 点として右へ１００度 ・２３ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第１９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度２２分２ ５．０秒、東経１３０ 度１４分１１． ３秒  
   イ  北緯３２度２２分２ ５．２秒、東経１３０ 度１４分１５． ６秒  
   ウ  北緯３２度２２分１ ５．８秒、東経１３０ 度１４分１５． ９秒  
   エ  北緯３２度２２分１ ５．６秒、東経１３０ 度１４分１１． ６秒  
２  関係 地区   天草市新和町  
３  条件   漁場区域の外 縁に昼夜間視認できる 標識を設置しなければ ならない。  
 
漁場計画 番号  天区第２０号  
１  免許 の内容たるべき事項  



  

 
 

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ０７号（天草市下浦町 須森埋立地南端）  
ア  基点 １と天草市上血塚島東 端を見通した線から基 点１を基点として右へ ２４度 ・１０

メートル のところ  
イ  基点 １と上血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ２６５ 度４５ 分・６

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と上血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３１８ 度３０ 分・１

１０メー トルのところ  
エ  基点 １と上血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３５４ 度３０ 分・１

００メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １０号（天草市下浦町 下血塚島北端）  
ア  基点 １と天草市上血塚島南 端を見通した線から基 点１を基点として右へ ３５３ 度・８

５メート ルのところ  
イ  基点 １と上血塚島南端を見 通した線から基点１を 基点として右へ２０度 ３０分 ・１４

５メート ルのところ  
ウ  基点 １と上血塚島南端を見 通した線から基点１を 基点として右へ１１１ 度・２ ６５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と上血塚島南端を見 通した線から基点１を 基点として右へ１２７ 度４５ 分・２

３５メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０１号（天草市上血塚 島東端）  
ア  基点 １と天草市下浦町小島 頂点を見通した線から 基点１を基点として右 へ３３ ０度４

５分・８ ４５メートルのところ  
イ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３２８度４ ５分・ ９５５

メートル のところ  
ウ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３３８度３ ０分・ １，０

２５メー トルのところ  
エ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３４１度４ ５分・ ９２０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １１号（天草市下浦町 下血塚島東端）  
ア  基点 １と天草市下浦町戸の 崎鼻西端を見通した線 から基点１を基点とし て右へ ３２４

度４５分 ・７０８メートルのと ころ  
イ  基点 １と戸の崎鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３１５ 度４５ 分・７

６５メー トルのところ  
ウ  基点 １と戸の崎鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３２１ 度３０ 度・９



  

 
 

３３メー トルのところ  
エ  基点 １と戸の崎鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３２９ 度１５ 分・８

８９メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １３号（天草市下浦町 戸の崎鼻西端）  
ア  基点 １と天草市下浦町下血 塚島東端を見通した線 から基点１を基点とし て右へ ６度・

５２５メ ートルのところ  
イ  基点 １と下血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ１０度 ３０分 ・７５

７メート ルのところ  
ウ  基点 １と下血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ２１度 ・７５ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と下血塚島東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ２１度 ４０分 ・５１

２メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町地 先  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １４号（天草市下浦町 戸の崎漁港東側防波堤 基部か ら南へ
３０．６ メートルのところ）  

ア  基点 １と天草市新和町横島 灯台を見通した線から 基点１を基点として右 へ２６ 度２０
分・２７ ０メートルのところ  

イ  基点 １と横島灯台を見通し た線から基点１を基点 として右へ２９度・５ ７０メ ートル
のところ  

ウ  基点 １と横島灯台を見通し た線から基点１を基点 として右へ４３度・５ ７５メ ートル
のところ  

エ  基点 １と横島灯台を見通し た線から基点１を基点 として右へ５５度・２ ９０メ ートル
のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市下浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い  
 
漁場計画 番号  天区第２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０６号（熊本県漁場基 点天第２２４号（落人 鼻南端 ）と平
瀬島東端 を見通した線から天第 ２２４号を基点として 右へ２２８度１０分の 線が天 草市
倉岳町元 首鼻の最大高潮時海岸 線と交わるところ）  

ア  基点 １と天草市倉岳町小島 頂点を見通した線から 基点１を基点として右 へ０度 １０分
・４７０ メートルのところ  

イ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３５７度３ ０分・ ２４５
メートル のところ  

ウ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３２８度３ ０分・ ３００
メートル のところ  

エ  基点 １と小島頂点を見通し た線から基点１を基点 として右へ３４２度１ ５分・ ５０５
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  



  

 
 

３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ２６号（天草市倉岳町 棚底小島頂点）  
ア  基点 １から真方位２０４度 ３７分・６１９メート ルのところ  
イ  基点 １から真方位１９７度 １２分・６２６メート ルのところ  
ウ  基点 １から真方位１９８度 ３０分・８６１メート ルのところ  
エ  基点 １から真方位２０３度 ５２分・８６０メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
 
漁場計画 番号  天区第２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ５５号（天草市御所浦 町牧島グミノ木崎南端 ）  
ア  基点 １から真方位１４５度 １１分・１，１８７メ ートルのところ  
イ  基点 １から真方位１４４度 １５分・１，２７０メ ートルのところ  
ウ  基点 １から真方位１４６度 ３０分・１，２８０メ ートルのところ  
エ  基点 １から真方位１４７度 ３０分・１，２００メ ートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市御所浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
 
漁場計画 番号  天区第２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７３号（天草市御所浦 町牧島奥法崎南西端）  
ア  基点 １から真方位２５４度 １５分・４０７メート ルのところ  
イ  基点 １から真方位２４５度 ３０分・３９５メート ルのところ  
ウ  基点 １から真方位２４３度 ・５８５メートルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２４９度 ・５９３メートルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市御所浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７３号（天草市御所浦 町牧島奥法崎南西端）  
ア  基点 １から真方位２９４度 ３０分・２３５メート ルのところ  
イ  基点 １から真方位２６７度 ４５分・１８４メート ルのところ  
ウ  基点 １から真方位２５７度 ・３４８メートルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２７６度 ４５分・３３４メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市御所浦町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号   天区第３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  



  

 
 

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によ って囲 まれた 区域  
   基 点１  熊本県漁場基点 天第２２６号（天草市 倉岳町棚底小島 頂点）  
    基 点２  熊本県漁場基点 天第２２５号（ 天草市 倉岳町棚底亀石 防波堤 突端の 南角）  
    ア  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ４６度 ３０分 ・３９０メー

トルのと ころ  
   イ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ８５度 ・２８ ０メートルの

ところ  
    ウ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ７７度 ・１３ ０メートルの

ところ  
   エ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ２６度 ・３１ ０メートルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号   天区第３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  真珠養殖業  
 (２ ) 漁業の時期   １月１日 から１２月３１日まで  
 (３ ) 漁場の位置  天草市倉 岳町棚底地先  
 (４ ) 漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線に よって 囲まれ た区域  
   ア  北緯３２度２４分２ ０．３秒、東経１３０ 度２０分５０秒  
   イ  北緯３２度２４分１ ３．８秒、東経１３０ 度２０分４９． １秒  
    ウ  北緯３２度２４分１ ２．１秒、東経１３０ 度２１分０．４ 秒  
   エ  北緯３２度２４分１ ８．５秒、東経１３０ 度２１分１．４ 秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件   
 (１ ) 漁場区域の外縁に昼夜 間視認できる標識を設 置しなければな らない 。  
 (２ ) 港湾管理者が行う事業 の施行に対しては、正 当な理由がなけ ればこ れを拒 んではならな  
い。  
 
漁場計画 番号  天区第２０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 及びウを順次に結んだ 線と最大高潮時海岸線 とによ って囲まれ

た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３２号（熊本県漁場基 点天第２３号（江後北 端）と 天第２

２号（江 樋戸港防波堤灯台）を 見通した線から天第２ ３号を基点として右へ ２９度 ５分
の線が上 天草市大矢野町中宮津 地先のくるまえび養殖 場護岸と交わるところ ）  

基点２  熊本県漁場基点天第２ ４号（上天草市大矢野 町手取島頂点）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３０度・２ ０５メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１３８度・１ ８０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１５４度５５ 分・２ ０５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ とア及び基点１とイを 結んだ線及び最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３２号（熊本県漁場基 点天第２３号（江後北 端）と 天第２

２号（江 樋戸港防波堤灯台）を 見通した線から天第２ ３号を基点として右へ ２９度 ５分
の線が上 天草市大矢野町中宮津 地先のくるまえび養殖 場護岸と交わるところ ）  

基点２  熊本県漁場基点天第２ ４号（上天草市大矢野 町手取島頂点）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３０度・２ ００メ ートル



  

 
 

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３１９度１５ 分・３ ２０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及び基点 １を順次に結んだ線と 最大高 潮時海岸線

とによっ て囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ３０号（熊本県漁場基 点天第３５号（横島南 西端） と天第

３８号（ カネカキ鼻北東端）を 見通した線から天第３ ５号を基点として右へ ２９８ 度４
７分の線 が上天草市大矢野町中 海部田の陸岸と交わる ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ５号（上天草市大矢野 町横島南西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４２度２０ 分・１ ２５メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４７度１０ 分・１ ３０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５７度５分 ・１１ ５メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４０度１０分 ・１３ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４９度４０分 ・５０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ )  漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ )  漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ )  漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ )  漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁業基点天第３ ２９号 （熊本県漁場基 点天第 ３５号（横島南 西端） と天第

３８号（ 上天草市大矢野町中野 米カネカキ鼻北 東端） を見通した線か ら天第 ３５号 を基
点として 右へ３１８度の線が上 天草市大矢野町 中海部 田の陸岸と交わ るとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ５号（ 上天草市大矢野 町横島 町南西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２０９度３５ 分・２ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５４度・１ １５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５８度５５ 分・９ ５メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８５度１５ 分・１ １５メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１６度４０ 分・８ ５メー

トルのと ころ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ７度３０分・ ５０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ２９号（熊本県漁場基 点天第３５号（横島南 西端） と天第

３８号（ カネカキ鼻北東端）を 見通した線から天第３ ５号を基点として右へ ３１８ 度の
線が上天 草市大矢野町中海部田 の陸岸と交わるところ ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ５号（上天草市大矢野 町横島南西端）  



  

 
 

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２８度・１ ３５メ ートル
のところ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２５４度１５ 分・１ ３５メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２５８度５５ 分・１ １５メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２５４度・１ １５メ ートル
のところ  

オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２０９度３５ 分・２ ０メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エを順次に結ん だ線と最大高潮時海岸 線とに よって囲ま

れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２２号（熊本県漁場基 点天第３８号（カネカ キ鼻北 東端）

と天第３ ５号（横島南西端）を 見通した線から天第３ ８号を基点として右へ １５３ 度の
線が上天 草市大矢野町中野米北 側地先のくるまえび養 殖場護岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ８号（上天草市大矢野 町中野米カネカキ鼻北 東端（ 西大維
橋橋脚台 北側角基部））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６１度３０分 ・１２ ５メー
トルのと ころ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５２度・９０ メート ルのと
ころ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１４度１５分 ・２０ ０メー
トルのと ころ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３０度４５分 ・２５ ０メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２２号（熊本県漁場基 点天第３８号（カネカ キ鼻北 東端）

と天第３ ５号（横島南西端）を 見通した線から天第３ ８号を基点として右へ １５３ 度の
線が上天 草市大矢野町中野米北 側地先のくるまえび養 殖場護岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ８号（上天草市大矢野 町中野米カネカキ鼻北 東端（ 西大維
橋橋脚台 北側角基部））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２３度・３ ６０メ ートル
のところ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２９度・３ ３０メ ートル
のところ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１７度４５ 分・２ ２５メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９９度４５分 ・２５ ５メー
トルのと ころ  

オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０２度４５ 分・２ ９０メ
ートルの ところ  

カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１７度４５ 分・３ ５０メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  



  

 
 

(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２２号（熊本県漁場基 点天第３８号（カネカ キ鼻北 東端）

と天第３ ５号（横島南西端）を 見通した線から天第３ ８号を基点として右へ １５３ 度の
線が上天 草市大矢野町中野米北 側地先のくるまえび養 殖場護岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ８号（上天草市大矢野 町中野米カネカキ鼻北 東端（ 西大維
橋橋脚台 北側角基部））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３１度・３ ４８メ ートル
のところ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３６度４０ 分・２ ０８メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３６度４０ 分・２ １０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１９１度３０ 分・２ ８０メ
ートルの ところ  

オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１９１度３０ 分・２ ９０メ
ートルの ところ  

カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２０３度２５ 分・３ ９０メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２０９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ )  漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ )  漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ )  漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ )  漁 場の区域  次のア、イ 及び基点１を順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁業基点天第３ ００号 （熊本県漁場基 点天第 ５０号（上天草 市大矢 野町維

和大桜鼻 南端）と天第３７号（ 上天草市大矢野 町野牛 島南端）を見通 した線 から天 第５
０号を基 点として右へ２３度４ ４分の線が陸岸 と交わ るところ（大桜 鼻東端 ））  

基点２  熊本県漁業基点天第５ ０号（ 熊本県漁場基点 天第３ ７号（野牛島南 端）と 上天草
市大矢野 町横島北端を見通した 線から天第３７ 号を基 点として右へ２ ８６度 ４０分 の線
と、天第 ４０号（上天草市大矢 野町野立治郎田 鼻突端 東側突端）上天 草市大 矢野町 禿島
南端を見 通した線から天第４０ 号を基点として 右へ３ ９度１５分の線 との交 点（大 桜鼻
南端））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９１度３５ 分・１ ３５メ
ートルの ところ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２１度３５ 分・８ ７メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ とアを結んだ線と最大 高潮時海岸線とによっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ９９号（熊本県漁場基 点天第５０号（大桜鼻 南端） と天第
３７号（ 野牛島南端）を見通し た線から天第５０号を 基点として右へ６９度 ５６分 の線
が陸岸と 交わるところ（野牛島 北東端））  

基点２  熊本県漁場基点天第５ ０号（熊本県漁場基点 天第３７号（野牛島南 端）と 横島北
端を見通 した線から天第３７号 を基点として右へ２８ ６度４０分の線と、天 第４０ 号
（治郎田 鼻突堤東側突端）と禿 島南端を見通した線か ら天第４０号を基点と して右 へ３
９度１５ 分の線との交点（大桜 鼻南端））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１９９度・７ ０メー トルの
ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  



  

 
 

(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、及びエ を順次に結んだ線と最 大高潮 時海岸線と

によって 囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ９２号 （熊本県漁場基 点天第 ４３号（神崎鼻 南端） と火第

２号（宇 城市三角町三角港荷島 灯台）を見通し た線か ら天第４３号を 基点と して右 へ９
３度の線 が上天草市大矢野町維 和千崎の陸岸と 交わる ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ０度・１３５ メート ルのと

ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４２度・１ ４５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９８度・１ ２０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３８度・１ ２０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁業計画 番号   天区第２１２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ １２号 （熊本県漁場基 点天第 ４３号（神崎鼻 南端） と火第

２号（宇 城市三角町三角港荷島 灯台）を見通し た線か ら天第４３号を 基点と して右 へ２
７８度３ ０分の線が上天草市大 矢野町維和梅の 木の陸 岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４７度１５ 分・１ ３５メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２度１５分 ・１７ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４３度・９５ メート ルのと

ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３８度・７ ５メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁業計画 番号   天区第２１３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、及びウを順次に結ん だ線と最大高潮時海岸 線とに よって囲ま

れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ １２号 （熊本県漁場基 点天第 ４３号（神崎鼻 南端） と火第

２号（宇 城市三角町三角港荷島 灯台）を見通し た線か ら天第４３号を 基点と して右 へ２
７８度３ ０分の線が上天草市大 矢野町維和梅の 木の陸 岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３８度・７ ５メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４３度・９５ メート ルのと

ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９３度２０分 ・７０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２１４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  



  

 
 

基点１  熊本県漁場基点天第４ １５号（熊本県漁場基 点天第３７号（野牛島 南端） と天第
５０号（ 大桜鼻南端）を見通し た線から天第３７号を 基点として右へ３９度 ４６分 ２０
秒の線が 上天草市大矢野町維和 千束地先のくるまえび 養殖場護岸と交わると ころ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ７号（上天草市大矢野 町野牛島南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１９度・２ ９メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９４度・８０ メート ルのと

ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０６度・９ ０メー トルの

ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１５０度３０ 分・１ ０６メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１６４度３０ 分・９ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁業計画 番号   天区第２１５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、及び基点１ を順次に結んだ線と最 大高潮 時海岸線と

によって 囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ０５号 （熊本県漁場基 点天第 ５０号（上天草 市大矢 野町維

和大桜鼻 南端）と天第２２９号 （上天草市大矢 野野牛 島北東端）を見 通した 線から 天第
５０号を 基点として右へ２３５ 度１０分の線が 上天草 市大矢野町維和 千束の 陸岸と 交わ
るところ ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ ０号（ 熊本県漁場基点 天第３ ７号（上天草市 大矢野 町野牛
島南端） と上天草市大矢野町横 島北端を見通し た線か ら天第３７号を 基点と して右 へ２
８６度４ ０分の線と天第４０号 （上天草市大矢 野登立 治朗田鼻突堤東 側突端 ）と上 天草
市大矢野 町禿島南端を見通した 線から天第４０ 号を基 点として右へ３ ９度１ ５分の 線と
の交点（ 大桜鼻南端））  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１０度３０ 分・８ ０メー
トルのと ころ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ７度３０分・ １２０ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４度２０分 ・１０ ０メー
トルのと ころ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４３度３０分 ・７６ メート
ルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２１６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア及びイを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ０６号（熊本県漁場基 点天第３６号（横島中 鼻東端 ）と上

天草市松 島町下大戸ノ鼻灯台を 見通した線から天第３ ６号を基点として右へ ２５９ 度５
２分の線 が上天草市大矢野町小 太夫の陸岸と交わると ころ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ ６号（上天草市大矢野 町横島中鼻東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３０５度４０ 分・１ ０７メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２９０度３０ 分・１ ２５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  



  

 
 

 
漁場計画 番号  天区第２１７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ １４号（熊本県漁場基 点天第５１号（笹島北 端）と 天第３

６号（横 島中鼻東端）を見通し た線から天第５１号を 基点として右へ１０８ 度２３ 分の
線が上天 草市大矢野町維和小鷺 浦の陸岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（上天草市大矢野 町笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８３度３０分 ・３０ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８１度３０分 ・２９ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８３度３０分 ・２６ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８３度３０分 ・１９ ０メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９７度３０分 ・１８ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２１８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ １６号（熊本県漁場基 点天第５１号（笹島北 端）と 天第３

６号（横 島中鼻東端）を見通し た線から天第５１号を 基点として右へ１３４ 度６分 の線
が上天草 市大矢野町大字維和白 須地先のくるまえび養 殖場護岸と交わるとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（上天草市大矢野 町笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２３度３０ 分・４ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５８度１０分 ・２０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３８度２０ 分・１ １５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２１４度２５ 分・１ ３０メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１９９度３０ 分・１ ０５メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１８７度・１ ３０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２１９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ １８号（熊本県漁場基 点天第５１号（笹島北 端）と 天第３

６号（横 島中鼻東端）を見通し た線から天第５１号を 基点として右へ１５８ 度３１ 分の
線が上天 草市大矢野町維和大鷺 ノ浦地先のくるまえび 養殖場護岸と交わると ころ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（上天草市大矢野 町笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８２度３０分 ・１３ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６３度４５分 ・１２ ０メー



  

 
 

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６３度４５分 ・１０ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ７５度３０分 ・７２ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９８度４０分 ・１１ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁業計画 番号   天区第２２０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、及び基点１ を順次に結んだ線と最 大高潮 時海岸線と

によって 囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ２１号 （熊本県漁場基 点天第 ５１号（笹島南 端）と 天第３

６号（上 天草市大矢野町横島中 鼻東端）を見通 した線 から天第５１号 を基点 として 右へ
１１６度 ３８分２０秒の線が上 天草市大矢野町 維和白 須の陸岸と交わ るとこ ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（ 上天草市大矢野 町笹島 北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１６８度・９ ５メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１９０度３０ 分・５ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８５度・５ ０メー トルの

ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２９度・３ ０メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁業計画 番号   天区第２２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、基点１、ウ、エ、及 びオを順次に結んだ線 と最大 高潮時海岸

線とによ って囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ １９号 （熊本県漁場基 点天第 ５２号 (笹島東端 )と 上天草市

松島町下 大戸ノ鼻灯台を見通し た線から天第５ ２号を 基点として右へ ３２４ 度４１ 分の
線が上天 草市大矢野町維和大鷺 ノ浦地先のくる まえび 養殖場護岸と交 わると ころ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ ２号（ 上天草市大矢野 町笹島 東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２３度・６ ５メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２４度３０ 分・６ ８メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１５８度１０ 分・３ ４メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１３４度３０ 分・３ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１４４度・６ ５メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ及びコを順次 に結ん だ線と最大
高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ２４号（熊本県漁場基 点天第５２号（笹島東 端）と 上天草

市松島町 下大戸ノ鼻灯台を見通 した線から天第５２号 を基点として右へ３２ ８度６ 分の
線が上天 草市大矢野町維和下山 の陸岸と交わるところ ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ ２号（上天草市大矢野 町笹島東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度１５ 分・５ ２メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３４度１５ 分・７ ４メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度１５ 分・７ ２メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度１５ 分・１ １６メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３２５度２５ 分・１ ２０メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３０８度４５ 分・９ ０メー

トルのと ころ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２７１度１５ 分・５ ５メー

トルのと ころ  
ク  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２７１度１５ 分・４ ８メー

トルのと ころ  
ケ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２４３度３０ 分・４ ８メー

トルのと ころ  
コ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３２度２５ 分・２ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及び基点１を 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２１号（熊本県漁場基 点天第３１号（長砂連 角の鼻 南端）

と上天草 市松島町下大戸ノ鼻灯 台を見通した線から天 第３１号を基点として 右へ３ ３３
度１分の 線が上天草市大矢野町 維和島上大戸ノ鼻の陸 岸と交わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第３ １号（上天草市大矢野 町中長砂連角の鼻南端 ）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３度・２２ ５メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１度３０分 ・２０ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １から基点２を見通し た線上、基点１から１ ００メートルのところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５５度・５ ５メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第８ ２号（上天草市松島町 樋合漁港西側防波堤基 部から 防波堤
に沿って 東へ１００メートルの ところ）  

ア  基点 １と上天草市松島町樋 合島北端を見通した線 から基点１を基点とし て右へ ３３９
度２０分 ・１８１メートルのと ころ  

イ  基点 １と樋合島北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ３４５度 １５分 ・１８
８メート ルのところ  

ウ  基点 １と樋合島北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ７度５分 ・１８ ２メー
トルのと ころ  

エ  基点 １と樋合島北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ１４度２ ０分・ ８８メ



  

 
 

ートルの ところ  
オ  基点 １と樋合島北端を見通 した線から基点１を基 点として右へ３２６度 ３０分 ・９６

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第７ ６号（上天草市松島町 横島西端）  
基点２  熊本県漁場基点天第８ ６号（上天草市松島町 兄弟島北西側小島頂点 ）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２４度４０ 分・７ ３５メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１３２度５分 ・６３ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１３６度３０ 分・６ ９２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１３２度３０ 分・７ ５５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３６号（上天草市松島 町合津永友６８１５番 地西側 突堤南

端）  
基点２  熊本県漁場基点天第７ ６号（上天草市松島町 横島西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４５度２０分 ・３０ メート

ルのとこ ろ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４１度１５ 分・５ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３０度・１ ８５メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３４度４０ 分・２ ２０メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度３０ 分・２ ５５メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５２度３０分 ・１１ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３６号（上天草市松島 町合津永友６８１５番 地西側 突堤南

端）  
基点２  熊本県漁場基点天第７ ６号（上天草市松島町 横島西端）  



  

 
 

ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５２度３０分 ・１１ ０メー
トルのと ころ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点２を基点と して右へ３４０度３０ 分・２ ５５メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４３度４０ 分・２ ７０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４５度・２ ７０メ ートル
のところ  

オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４９度２０ 分・３ ２０メ
ートルの ところ  

カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５４度３０ 分・３ ６５メ
ートルの ところ  

キ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５６度４５ 分・３ ７５メ
ートルの ところ  

ク  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５０度３０分 ・２２ ０メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のアとイ を結んだ線及びウとエ を結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２８号（熊本県漁場基 点天第７５号と天第７ ４号（ 大池島

西端）を 見通した線から天第７ ５号を基点として右へ １６１度２８分の線が 上天草 市松
島町永浦 島横島地先のくるまえ び養殖場護岸と交わる ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第７ ４号（上天草市松島町 大池島西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２６度１５ 分・１ ２２メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２５度５５ 分・１ ４２メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１４５度４０ 分・３ ４２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１６７度５分 ・２９ ８メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市松島町  
 
漁場計画 番号  天区第２２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町楠甫地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エを順次に結ん だ線及びオ、カ、キを 順次に 結んだ線と

最大高潮 時海岸線とによって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第９ ３号（天草市有明町黒 木島頂点）  
基点２  熊本県漁場基点天第９ ４号（天草市有明町龍 崎北東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２１８度５分 ・３０ ８メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２８度３５ 分・３ ２８メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３１度・３ ０８メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２５２度・８ ８メー トルの

ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１６５度・１ ６５メ ートル

のところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１５８度４５ 分・２ ３３メ

ートルの ところ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１９２度２０ 分・３ ７５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  



  

 
 

３  関係 地区  天草市有明町及 び上天草市松島町  
 
漁場計画 番号  天区第２３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町赤崎地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ０３号（天草市有明町 赤崎港西側埋立地の東 側防波 堤突端

と肥後赤 崎港防波堤灯台を見通 した線から埋立地東側 防波堤突端を基点とし て右へ ２８
７度１０ 分の線が赤崎港西側防 波堤と交わるところ）  

基点２  天草市有明町肥後赤崎 港防波堤灯台  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１４８度５０ 分・４ ３０メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１６６度４５ 分・４ ３０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１７２度１５ 分・３ １２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１７３度４０ 分・２ ６９メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１７５度１０ 分・１ ４０メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２９度４５ 分・１ ７８メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町島子地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線に よって囲ま

れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ １０号（天草市有明町 島子漁港（春葉山）防 波堤南 側取付

基部）  
基点２  基点１と天草市有明町 大島子野崎北端を見通 した線から基点１を基 点とし て右へ

３４９度 ５８分の線が陸岸と交 わるところ  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５５度４０ 分の線 が最大

高潮時海 岸線と交わるところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４度５５分・ ７１７ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５７度２０ 分・４ ８０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４８度２０ 分の線 が最大

高潮時海 岸線と交わるところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町島子地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点２ 、ア、イ及びウを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線によって

囲まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ １０号（天草市有明町 島子漁港（春葉山）防 波堤南 側取付

基部）  
基点２  基点１と天草市有明町 大島子字野崎北端を見 通した線から基点１を 基点と して右

へ３４９ 度５８分の線が最大高 潮時海岸線と交わると ころ  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６度・８３９ メート ルのと

ころ  



  

 
 

イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４度１０分・ ７１８ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５５度４０ 分の線 が最大
高潮時海 岸線と交わるところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町島子地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ及び基点２を 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  基点３と天草市有明町 大島子野崎北端を見通 した線から基点３を基 点とし て右へ

３４９度 ５８分の線が最大高潮 時海岸線と交わるとこ ろ  
基点２  基点３と野崎北端を見 通した線から基点３を 基点として右へ３５７ 度５５ 分の線

が最大高 潮時海岸線と交わると ころ  
基点３  熊本県漁場基点天第１ １０号（天草市有明町 島子漁港（春葉山）防 波堤南 側取付

基部）  
ア  基点 １と基点３を見通した 線から基点１を基点と して右へ３１０度・１ ５３メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点３を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２３度３０ 分・４ ８５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市有明町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町御領地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ及びアを順次 に結ん だ線によっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ２０号（天草市五和町 長崎鼻南端）  
基点２  熊本県天草市五和町御 領漁港北側防波堤灯台  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２７度・２５ メート ルのと

ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３７度３０ 分・２ ４８メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５７度１５ 分・３ ２２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４度２０分 ・３６ ６メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４３度４５分 ・３４ ０メー

トルのと ころ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５１度３５分 ・２９ ５メー

トルのと ころ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６０度４０分 ・２２ ０メー

トルのと ころ  
ク  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５６度５５分 ・１６ ９メー

トルのと ころ  
ケ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６５度３５分 ・１４ １メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
 
漁場計画 番号  天区第２３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町御領地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及び基点１を 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに



  

 
 

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ２２号（天草市五和町 長崎鼻北端）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ２３号（天草市五和町 大島若宮北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３２５度２０ 分・２ ５３メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３７度２５ 分・２ ７０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５２度・２ １５メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１度２５分 ・１３ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
 
漁場計画 番号  天区第２３６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ７５号（天草市河浦町 宮野河内南本郷越地防 波堤南 東端）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ８０号（天草市河浦町 上平港南側防波堤南側 取付基 部から

東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのところ）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３５度・７５ メート ルのと

ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３４度・１ ００メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度・２ ３５メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２度３０分・ ２８５ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２１度１５分 ・３１ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号（天草市河浦町 上平港南側防波堤南側 取付基 部から

東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのところ）  
基点２  熊本県漁場基点天第３ ７５号（天草市河浦町 宮野河内上平本郷南防 波堤突 端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１７度３０分 ・６１ ８メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２度・５９ ０メー トルの

ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０度４５分 ・６１ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０度・６９ ５メー トルの

ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０度１５分 ・７１ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２３８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  



  

 
 

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町中田地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のアとイ を結んだ線と最大高潮 時海岸線とによって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８８号（天草市河浦町 宮野河内野崎北端）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ８９号（天草市新和町 親崎南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度４０ 分・１ ，０９

７メート ルのところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３３７度４０ 分・１ ，１３

１メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第２３９号  
１   免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のアとイ を結んだ線と最大高潮 時海岸線とによって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ３４号（熊本県漁場基 点天第２０５号（天草 市下浦 町船場
瀬崎鼻南 端）と天第２０２号（ 天草市新和町樫浦北端 ）を見通した線から天 第２０ ５号
を基点と して右へ３５６度４２ 分の線が天草市新和町 大多尾樫浦の陸岸と交 わると こ
ろ）  

基点２  熊本県漁場基点天第２ ０５号（天草市下浦町 船場瀬崎南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４２度・２ ０８メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１３度３０分 ・１８ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第２４０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市楠浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３５号（天草市楠浦町 立浦鳴子鼻東端）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ０３号（天草市新和町 大多尾樫浦北西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２４８度４５ 分・２ ３０メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２５９度２０ 分・１ ９５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４０度・１ ００メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１５度５５分 ・８０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６３度３０分 ・６５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市楠浦町  
 
漁場計画 番号  天区第２４１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町古江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ １８号（天草市栖本町 沖の瀬鼻）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ １７号（天草市栖本町 猪子田漁港沖の瀬防波 堤南側 取付基

部）  
ア  基点 １と天草市倉岳町浜田 船溜南側防波堤南東角 を見通した線から基点 １を基 点とし

て右へ１ １５度１０分・１０メ ートルのところ  
イ  基点 １と南側防波堤南東角 を見通した線から基点 １を基点として右へ２ ２度５ ０分・

２１メー トルのところ  
ウ  基点 １と南側防波堤南東角 を見通した線から基点 １を基点として右へ８ ２度１ ５分・



  

 
 

１１８メ ートルのところ  
エ  基点 ２と天草市新和町横島 灯台北端を見通した線 から基点２を基点とし て右へ ３０４

度５０分 ・１２６メートルのと ころ  
オ  基点 ２と横島灯台北端を見 通した線から基点２を 基点として右へ３９度 ・３８ メート

ルのとこ ろ  
カ  基点 ２と横島灯台北端を見 通した線から基点２を 基点として右へ２４４ 度５０ 分・２

５メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市栖本町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２４２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線とに

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ２６号（天草市倉岳町 棚底小島頂点）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ２５号（天草市倉岳町 棚底亀石防波堤突端の 南角）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６０度２５分 ・６８ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５９度５０分 ・６７ ８メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６５度１０分 ・５４ ２メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４０度・５５ ５メー トルの

ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５２度５分・ ７８８ メート

ルのとこ ろ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５２度５５分 ・７８ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
 
漁場計画 番号  天区第２４３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町鳴川地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ２６号（天草市倉岳町 棚底小島頂点）  
基点２  上天草市龍ヶ岳町大道 鳴子浦南端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８１度３０分 ・４４ ５メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８０度３５分 ・３２ ７メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２０度・３ ４０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１９度・３ ５０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
 
漁場計画 番号  天区第２４４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市姫 戸町牟田地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び キを順次に結んだ線と 最大高 潮時海岸線

とによっ て囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ５０号（上天草市姫戸 町牟田外北側防波堤中 央屈曲 部外

角）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ４７号（上天草市姫戸 町舟揚島西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２０度３５ 分・３ ７７メ



  

 
 

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２４度４５ 分・３ ８０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４８度２０分 ・６０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３６度５０ 分・３ １８メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３８度３０ 分・１ ８３メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２０度５５ 分・６ ３メー

トルのと ころ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１８７度５５ 分・７ ８メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市姫戸町  
 
漁場計画 番号  天区第２４５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線に よって囲ま

れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ９３号 （上天草市大矢 野町維 和字千崎北端）  
基点２  熊本県漁場基点火第３ 号（宇 城市三角町兜島 山頂標 柱）         
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９２度１５分 ・１３ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ８２度１０分 ・１２ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９７度２０分 ・２５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１４０度２０ 分・３ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２４６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、基点１及びウを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線によって

囲まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２３号 （熊本県漁場基 点天第 ３９号（上天草 市大矢 野町野

牛島北端 ）と天第４０号（上天 草市大矢野町登 立治郎 田鼻突堤東側突 端）を 見通し た線
から天第 ３９号を基点として右 へ３２６度４５ 分の線 が上天草市大矢 野町登 立治郎 田地
先のくる まえび養殖場護岸と交 わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点火第３ ９号  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２７度４０ 分・１ ９５メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９４度３０ 分・１ ３０メ

ートルの ところ    
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８４度１０ 分・１ ２０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２４７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びカを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線によ

って囲ま れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ２４号 （熊本県漁場基 点天第 ４３号（上天草 市大矢 野町登

立神崎鼻 南端）と天第２８４号 （上天草市大矢 野町塔 ノ崎北西端）を 見通し た線か ら天
第４３号 を基点として右へ４度 ３０分の線が塔 ノ崎北 側くるまえび養 殖場北 側護岸 と交



  

 
 

わるとこ ろ）  
基点２  熊本県漁場基点火第４ ３号         
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４２度５０ 分・４ ３０メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４４度５分 ・４２ ０メー

トルのと ころ    
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４９度５分 ・３２ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３８度２０ 分・２ ５０メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２４度５分 ・２３ ０メー

トルのと ころ    
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１５度・３ ８０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２４８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ を結んだ線と最大高潮 時海岸線によって囲ま れた区 域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ３３号 （熊本県漁場基 点天第 ２８号（上天草 市大矢 野町中
ヤトリ瀬 東側突端と熊本県漁場 基点天第２７号 （上天 草市大矢野町中 ヤトリ 瀬西側 突
端）を見 通した線から同突端を 基点として右へ １７３ 度１６５．５メ ートル のとこ ろ）
とヤトリ 瀬東側鼻を見通した線 から天第２８号 を基点 として右へ２０ ２度４ ５分の 線が
上天草市 松島町永浦島の陸岸と 交わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第２ ８号         
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５度１５分 ・３１ ５メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２０度・３１ ５メー トルの

ところ    
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２４９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ )  漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸  

線によっ て囲まれた区域  
   ア  北緯３２度３４分４ ．２秒、東経１３０度 ２６分４７．９ 秒  
   イ  北緯３２度３４分４ 秒、東経１３０度２６ 分４６．４秒  
   ウ  北緯３２度３４分８ ．７秒、東経１３０度 ２６分４５．９ 秒  
   エ  北緯３２度３４分９ ．１秒、東経１３０度 ２６分５２．９ 秒  
   オ  北緯３２度３４分４ ．７秒、東経１３０度 ２６分５０．９ 秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第２５０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウを順次結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域。  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３０号 （熊本県漁場基 点天第 ９３号（黒木島 頂点） と天第

９４号（ 龍崎北東端）を見通し た線から天第９ ３号を 基点として右へ ３１０ 度１２ 分の
線が天草 市有明町釘島の最大高 潮時海岸線と交 わると ころ。）  

ア  基点 １と天草市有明町楠甫 黒木島 頂点を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４５
度・３０ ８メートルのところ  

イ  ウか らエを見通した線上、 ウから １７０メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １と黒木島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９７度５ ０分・ ２４６



  

 
 

メートル のところ（防波堤突端 中央）  
エ  基点 １と黒木島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５７度２ ０分の 線が最

大高潮時 海岸線と交わるところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  個別漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の実施に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第２５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ とウ、エを結んだ線と 最大高潮時海岸線とに よって 囲まれた区

域。  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ３０号 （熊本県漁場基 点天第 ９３号（黒木島 頂点） と天第

９４号（ 龍崎北東端）を見通し た線から天第９ ３号を 基点として右へ ３１０ 度１２ 分の
線が天草 市有明町釘島の最大高 潮時海岸線と交 わると ころ。）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３１号 （熊本県漁場基 点天第 ９３号（黒木島 頂点） と天第
９４号（ 龍崎北東端）を見通し た線から天第９ ３号を 基点として右へ ２７０ 度５分 の線
が天草市 有明町大字楠甫の最大 高潮時海岸線と 交わる ところ。）  

基点３  熊本県漁場基点天第９ ３号（ 天草市有明町黒 木島頂 点）  
ア  基点 １と基点３を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９７度５０分 ・２４ ６メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点３を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５７度２０分 の線が 最大高

潮時海岸 線と交わるところ  
ウ  基点 ２と基点３を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ３０８度１５ 分・１ ３２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点３を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ７７度・４３ ０メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の実施に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁業計画 番号   天区第３０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア及びイを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ９２号 （熊本県漁場基 点天第 ４３号（神崎鼻 南端） と火第

２号（宇 城市三角町三角港荷島 灯台）を見通し た線か ら天第４３号を 基点と して右 へ９
３度の線 が上天草市大矢野町維 和千崎の陸岸と 交わる ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ０度・１３５ メート ルのと

ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５１度・１８ ０メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町   
 
漁場計画 番号  天区第３０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ １２号（熊本県漁場基 点天第４３号（神崎鼻 南端） と火第
２号（三 角港荷島灯台）を見通 した線から天第４３号 を基点として右へ２７ ８度３ ０分
の線が上 天草市大矢野町維和梅 の木の陸岸と交わると ころ）  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ３号（上天草市大矢野 町登立神崎鼻南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４７度・１ ３５メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ３４７度・１ ６５メ ートル

のところ  



  

 
 

ウ  基点 １から基点２を見通し た線上、基点１から１ ７０メートルのところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２１度・１８ ５メー トルの

ところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２２度１５分 ・１７ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第３０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ １６号（熊本県漁場基 点天第５１号（上天草 市大矢 野町笹

島北端） と天第３６号（上天草 市大矢野町横島中鼻東 端）を見通した線から 天第５ １号
を基点と して右へ１３４度６分 の線が上天草市大矢野 町維和白須地先のくる まえび 養殖
場護岸と 交わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（上天草市大矢野 町笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０４度２０ 分・９ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１００度２０ 分・１ １０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ７６度３０分 ・１０ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ５８度１０分 ・２０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２３度３０ 分・４ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第３０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ １８号（熊本県漁場基 点天第５１号（上天草 市大矢 野町笹

島北端） と天第３６号（上天草 市大矢野町横島中鼻東 端）を見通した線から 天第５ １号
を基点と して右へ１５８度３１ 分の線が上天草市大矢 野町維和大鷺ノ浦地先 のくる まえ
び養殖場 護岸と交わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（天草郡大矢野町 笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ７０度３５分 ・１６ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６３度・１６ ０メー トルの

ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ６３度・１２ ０メー トルの

ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ８２度２０分 ・１４ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第３０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線と によって囲

まれた区 域  



  

 
 

基点１  熊本県漁場基点天第４ １８号（熊本県漁場基 点天第５１号（上天草 市大矢 野町笹
島北端） と天第３６号（上天草 市大矢野町横島中鼻東 端）を見通した線から 天第５ １号
を基点と して右へ１５８度３１ 分の線が上天草市大矢 野町維和大鷺ノ浦地先 のくる まえ
び養殖場 護岸と交わるところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（上天草市大矢野 町笹島北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１０４度４５ 分・９ ５メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９５度２０分 ・７５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１１５度３０ 分・６ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２２度３０ 分・９ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁業計画 番号   天区第３０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  か に養殖業  
(２ ) 漁 業の時期   １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びクを順次に結んだ 線と最 大高潮時海

岸線とに よって囲まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ２１号 （熊本県漁場基 点天第 ５１号（上天草 市大矢 野町笹

島北端） と天第３６号（上天草 市大矢野町横島 中鼻東 ）を見通した線 から天 第５１ 号を
基点とし て右へ１１６度３８分 ２０秒の線が上 天草市 大矢野町維和白 須の陸 岸と交 わる
ところ）  

基点２  熊本県漁場基点天第５ １号（ 上天草市大矢野 町笹島 北端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８２度２５ 分・１ ２７メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１９３度２５ 分・１ ２０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２７度・９ ５メー トルの

ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２９度２０ 分・８ ４メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２９度・３ ０メー トルの

ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８５度・５ ０メー トルの

ところ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１９０度３０ 分・５ ５メー

トルのと ころ  
ク  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１６８度・９ ５メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   個別漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第４０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  く ろまぐろ小割式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
ア  北緯 ３２度２２分４．６秒 、東経 １３０度１４分 ５２． ７秒  
イ  北緯 ３２度２０分１８．４ 秒、東 経１３０度１３ 分３８ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度２０分３２．６ 秒、東 経１３０度１３ 分１０ ．３秒  
エ  北緯 ３２度２１分４３．４ 秒、東 経１３０度１３ 分５９ ．７秒  
オ  北緯 ３２度２１分３８．３ 秒、東 経１３０度１４ 分９． ９秒  
カ  北緯 ３２度２２分１３．７ 秒、東 経１３０度１４ 分３４ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  



  

 
 

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 生 け簀毎に生け簀番号を 記した標識を設置しな ければならない。  
(３ ) 生 け簀番号毎の飼育尾数 を毎月記録し、１年分 を翌年２月末日までに 県に報 告しなけれ

ばならな い。  
(４ ) 当 該漁業権に係る漁場の 区域において設置する 養殖の用に供する施設 は、以 下の規模を

超えては ならない。ただし、生 け簀の総面積が１２６ ，６２０平方メートル を超え ない範
囲内で、 生け簀の形状、規格又 は台数を変更すること は差し支えない。  

     形状：長円形  
     規格：長径５８メー トル及び短径５２メー トル  
     台数：５２台  
 
漁場計画 番号  天区第４０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  く ろまぐろ小割式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町白戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 におけ る境界
（船瀬鼻 南端））  

ア  基点 １と天草市栖本町栖本 漁港１ 号防波堤灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として
右へ６０ 度・１，５９５メート ルのところ  

イ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ７ １度・
１，７３ ５メートルのところ  

ウ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ１ １１度
４５分・ ９００メートルのとこ ろ  

エ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ９ ９度３
０分・５ ８５メートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 生 け簀毎に生け簀番号を 記した標識を設置しな ければならない。  
(３ ) 生 け簀番号毎の飼育尾数 を毎月記録し、１年分 を翌年２月末日までに 県に報 告しなけれ

ばならな い。  
 (４ ) 当該漁業権に係る漁場 の区域において設置す る養殖の用に供 する施 設は、 以下の規模を

超えては ならない。ただし、生 け簀の総面積が１９， ６２５平方メートルを 超えな い範囲
内で、生 け簀の形状、規格又は 台数を変更することは 差し支えない。  

     形状：円形  
     規格：直径５０メー トル  
     台数：１０台  
 (５ ) 当該漁業権に係る区画 漁業で種苗の活込みに 用いられる養殖 用種苗 は、人 工種苗でなく

てはなら ない。  
 
漁場計画 番号  天区第４０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  く ろまぐろ小割式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町白戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 におけ る境界
（船瀬鼻 南端））  

ア  基点 １と天草市栖本町栖本 漁港１ 号防波堤灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として
右へ３７ 度・１，５３５メート ルのところ  

イ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ５ ０度・
１，５４ ５メートルのところ  

ウ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ６ ２度３
０分・６ ２０メートルのところ     

エ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ９度・
５９５メ ートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 生 け簀毎に生け簀番号を 記した標識を設置しな ければならない。  
(３ ) 生 け簀番号毎の飼育尾数 を毎月記録し、１年分 を翌年２月末日までに 県に報 告しなけれ

ばならな い。  
 (４ ) 当該漁業権に係る漁場 の区域において設置す る養殖の用に供 する施 設は、 以下の規模を



  

 
 

超えては ならない。ただし、生 け簀の総面積が１５， ７００平方メートルを 超えな い範囲
内で、生 け簀の形状、規格又は 台数を変更することは 差し支えない。  

     形状：円形  
     規格：直径５０メー トル  
     台数：８台  

(５ ) 当 該漁業権に係る区画漁 業で種苗の活込みに用 いられる養殖用種苗は 、人工 種苗でなく
てはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ０号（ 上天草市大矢野 町野釜 漁港東側防波堤 南側突 端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 手取島 頂点を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４４

度・４０ ０メートルのところ  
イ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２９度・ ６７０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １から手取島頂点を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ５３度 ・８９ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １から手取島頂点を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ７１度 ・７１ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，４７３平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ０号（ 上天草市大矢野 町野釜 漁港東側防波堤 南側突 端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 手取島 頂点を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１５

度３０分 ・１９０メートルのと ころ  
イ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１６度３ ０分・ ２９５

メートル のところ  
ウ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２６度３ ０分・ ３００

メートル のところ  
エ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３０度３ ０分・ １９５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，６２９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ３号（ 上天草市大矢野 町中江 後北端）  
ア  基点 １から真方位３２８度 ２３分 ・１，０００メ ートル のところ  
イ  基点 １から真方位３１８度 ２３分 ・１，１２０メ ートル のところ  
ウ  基点 １から真方位３２３度 ２３分 ・１，２４０メ ートル のところ  



  

 
 

エ  基点 １から真方位３３２度 ２３分 ・１，１３０メ ートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ２号（ 上天草市大矢野 町江樋 戸港防波堤灯台 ）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 鳩之釜 漁港２号防波堤 突端を 見通した線から 基点１ を基点

として右 へ２度５５分・９７２ メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と鳩之釜漁港２号防 波堤突 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５７

度３０分 ・９４０メートルのと ころ  
ウ  基点 １と鳩之釜漁港２号防 波堤突 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５６

度・１， ０３７メートルのとこ ろ  
エ  基点 １と鳩之釜漁港２号防 波堤突 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ １度・

１，０６ ０メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，１０４平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く。）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３４分４３．２ 秒、東 経１３０度２３ 分３２ ．９秒  
イ  北緯 ３２度３４分３７．０ 秒、東 経１３０度２３ 分３４ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度３４分３４．４ 秒、東 経１３０度２３ 分２３ ．５秒  
エ  北緯 ３２度３４分４０．８ 秒、東 経１３０度２３ 分２１ ．９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，８２６平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ６号（ 上天草市大矢野 町中満 越鼻突端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 小泊東 鼻突端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３

５４度・ ５４５メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と小泊東鼻突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４７ 度・５ ５０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と小泊東鼻突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４９ 度・６ ７０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と小泊東鼻突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５５ 度・６ ６５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  



  

 
 

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，３０４平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで                
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ６号（ 上天草市大矢野 町中満 越鼻突端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 永浦島 北東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１

２度・１ ５０メートルのところ  
イ  基点 １と永浦島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２９８ 度・５ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と永浦島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３０５ 度・２ ５０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と永浦島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３０ 度・３ ６０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，８００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５０８号    
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで                
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ３号（ 上天草市大矢野 町中江 後北端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 手取島 山頂を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８

度１６分 ・５８７メートルのと ころ  
イ  基点 １と手取島山頂を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２６度３ ３分・ ４４３

メートル のところ  
ウ  基点 １と手取島山頂を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５度３ ０分・ ４４０

メートル のところ  
エ  基点 １と手取島山頂を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５度・ ５８５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
 漁場計画番号  天 区第５０９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）            

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ０６号 （熊本県漁場基 点天第 ３６号（上天草 市大矢 野町横
島中鼻東 端）と上天草市松島町 下大戸ノ鼻灯台 を見通 した線から天第 ３６号 を基点 とし
て右へ２ ５９度５２分の線が上 天草市大矢野町 小太夫 の陸岸と交わる ところ ）  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 貝場漁 港１号防波堤灯 台を見 通した線から基 点１を 基点と
して右へ ７１度２０分・１０７ メートルのとこ ろ  

イ  基点 １と貝場漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ５度３
分・１６ １メートルのところ  

ウ  基点 １と貝場漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ４２度
５７分・ １１９メートルのとこ ろ  

エ  基点 １と貝場漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ９９度
２７分・ １４メートルのところ  



  

 
 

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、９８２平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  天区第５１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ２１号 （熊本県漁場基 点天第 ５１号（上天草 市大矢 野町笹
島北端） と天第３６号（上天草 市大矢野町横島 中鼻東 端）を見通した 線から 天第５ １号
を基点と して右へ１６６度３８ 分２０秒の線が 上天草 市大矢野町維和 白須の 陸岸と 交わ
るところ ）  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 薩摩瀬 灯標を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９３
度５６分 ・４１２メートルのと ころ  

イ  基点 １と薩摩瀬灯標を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１０度・ ２６０ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と薩摩瀬灯標を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４４度 ・１４ ５メー
トルのと ころ  

エ  基点 １と薩摩瀬灯標を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１１１度 ・３５ ０メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５，６６６平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第７ ６号（ 上天草市松島町 横島西 端）  
ア  基点 １から上天草市松島町 樋合島 南端を見通した 線上、 基点１から３５ ０メー トルの

ところ  
イ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５２度 ３０分 ・５２

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１１度・ ６０５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２３度３ ０分・ ４６５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 （阿村を除く）及び天 草市有明町楠甫  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，９００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
 
漁場計画 番号  天区第５１２号        
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先                                      
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  



  

 
 

基点１  熊本県漁場基点天第７ ６号（ 上天草市松島町 横島西 端）   
ア  基点 １と上天草市松島町樋 合島南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３４６

度１５分 ・９０５メートルのと ころ  
イ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４４度 １５分 ・１，

１２０メ ートルのところ  
ウ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５４度 ・１， １７０

メートル のところ  
エ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５８度 ・９６ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 （阿村を除く）及び天 草市有明町楠甫  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，５００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９０号 （天草市天草町 軍ケ浦 矢寄鼻東端）  
ア  基点 １から真方位５６度２ ６分・ ２８０メートル のとこ ろ  
イ  基点 １から真方位９６度４ ５分・ ５４０メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位１４１度 ・４８ ０メートルのと ころ  
エ  基点 １から真方位１７１度 １５分 ・１６５メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，３９６平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ８９号 （天草市天草町 軍ケ浦 漁港西防波堤基 部南側 角）  
ア  基点 １と天草市天草町大江 軍ケ浦 下松瀬北東端を 見通し た線から基点１ を基点 として

右へ３１ １度４５分・１１０メ ートルのところ  
イ  基点 １と下松瀬北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５０ 度４５ 分・２

１５メー トルのところ  
ウ  基点 １と下松瀬北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２２度 ・１８ ５メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と下松瀬北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２２度 ・３５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５６４平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  天区第５１５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ８８号 （天草市天草町 軍ケ浦 ワリ瀬の中央）  



  

 
 

ア  基点 １と天草市河浦町崎津 番所鼻 突端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２
９度・２ ０５メートルのところ  

イ  基点 １と番所鼻突端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１３度・ ４１５ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と番所鼻突端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４５度３ ０分・ ３６５
メートル のところ  

エ  基点 １と番所鼻突端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６１度４ ５分・ ６５メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，６３２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３８号 （天草市河浦町 崎津鳴 瀬鼻西端）  
ア  基点 １と天草市二浦町五通 山頂点 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ４７度

３０分・ ８４１メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と五通山頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４９度 ５０分 ・９８

５メート ルのところ  
ウ  基点 １と五通山頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５度２０ 分・１ ，００

９メート ルのところ  
エ  基点 １と五通山頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９度５０ 分・８ ３６メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町河 浦、今富及び崎津並び に二浦町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，１１２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分４０．３ 秒、東 経１３０度０分 ４５． ０秒  
イ  北緯 ３２度１８分４４．４ 秒、東 経１３０度０分 ５２． ３秒  
ウ  北緯 ３２度１８分３６．１ 秒、東 経１３０度０分 ５９． ６秒  
エ  北緯 ３２度１８分３２．０ 秒、東 経１３０度０分 ５２． ３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町河 浦、今富及び崎津並び に二浦町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，２９９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１７分５２．５ 秒、東 経１３０度１分 ３７． ４秒  
イ  北緯 ３２度１７分５０．０ 秒、東 経１３０度１分 ３５． ９秒  
ウ  北緯 ３２度１７分４８．３ 秒、東 経１３０度１分 ４０． ０秒  
エ  北緯 ３２度１７分５０．７ 秒、東 経１３０度１分 ４１． ５秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  



  

 
 

３  関係 地区   天草市河浦町河 浦、今富及び崎津並び に二浦町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５１９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ５９の １号（天草市茂 串ヨン ガ鼻東端）  
ア  基点 １と天草市茂串湾前崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２２ 度４５

分・８３ ５メートルのところ  
イ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１度２８ 分・６ ０７メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９度３０ 分・５ ９０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１１度３０ 分・７ ０５メ

ートルの ところ  
オ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１０度・７ ８０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ５９の １号（天草市茂 串ヨン ガ鼻東端）  
ア  基点 １と天草市茂串湾前崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１７ 度３０

分・５０ ０メートルのところ  
イ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２３度・５ １５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２７度３０ 分・４ ２０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と前崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２１度４５ 分・４ ０５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，２００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ６４号 （天草市下須島 白瀬防 波堤東端）  
ア  基点 １と天草市久玉町勝崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３０ ２度・

５５５メ ートルのところ  
イ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１５度・ ５６５ メート

ルのとこ ろ  



  

 
 

ウ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１９度２ 分・４ １５メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３０１度１ ４分・ ４０２
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，４００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ６４号 （天草市下須島 白瀬防 波堤東端）  
ア  基点 １と天草市久玉町勝崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３０ 度３０

分・４０ メートルのところ  
イ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１７度・１ ４０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ８８度３０ 分・８ ３５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１００度・ ８５０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と勝崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１２６度３ ０分・ ２１５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３４，１００平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ６２号 （天草市下須島 馬込鼻 北端）  
ア  基点 １と天草市牛島北西端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ８ ８度１ ５分・

３８５メ ートルのところ  
イ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ７９度３ ０分・ ４５０

メートル のところ  
ウ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９４度１ ５分・ ６０５

メートル のところ  
エ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１０２度 ・５５ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，３００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ



  

 
 

た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ６０号 （天草市下須島 下の倉 南東端）  
ア  基点 １と天草市法ケ島南端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ１ ８度・ ２１５

メートル のところ  
イ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６２度・ ２４０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ７８度・ １５５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１５０度 ・１６ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１５７度 ３０分 ・１３

５メート ルのところ  
カ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１２７度 ３０分 ・９０

メートル のところ  
キ  基点 １と法ケ島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１２２度 ３０分 ・２５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
ア  北緯 ３２度１１分３．６秒 、東経１３０度３分６ ．５秒  
イ  北緯 ３２度１０分４５．０ 秒、東経１３０度３分 ２６．２秒  
ウ  北緯 ３２度１０分３５．９ 秒、東経１３０度３分 １４．２秒  
エ  北緯 ３２度１０分４０．７ 秒、東経１３０度３分 ９．１秒  
オ  北緯 ３２度１０分３６．６ 秒、東経１３０度３分 ３．７秒  
カ  北緯 ３２度１０分５２．５ 秒、東経１３０度２分 ４６．９秒  
キ  北緯 ３２度１０分５８．２ 秒、東経１３０度２分 ５４．３秒  
ク  北緯 ３２度１０分５６．０ 秒、東経１３０度２分 ５６．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４５，５１０平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１２分８．３秒 、東経 １３０度２分９ ．８秒  
イ  北緯 ３２度１２分９．９秒 、東経 １３０度２分１ ４．８ 秒  
ウ  北緯 ３２度１１分４８．３  
秒、東経 １３０度２分２４．８ 秒  
エ  北緯 ３２度１１分４６．４ 秒、東 経１３０度２分 ２０． ４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，０００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除



  

 
 

く）  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市久玉 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ６４号 （天草市下須島 白瀬防 波堤東端）  
ア  基点 １から真方位５２度２ ５分・ １，３９０メー トルの ところ  
イ  基点 １から真方位４５度１ ０分・ １，０４５メー トルの ところ  
ウ  基点 １から真方位１８度４ ５分・ １，４９０メー トルの ところ  
エ  基点 １から真方位２５度８ 分・１ ，６４１メート ルのと ころ  
オ  基点 １から真方位３２度２ ７分・ １，４７１メー トルの ところ  
カ  基点 １から真方位３７度５ ５分・ １，５７５メー トルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市久玉町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２１，７５４平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市久玉 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７０号 （天草市久玉町 山の浦 杉浦鼻北端）  
ア  基点 １と天草市久玉町山の 浦黒崎 の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

７度・５ ７０メートルのところ  
イ  基点 １と黒崎の鼻東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２１度 ３０分 ・６１

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と黒崎の鼻東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３１度 ３０分 ・４３

０メート ルのところ  
エ  基点 １と黒崎の鼻東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１１度 ３０分 ・３７

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市久玉町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，１０６平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市久玉 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ７０号 （天草市久玉町 山の浦 杉浦鼻北端）  
ア  基点 １から真方位２度５５ 分・４ ９０メートルの ところ  
イ  基点 １から真方位２１度４ ０分・ ４８５メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位２２度４ ０分・ ４３０メートル のとこ ろ  
エ  基点 １から真方位９度４０ 分・３ ００メートルの ところ  
オ  基点 １から真方位３４６度 １０分 ・３３０メート ルのと ころ  
カ  基点 １から真方位３５１度 １０分 ・４２０メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市久玉町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，１６０平方メー トルを超えてはならな い。  

 



  

 
 

漁場計画 番号  天区第５３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市久玉 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７１号 （天草市久玉町 山の浦 小金ケ鼻南端）  
ア  基点 １と天草市久玉町山の 浦八幡 鼻西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１

１度３０ 分・４２５メートルの ところ  
イ  基点 １と八幡鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１０度・ ５４５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と八幡鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１７度３ ０分・ ５６０

メートル のところ  
エ  基点 １と八幡鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２０度３ ０分・ ４４０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市久玉町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，５７０平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号   天区第５３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９１号 （天草市深海町 浅海小 金ケ鼻北西端）  
ア  基点 １と天草市深海町保木 鼻西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ４ 度４５

分・４０ ５メートルのところ  
イ  基点 １と保木鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２５０度 ・８５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と保木鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２７１度 ３０分 ・２１

５メート ルのところ  
エ  基点 １と保木鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４６度 ４５分 ・４５

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８，２６８平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７５号 （天草市深海町 オテガ 鼻突端）  
ア  基点 １から真方位３３２度 ５０分 ・１０７メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２４９度 ２０分 ・３２０メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２７８度 ５０分 ・５２５メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位３１５度 ３５分 ・４４０メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５，８９２平方メー トルを超えてはならな い。  
 

漁場計画 番号  天区第５３３号  



  

 
 

１  免許 の内容たるべき事項  
(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除

く）  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７７号 （天草市深海漁 港東側 防波堤取付基部 から５ ９．４
メートル のところ）  

ア  基点 １と天草市深海町オテ ガ崎東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ １０４
度・６１ ０メートルのところ  

イ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ８６度 ・２８ ０メー
トルのと ころ  

ウ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ５８度 ・４４ ０メー
トルのと ころ  

エ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ６０度 ・５４ ０メー
トルのと ころ  

オ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ８０度 ・７３ ０メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８，７０４平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７７号 （天草市深海漁 港東側 防波堤取付基部 から５ ９４メ
ートルの ところ）  

ア  基点 １と天草市深海町オテ ガ崎東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３４１
度・２７ ０メートルのところ  

イ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３２３ 度３０ 分・４
７０メー トルのところ  

ウ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３２６ 度・５ ５０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４３ 度・５ ４０メ
ートルの ところ  

オ  基点 １とオテガ崎東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４９ 度・２ ７０メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，６５５平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７５号 （天草市深海町 オテガ 鼻北端）  
ア  基点 １と天草市深海町深海 漁港灯 台を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２６度  

・４２５ メートルのところ  
イ  基点 １と深海漁港灯台を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２８度 ・５８ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と深海漁港灯台を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５度 ３０分 ・５８

０メート ルのところ  



  

 
 

エ  基点 １と深海漁港灯台を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３７度 ・４２ ５メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，２３９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５３６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９４号 （天草市下平漁 港１号 防波堤突端）  
ア  基点 １と天草市深海町鶴崎 南端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２３ 度・２

３５メー トルのところ  
イ  基点 １と鶴崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４１度・３ ５５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と鶴崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４８度３０ 分・３ ３５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と鶴崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３度３０ 分・２ ０３メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８００平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  天区第５３７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７９号 （天草市深海町 と同市 河浦町宮野河内 との海 岸線に
おける漁 業権の境界）  

ア  基点 １と天草市深海町産島 南端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２９ 度３０
分・１７ ０メートルのところ  

イ  基点 １と産島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１５度３０ 分・２ ６０メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と産島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１９度１５ 分・３ ２０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と産島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５６度３３ 分・６ ８２メ
ートルの ところ  

オ  基点 １と産島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ６８度５５ 分・６ ３３メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，３７２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５３８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ８７号 （天草市河浦町 宮野河 内野崎南端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内女 岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２

度２５分 ・７０９メートルのと ころ  
イ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３３度３ ０分・ ８４８

メートル のところ  
ウ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４１度５ ５分・ １，１

０２メー トルのところ  
エ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３度５０分 ・１， ００２

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１２，９６３平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５３９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８７号 （天草市河浦町 宮野河 内野崎南端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内女 岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３

７度・１ ，０２３メートルのと ころ  
イ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１１度５０ 分・７ ４７メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ９度４５分 ・１， ０４７

メートル のところ  
エ  基点 １と女岳山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９度４５ 分・１ ，２８

６メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，２０８平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５４０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８４号 （天草市河浦町 宮野河 内丸山鼻北西端 ）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内野 崎鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３５０ 度・１，１６５メート ルのところ  
イ  基点 １と野崎鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ７度３ ０分・ １，４

６５メー トルのところ  
ウ  基点 １と野崎鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１５度 ３０分 ・１，

３００メ ートルのところ  
エ  基点 １と野崎鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５７ 度・９ ５０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１１，３８１平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５４１号  



  

 
 

１  免許 の内容たるべき事項  
(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除

く）  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８９号 （天草市新和町 親崎南 端）  
ア  基点 １と天草市新和町宮島 北端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３８ 度・５

５０メー トルのところ  
イ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３度３０分 ・７４ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５０度１７ 分・８ ５２メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５９度２４ 分・６ ９５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８，７１５平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５４２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８９号 （天草市新和町 親崎南 端）  
ア  基点 １と天草市新和町宮島 北端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ６５ 度・８

１０メー トルのところ  
イ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５６度１５ 分・９ ６０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ６２度３０ 分・１ ，０６

５メート ルのところ  
エ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ７１度３０ 分・９ ２０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，２７９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５４３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ００号 （天草市新和町 天附鼻 南東端）  
ア  基点 １と天草市新和町小島 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３３ ２度５

分・７６ ２メートルのところ  
イ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３０５度・ ７３０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９３度１ ５分・ １，０

１０メー トルのところ  
エ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９９度３ ０分・ １，０

９０メー トルのところ  
オ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１３度４ ５分・ ８６０

メートル のところ  
カ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３２９度２ ５分・ ８９７



  

 
 

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、９，５２７平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５４４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １４号 （天草市戸の崎 漁港東 側防波堤基部か ら南へ ３０．
６メート ルのところ）  

ア  基点 １と天草市新和町横島 北西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ２１度  
・１，１ ９５メートルのところ  

イ  基点 １と横島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１２度 ３０分 ・１，
１４０メ ートルのところ  

ウ  基点 １と横島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３０８度 ・１， ７３０
メートル のところ  

エ  基点 １と横島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１３度 ３０分 ・１，
７７０メ ートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１０，８００平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５４５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
ア  北緯 ３２度２２分４．６秒 、東経 １３０度１４分 ５２． ７秒  
イ  北緯 ３２度２０分１８．４ 秒、東 経１３０度１３ 分３８ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度２０分３２．６ 秒、東 経１３０度１３ 分１０ ．３秒  
エ  北緯 ３２度２１分４３．４ 秒、東 経１３０度１３ 分５９ ．７秒  
オ  北緯 ３２度２１分３８．３ 秒、東 経１３０度１４ 分９． ９秒  
カ  北緯 ３２度２２分１３．７ 秒、東 経１３０度１４ 分３４ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６８，１８０平方メ ートルを超えてはなら ない。  
(３ ) 生 け簀毎に生け簀番号を 記した標識を設置しな ければならない。  
(４ ) 生 け簀番号毎の飼育尾数 を毎月記録し、１年分 を翌年２月末日までに 県に報 告しなけれ

ばならな い。   
 
漁場計画 番号  天区第５４６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９６号 （天草市下血塚 島西端 ）  
ア  基点 １と天草市下浦町戸の 崎西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ８ １度３

０分・３ ８２メートルのところ  
イ  基点 １と戸の崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ７６度３ 分・１ ２３メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と戸の崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１度４９ 分・５ ８８メ



  

 
 

ートルの ところ  
エ  基点 １と戸の崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２２度１ ５分・ ６６５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市楠浦町及 び下浦町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１２，０９６平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５４７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町白戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １６号 （天草市栖本町 白戸漁 港南側防波堤基 部から 南側防
波堤に沿 って４０メートルのと ころ）  

ア  基点 １と天草市栖本町柳田 防波堤 突端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ９度
５５分・ ５８７メートルのとこ ろ  

イ  基点 １と柳田防波堤突端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ２５ 度３５ 分・６
７７メー トルのところ  

ウ  基点 １と柳田防波堤突端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ５４ 度・４ ５０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と柳田防波堤突端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ２０ 度３０ 分・２
２０メー トルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，６５２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５４８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町白戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 におけ る境界
（船瀬鼻 南端））  

ア  基点 １と天草市栖本町栖本 漁港１ 号防波堤灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として
右へ６０ 度・１，５９５メート ルのところ  

イ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ７ １度・
１，７３ ５メートルのところ  

ウ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ１ １１度
４５分・ ９００メートルのとこ ろ     

エ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ９ ９度３
０分・５ ８５メートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３９，２５０平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５４９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町白戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １５号 （天草市下浦町 と同市 栖本町との海岸 におけ る境界
（船瀬鼻 南端））  

ア  基点 １と天草市栖本町栖本 漁港１ 号防波堤灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として



  

 
 

右へ３７ 度・１，５３５メート ルのところ  
イ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ５ ０度・

１，５４ ５メートルのところ  
ウ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ６ ２度３

０分・６ ２０メートルのところ     
エ  基点 １と栖本漁港１号防波 堤灯台 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ９度・

５９５メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３１，４００平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５５０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市栖本 町古江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １８号 （天草市栖本町 沖の瀬 鼻）  
ア  基点 １と天草市倉岳町浜田 船溜南 側防波堤南東角 を見通 した線から基点 １を基 点とし

て右へ６ ２度・１１０メートル のところ  
イ  基点 １と浜田船溜南側防波 堤南東 角を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３２３

度・１０ ０メートルのところ  
ウ  基点 １と浜田船溜南側防波 堤南東 角を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３４７

度・１８ ５メートルのところ  
エ  基点 １と浜田船溜南側防波 堤南東 角を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３６度

３０分・ １９０メートルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市栖本町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４００平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  天区第５５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ及びエを順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線に よって囲ま

れた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ９７号 （天草市倉岳町 落人鼻 東端）  
ア  基点 １と天草市倉岳町平瀬 島北東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２１２

度２０分 の線が最大高潮時海岸 線と交わるとこ ろ  
イ  基点 １と平瀬島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３００ 度・３ ８０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と平瀬島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１９度 ・２５ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と平瀬島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１９９ 度の線 が最大

高潮時海 岸線と交わるところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市倉岳町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５，９５２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５５２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市倉岳 町棚底地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  



  

 
 

ア  北緯 ３２度２３分４２．２ 秒、東 経１３０度１９ 分５３ ．６秒  
イ  北緯 ３２度２３分２９．８ 秒、東 経１３０度１９ 分４９ ．１秒  
ウ  北緯 ３２度２３分２６．２ 秒、東 経１３０度１９ 分５９ ．８秒  
エ  北緯 ３２度２３分３８．６ 秒、東 経１３０度２０ 分４． ３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市倉岳町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１２，０００平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５５３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ２８号 （上天草市龍ヶ 岳町横 島北端）  
ア  基点 １と上天草市龍ヶ岳町 切支丹 鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

１３３度 ５分・１，０２２メー トルのところ  
イ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ１２ ０度３ ０分・

１，００ ８メートルのところ  
ウ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ１２ １度５ 分・

１，１１ ８メートルのところ  
エ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ１３ ４度３ ０分・

１，１４ １メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，２６７平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５５４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０２号 （上天草市龍ヶ 岳町赤 崎大道漁港（赤 崎地区 ）南側
埋立地西 端）  

ア  基点 １と上天草市龍ヶ岳町 大道横 島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１
度３０分 ・８２０メートルのと ころ  

イ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４度３０分 ・７１ ０メー
トルのと ころ  

ウ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３８度１ ５分・ ６２５
メートル のところ  

エ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３８度・ ７８０ メート
ルのとこ ろ  

オ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５４度・ ７６０ メート
ルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，３１７平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５５５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ２８号 （上天草市龍ヶ 岳町横 島北端）  
ア  基点 １と上天草市龍ヶ岳町 切支丹 鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

４８度３ ０分・２６０メートル のところ  
イ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ４３ 度１５ 分・４

２５メー トルのところ  
ウ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ９５ 度・５ ７５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と切支丹鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ１０ ８度１ ５分・

５４０メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１９，３７１平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５５６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線によって

囲まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ９８号 （天草市御所浦 町猿子 島北東端）  
ア  イか ら基点１を見通した線 からイ を基点として右 へ７３ 度の線が上天草 市龍ヶ 岳町大

道楠森島 の陸岸と交わるところ  
イ  基点 １と楠森島南西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４５度 ３０分 ・１，

３７５メ ートルのところ  
ウ  基点 １と楠森島南西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ５３度 １５分 ・９３

０メート ルのところ  
エ  基点 １と楠森島南西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３２度 ・９６ ０メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と楠森島南西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３２度 の線が 楠森島

の陸岸と 交わるところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ )  楠 森島への航行に支障が ないように配慮しなけ ればならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１２，７７８平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５５７号     
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先                                 
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１   天草市倉岳町宮田漁港 西ノ原 １号防波堤灯台 と上天 草市龍ヶ岳町瓢 箪島西 端を見
通した線 から宮田漁港西ノ原１ 号防波堤灯台を 基点と して右へ８度の 線が上 天草市 龍ヶ
岳町大道 ダテク島の最大高潮時 海岸線と交わる ところ  

ア   基点 １と宮田漁港西ノ原１ 号防波 堤灯台を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３
１７度・ ５１０メートルのとこ ろ  

イ   基点 １と宮田漁港西ノ原１ 号防波 堤灯台を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１
６度１５ 分・２２５メートルの ところ  

ウ   基点 １と宮田漁港西ノ原１ 号防波 堤灯台を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２
０３度・ ４７５メートルのとこ ろ     

エ   基点 １と宮田漁港西ノ原１ 号防波 堤灯台を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２
４４度３ ０分・６５５メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１５，３８６平方メ ートルを超えてはなら ない。  



  

 
 

 
漁場計画 番号  天区第５５８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町高戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ３４号 （上天草市龍ヶ 岳町和 田鼻東端）  
ア  基点 １と上天草市龍ヶ岳町 坊主島 北東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５

０度３０ 分・２２０メートルの ところ  
イ  基点 １と坊主島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ０度３ ０分・ ５０５

メートル のところ  
ウ  基点 １と坊主島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２０度 ３０分 ・６３

０メート ルのところ  
エ  基点 １と坊主島北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４度 ３０分 ・５１

５メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町（大道を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、９，１６６平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５５９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町樋島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ０１号 （上天草市龍ヶ 岳町竹 島北側中央部突 端）  
ア  基点 １と上天草市龍ヶ岳町 椚島南 東端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４４

度１分１ ２秒・３００メートル のところ  
イ  基点 １と椚島南東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６８度・ ２５０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と椚島南東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３６度 ４５分 ・１５

メートル のところ  
エ  基点 １と椚島南東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２４２度 １５分 ・２７

０メート ルのところ  
オ  基点 １と椚島南東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２７７度 １２分 ・３６

０メート ルのところ  
カ  基点 １と椚島南東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３６度 ４５分 ・１９

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町（大道を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，９００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５６０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く。）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町樋島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ及びアを順次 に結ん だ線によっ

て囲まれ た区域  
ア  北緯 ３２度２２分３７．７ 秒、東 経１３０度２４ 分４３ ．６秒  
イ  北緯 ３２度２２分２９．８ 秒、東 経１３０度２４ 分４７ ．８秒  
ウ  北緯 ３２度２２分２８．１ 秒、東 経１３０度２４ 分４６ ．４秒  
エ  北緯 ３２度２２分３１．８ 秒、東 経１３０度２４ 分４４ ．６秒  
オ  北緯 ３２度２２分２８．８ 秒、東 経１３０度２４ 分３４ ．４秒  



  

 
 

カ  北緯 ３２度２２分２２．８ 秒、東 経１３０度２４ 分２４ ．７秒  
キ  北緯 ３２度２２分１８．３ 秒、東 経１３０度２４ 分３０ ．３秒  
ク  北緯 ３２度２２分１７．０ 秒、東 経１３０度２４ 分２８ ．６秒  
ケ  北緯 ３２度２２分２２．８ 秒、東 経１３０度２４ 分２１ ．２秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町（大道を除く。）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５，２９９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
 
漁場計画 番号  天区第５６１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７２の ２号（天草市御 所浦町 本郷港１号防波 堤灯台 ）  
ア  基点 １と天草市御所浦町眉 島南端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ６１度  

・１２５ メートルのところ  
イ  基点 １と眉島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９３度・ ６２５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と眉島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３０１度・ ６２０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と眉島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３０７度・ ４１０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と眉島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３２６度３ ０分・ １１０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３，３８４平方メー トルを超えてはならな い。  

 
 漁場計画番号  天 区第５６２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ

た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ７５号 （天草市御所浦 町元浦 中津鼻西端）  
ア  基点 １と天草市御所浦町弁 天島南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ １０４

度３０分 ・６１５メートルのと ころ  
イ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９４度・ ２８５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２８９度 ３０分 ・２８

０メート ルのところ  
エ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１７度 ５２分 ・３４

３メート ルのところ  
オ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１３度・ ２４５ メート

ルのとこ ろ  
カ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ７８度４ ５分・ ５２０

メートル のところ  
キ  基点 １と弁天島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９３度１ ５分・ ６２５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，２００平方メー トルを超えてはならな い。  



  

 
 

 
漁場計画 番号  天区第５６３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点天第２ ７８号 （天草市御所浦 町大浦 大場山鼻北東端 ）  
ア  基点 １と天草市御所浦町弁 天島北 西端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４

６度２１ 分・５２０メートルの ところ  
イ  基点 １と弁天島北西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５２ 度・８ ７０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と弁天島北西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５５ 度・８ ６５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と弁天島北西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５５ 度３０ 分・９

６５メー トルのところ  
オ  基点 １と弁天島北西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５８ 度２４ 分・９

６０メー トルのところ  
カ  基点 １と弁天島北西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５６ 度２６ 分・５

０６メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１，８７２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５６４号   
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先                                        
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ６９号 （天草市御所浦 町大平 島北西端）  
ア   基点 １と天草市御所浦町竹 島ドフ 鼻東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３

１６度・ １１０メートルのとこ ろ  
イ   基点 １と竹島ドフ鼻東端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ３２ ３度３ ０分・

３０メー トルのところ  
ウ   基点 １と竹島ドフ鼻東端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ２３ ８度１ ５分・

１２５メ ートルのところ  
エ   基点 １と竹島ドフ鼻東端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ２６ ７度１ ５分・

１６０メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５００平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  天区第５６５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７８号 （天草市御所浦 町大浦 大場山鼻北東端 ）  
ア  基点 １から真方位３４１度 ５分・ １，０７４メー トルの ところ  
イ  基点 １から真方位３１９度 ２１分 ・７９２メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位３０９度 ４６分 ・１，１５８メ ートル のところ  
エ  基点 １から真方位３２７度 ５５分 ・１，３６８メ ートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１９，６１６平方メ ートルを超えてはなら ない。  



  

 
 

 
漁場計画 番号  天区第５６６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７８号 （天草市御所浦 町大浦 大場山鼻北東端 ）  
ア  基点 １と天草市御所浦町大 平島南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５８

度３０分 ・９０８メートルのと ころ  
イ  基点 １と大平島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４４度 ・８８ ６メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と大平島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４４度 ２０分 ・１，

１３５メ ートルのところ  
エ  基点 １と大平島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５５度 ４０分 ・１，

１４９メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、４，４５２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５６７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町嵐口地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市御所浦町嵐口前 島北東 端  
ア  基点 １と天草市御所浦町嵐 口崎北 東端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５

６度３０ 分・２９５メートルの ところ  
イ  基点 １と嵐口崎北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２８３ 度４４ 分・４

４２メー トルのところ  
ウ  基点 １と嵐口崎北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３１７ 度１８ 分・３

５４メー トルのところ  
エ  基点 １と嵐口崎北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３１１ 度３７ 分・１

２９メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 上脇、下脇、上竹地、 下竹地、外平及び越地 地区  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，４４２平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  天区第５８１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、わかめ養殖業（く ろまぐ ろ養殖業を
除く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町牧島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ １９の １号（上天草市 龍ヶ岳 町大道ダテク島 南端）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ２１号 （天草市御所浦 町困窮 島南端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５３度３０ 分・６ ５７メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５８度１５ 分・８ ０２メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２３度４０分 ・７５ １メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５度・５３ ７メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  



  

 
 

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、６，８００平方メー トルを超えてはならな い。  
 

漁場計画 番号  天区第５９１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、藻類、あわび養殖 業（く ろまぐろ養
殖業を除 く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町牧島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域   
基点１  熊本県漁場基点天第２ ５３号 （天草市御所浦 町牧島 ヤキ崎北西端）  
ア  基点 １と天草市御所浦町牧 島トビ ノ巣東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

６０度・ ３８０メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と牧島トビノ巣東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ３ １１度 ５０分

・７４メ ートルのところ  
ウ  基点 １と牧島トビノ巣東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ３ １２度 ５０分

・３９８ メートルのところ  
エ  基点 １と牧島トビノ巣東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ３ ２３度 ・５３

８メート ルのところ  
オ  基点 １と牧島トビノ巣東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ３ ４６度 ５０分

・６３１ メートルのところ  
カ  基点 １と牧島トビノ巣東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ１ ６度４ ０分・

６５８メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２１，８０７平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５９２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、藻類、あわび養殖 業（く ろまぐろ養
殖業を除 く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町牧島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ及びアを 順次に 結んだ線に

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ９８号 （天草市御所浦 町猿子 島北東端）  
ア  基点 １から真方位３２度３ １分・ ３４メートルの ところ  
イ  基点 １から真方位８４度１ ８分・ ２８７メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位１１７度 ４４分 ・３２０メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位１２９度 ４分・ ５５７メートル のとこ ろ  
オ  基点 １から真方位１５０度 １５分 ・５９１メート ルのと ころ  
カ  基点 １から真方位１５８度 ２８分 ・３４８メート ルのと ころ  
キ  基点 １から真方位１６５度 ５８分 ・４０５メート ルのと ころ  
ク  基点 １から真方位１９１度 ５９分 ・３９２メート ルのと ころ  
ケ  基点 １から真方位１９８度 ５６分 ・２２４メート ルのと ころ  
コ  基点 １から真方位１７４度 ４９分 ・１４１メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１３，１１２平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５９３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、藻類、あわび養殖 業（く ろまぐろ養
殖業を除 く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ

た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ６５号 （天草市御所浦 町牧島 漁港Ｂ防波堤突 端）  
ア  基点 １から真方位７２度１ ５分・ ４２６メートル のとこ ろ  



  

 
 

イ  基点 １から真方位７８度４ ８分・ ５１５メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位９６度１ ６分・ ６００メートル のとこ ろ  
エ  基点 １から真方位１１６度 ５５分 ・４１８メート ルのと ころ  
オ  基点 １から真方位１８５度 ３０分 ・６１８メート ルのと ころ  
カ  基点 １から真方位２０７度 ３５分 ・５５７メート ルのと ころ  
キ  基点 １から真方位８５度４ ５分・ １４９メートル のとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１２，０９６平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５９４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、藻類、あわび養殖 業（く ろまぐろ養
殖業を除 く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町嵐口地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ６３号 （天草市御所浦 町嵐口 漁港４号防波堤 東側基 部から
南東へ防 波堤に沿って１３５メ ートルの防波堤 中央部 ）  

ア  基点 １と天草市御所浦町嵐 口崎北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２度１
９分・８ ８９メートルのところ  

イ  基点 １と嵐口崎北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４４度１ ６分・ ５７９
メートル のところ  

ウ  基点 １と嵐口崎北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４０度３ ５分・ ３９２
メートル のところ  

エ  基点 １と嵐口崎北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４１度 ２７分 ・７２
１メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 上脇、下脇、上竹地、 下竹地、外平及び越地 地区  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２４，０９８平方メ ートルを超えてはなら ない。  

 
漁場計画 番号  天区第５９５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類、藻類、あわび養殖 業（く ろまぐろ養
殖業を除 く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町嵐口地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ６４号 （天草市御所浦 町嵐口 漁港２号防波堤 北側基 部から
西へ防波 堤に沿って４０メート ルの防波堤中央 部）  

ア  基点 １と天草市御所浦町牧 島ヤキ 崎北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１
０２度・ ４５メートルのところ  

イ  基点 １と牧島ヤキ崎北端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ２３ 度４４ 分・４
３４メー トルのところ  

ウ  基点 １と牧島ヤキ崎北端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ６２ 度４５ 分・６
００メー トルのところ  

エ  基点 １と牧島ヤキ崎北端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ８２ 度・５ ４５メ
ートルの ところ  

オ  基点 １と牧島ヤキ崎北端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ９３ 度・４ ７０メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 上脇、下脇、上竹地、 下竹地、外平及び越地 地区  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、１５，８４０平方メ ートルを超えてはなら ない。  
 

漁場計画 番号  天区第６１１号  



  

 
 

１  免許 の内容たるべき事項  
(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  と さかのり養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら６月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分１５．１ 秒、東 経１３０度２分 ９．１ 秒  
イ  北緯 ３２度１８分１４．２ 秒、東 経１３０度２分 １０． １秒  
ウ  北緯 ３２度１８分１３．１ 秒、東 経１３０度２分 ８．２ 秒  
エ  北緯 ３２度１８分１４．１ 秒、東 経１３０度２分 ７．２ 秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町河 浦、今富及び崎津並び に二浦町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年６月３ ０日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ０号（ 上天草市大矢野 町上七 ツ割中鼻北端）  
ア  基点 １と上天草市大矢野町 上串崎 西端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５度

３０分・ ７２５メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２５０度３ ０分・ ６４０

メートル のところ  
ウ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２７３度・ ９５５ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５２度１ ５分・ １，１

６０メー トルのところ  
オ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３８度４ ５分・ １，５

４５メー トルのところ  
カ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５５度３ ０分・ １，９

８０メー トルのところ  
キ  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１２度２５ 分・１ ，６５

０メート ルのところ  
ク  基点 １と串崎西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４９度１ ５分・ ９２０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。   
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。   
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  
  

漁場計画 番号  天区第６２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区     

域  
  基点 １  熊本県漁場基点天 第２０号（上天草市大 矢野町野釜漁港東側防 波堤南 側突端）  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 手取島 頂点を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３９
度４５分 ・８９０メートルのと ころ  

イ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１６度・ １，７ ４０メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３６度４ ５分・ ２，１
９０メー トルのところ  

エ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４９度・ １，８ １５メ
ートルの ところ  

オ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４４度・ １，６ ２０メ
ートルの ところ  



  

 
 

カ  基点 １と手取島頂点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５７度３ ０分・ １，３
７５メー トルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  
 

漁場計画 番号  天区第６２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３６分２１．４ 秒、東 経１３０度２７ 分８． ５秒  
イ  北緯 ３２度３６分１８．７ 秒、東 経１３０度２７ 分１３ ．５秒  
ウ  北緯 ３２度３６分２６．０ 秒、東 経１３０度２７ 分１９ ．５秒  
エ  北緯 ３２度３６分２８．５ 秒、東 経１３０度２７ 分１５ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３７分１２．２ 秒、東 経１３０度２６ 分８． ６秒  
イ  北緯 ３２度３７分１６．６ 秒、東 経１３０度２６ 分６． ０秒  
ウ  北緯 ３２度３７分８．０秒 、東経 １３０度２５分 ４４． １秒  
エ  北緯 ３２度３７分３．６秒 、東経 １３０度２５分 ４６． ７秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は毎年５月１５ 日までに撤去しなけれ ばならない。  
 

 
漁場計画 番号  天区第６２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３３分５２．７ 秒、東 経１３０度２３ 分５４ ．３秒  
イ  北緯 ３２度３３分４７．４ 秒、東 経１３０度２３ 分５８ 秒  
ウ  北緯 ３２度３３分４９．９ 秒、東 経１３０度２４ 分２． ９秒  
エ  北緯 ３２度３３分５５．２ 秒、東 経１３０度２３ 分５９ ．３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  
 

 
漁場計画 番号  天区第６２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
ア  北緯 ３２度３３分３２．９ 秒、東 経１３０度２３ 分２７ ．１秒  
イ  北緯 ３２度３３分３３．９ 秒、東 経１３０度２３ 分５１ ．４秒  
ウ  北緯 ３２度３３分２９．３ 秒、東 経１３０度２３ 分５１ ．９秒  
エ  北緯 ３２度３３分２８．１ 秒、東 経１３０度２３ 分２７ ．４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は毎年５月１５ 日までに撤去しなけれ ばならない。  
 

漁場計画 番号  天区第６２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町維和地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区       

域  
  基点 １  熊本県漁場基点天 第４６号（上天草市大 矢野町茶臼島頂点）  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 登立大 潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点と
して右へ ３３２度・１，１６５ メートルのとこ ろ  

イ  基点 １と大潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３３８ 度・
１，００ ０メートルのところ  

ウ  基点 １と大潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３４３ 度３０
分・８２ ５メートルのところ  

エ  基点 １と大潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３４０ 度・７
９５メー トルのところ  

オ  基点 １と大潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３３５ 度１５
分・９６ ０メートルのところ  

カ  基点 １と大潟船着場突堤先 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３３０ 度・
１，１４ ０メートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７８号 （天草市深海町 長瀬鼻 南端）  
ア  基点 １と天草市深海町下馬 刀島北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３２８

度１５分 ・２２５メートルのと ころ  
イ  基点 １と下馬刀島北端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１５度 ・２０ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と下馬刀島北端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２９度 ３０分 ・１１

０メート ルのところ  
エ  基点 １と下馬刀島北端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３０９ 度１５ 分・１

５０メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９５号 （天草市深海町 字出目 １５９５の１番 地東端 ）  
ア  基点 １と天草市深海町鶴崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３５ ８度・

１，１０ ０メートルのところ  



  

 
 

イ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５６度・ １，０ ７５メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５１度３ ０分・ １，２
２５メー トルのところ  

エ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５３度３ ０分・ １，２
５０メー トルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９５号 （天草市深海町 字出目 １５９５の１番 地東端 ）  
ア  基点 １と天草市深海町鶴崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３５ ３度・

５１５メ ートルのところ  
イ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５０度３ ０分・ ６９０

メートル のところ  
ウ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５５度１ ５分・ ７００

メートル のところ  
エ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５９度３ ０分・ ５３０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９５号 （天草市深海町 字出目 １５９５の１番 地東端 ）  
ア  基点 １と天草市深海町鶴崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３１ ０度・

３００メ ートルのところ  
イ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３３度・ ５３０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５６度・ ４６０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４８度・ １９０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町樋島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２２分５１．２ 秒、東 経１３０度２６ 分２． ８秒  



  

 
 

イ  北緯 ３２度２２分４３．７ 秒、東 経１３０度２５ 分５７ ．４秒  
ウ  北緯 ３２度２２分３９．２ 秒、東 経１３０度２６ 分６． ３秒  
エ  北緯 ３２度２２分４６．７ 秒、東 経１３０度２６ 分１１ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市龍ヶ岳町 樋島  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・くろめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町鬼池地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ２５号 （天草市五和町 鬼池シ ラタケ鼻北東端 ）  
ア  基点 １と天草市五和町宮津 漁港突 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３１度

２３分・ ７８メートルのところ  
イ  基点 １と宮津漁港突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３５５ 度５１ 分・５

６メート ルのところ  
ウ  基点 １と宮津漁港突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４９ 度９分 ・２５

６メート ルのところ  
エ  基点 １と宮津漁港突端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１度３ ７分・ ２５４

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６５２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・くろめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町鬼池地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ２６号 （天草市五和町 鬼池引 坂松原鼻突端）  
ア  基点 １と天草市五和町鬼池 宮津鼻 北端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５

６度・１ ，２５５メートルのと ころ  
イ  基点 １と宮津鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５８度 ３０分 ・１，

２５０メ ートルのところ  
ウ  基点 １と宮津鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２６９度 ３０分 ・４５

メートル のところ  
エ  基点 １と宮津鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２６９度 ３０分 ・９５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  天区第６５３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・くろめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年５月１５日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町鬼池地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ２６号 （天草市五和町 鬼池引 坂松原鼻突端）  
ア  基点 １と天草市五和町鬼池 と同町 二江との境界付 近北端 を見通した線か ら基点 １を基

点として 右へ６度３０分・３２ ５メートルのと ころ  
イ  基点 １と鬼池と二江との境 界付近 北端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５

５度３０ 分・３３０メートルの ところ  
ウ  基点 １と鬼池と二江との境 界付近 北端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１度



  

 
 

・１，１ ２５メートルのところ  
エ  基点 １と鬼池と二江との境 界付近 北端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５度

・１，１ ２５メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月１ ５日までに撤去しなけ ればならない。  
 

漁場計画 番号  天区第６６１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・ひじき養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１７分１７．４ 秒、東 経１３０度９分 ３７． ２秒  
イ  北緯 ３２度１７分１４．４ 秒、東 経１３０度９分 ４１． ７秒  
ウ  北緯 ３２度１７分４０．０ 秒、東 経１３０度１０ 分５． ２秒  
エ  北緯 ３２度１７分４３．０ 秒、東 経１３０度１０ 分０． ７秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 

漁場計画 番号  天区第６８１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・かき養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ４号（ 上天草市大矢野 町手取 島山頂）  
基点２  熊本県漁場基点天第２ ０号（ 大矢野町野釜漁 港東側 防波堤南側突端 ）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４７度・１ ００メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８２度・７ ３０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４３度・１ ，０１ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２０４度・７ １０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。   
 
漁場計画 番号  天区第６８２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・かき養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３４分２．５秒 、東経 １３０度２７分 ２０． ３秒  
イ  北緯 ３２度３４分１．４秒 、東経 １３０度２７分 ２２． ６秒  
ウ  北緯 ３２度３４分６．７秒 、東経 １３０度２７分 ２６． ３秒  
エ  北緯 ３２度３４分７．８秒 、東経 １３０度２７分 ２３． ９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第７０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
ア  北緯 ３２度３４分２３．６ 秒、東 経１３０度２５ 分１秒  
イ  北緯 ３２度３４分２３．２ 秒、東 経１３０度２５ 分２秒  
ウ  北緯 ３２度３４分２９．７ 秒、東 経１３０度２５ 分８秒  
エ  北緯 ３２度３４分３０．１ 秒、東 経１３０度２５ 分７． ５秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３２分５２．１ 秒、東 経１３０度２５ 分５． ５秒  
イ  北緯 ３２度３２分５１．５ 秒、東 経１３０度２５ 分５． ３秒  
ウ  北緯 ３２度３２分５１．１ 秒、東 経１３０度２５ 分７． ６秒  
エ  北緯 ３２度３２分５１．７ 秒、東 経１３０度２５ 分７． ８秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
 
漁場計画 番号  天区第７０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町御領地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３２分１２．６ 秒、東 経１３０度１１ 分３８ ．８秒  
イ  北緯 ３２度３２分１２．２ 秒、東 経１３０度１１ 分３８ ．７秒  
ウ  北緯 ３２度３２分１１．８ 秒、東 経１３０度１１ 分４０ ．２秒  
エ  北緯 ３２度３２分１２．２ 秒、東 経１３０度１１ 分４０ ．３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。   
 
漁場計画 番号  天区第７０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町御領地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
ア  北緯 ３２度３２分２１．５ 秒、東 経１３０度１１ 分３６ ．７秒  
イ  北緯 ３２度３２分２１．５ 秒、東 経１３０度１１ 分３３ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度３２分２３．４ 秒、東 経１３０度１１ 分３３ ．６秒  
エ  北緯 ３２度３２分２８．０ 秒、東 経１３０度１１ 分３５ ．１秒  
オ  北緯 ３２度３２分２８．０ 秒、東 経１３０度１１ 分３７ ．４秒  
カ  北緯 ３２度３２分２３．４ 秒、東 経１３０度１１ 分３８ ．２秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市五和町  
４  条件  港湾管理者及び漁港 管理者が行う事業の施 行に対しては、正当な 理由が なければこれ

を拒んで はならない。  
 
漁場計画 番号  天区第７０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町御領地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３２分２７．２ 秒、東 経１３０度１１ 分３４ ．８秒  
イ  北緯 ３２度３２分２２．０ 秒、東 経１３０度１１ 分３２ ．５秒  
ウ  北緯 ３２度３２分２２．０ 秒、東 経１３０度１１ 分３１ ．７秒  
エ  北緯 ３２度３２分２７．２ 秒、東 経１３０度１１ 分３４ ．０秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  



  

 
 

３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の実施に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  ひとえぐさ支柱 式養殖 業  

(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区     

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア  基点 １と天草郡苓北町富岡 曲崎南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３３７

度・９６ ０メートルのところ  
イ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３２６度・ １，０ ２５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３７度５ ０分・ １，５

００メー トルのところ  
エ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４４度５ ０分・ １，４

２０メー トルのところ  
オ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３８度・ １，０ ５０メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３９度・ １，０ ４５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  

(１ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな
い。  

(２ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。   
 

漁場計画 番号  天区第７０７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ６２号 （天草市牛深町 下須島 馬込鼻北端）  
ア  基点 １と天草市牛深町牛島 北西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ２度・

３９０メ ートルのところ  
イ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６４度・ ３７４ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６６度３ ０分・ ３４５

メートル のところ  
エ  基点 １と牛島北西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２０度・ ３５６ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市牛深町  
 
漁場計画 番号  天区第７０８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１３分６．５秒 、東経 １３０度０分１ ３．２ 秒  
イ  北緯 ３２度１３分５．９秒 、東経 １３０度０分１ ３．７ 秒  
ウ  北緯 ３２度１３分７．８秒 、東経 １３０度０分１ ６．８ 秒  
エ  北緯 ３２度１３分８．３秒 、東経 １３０度０分１ ６．４ 秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町  

 
漁場計画 番号  天区第７０９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市牛深 町地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
ア  北緯 ３２度１３分８．７秒 、東経 １３０度０分８ 秒  
イ  北緯 ３２度１３分８．２秒 、東経 １３０度０分７ ．５秒  
ウ  北緯 ３２度１３分６．８秒 、東経 １３０度０分９ ．４秒  
エ  北緯 ３２度１３分７．３秒 、東経 １３０度０分９ ．９秒   

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町  
 
漁場計画 番号  天区第７１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

（１）  漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  ひとえぐさ支柱式養殖 業  
（２）  漁業の時期  ８月２０ 日から翌年４月３０日 まで  
（３）  漁場の位置  天草市牛 深町地先  
（４）  漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線によって 囲まれ た区域  

ア  北緯 ３２度１０分２６．５ 秒、東 経１３０度２分 ２６． ４秒  
イ  北緯 ３２度１０分２６．５ 秒、東 経１３０度２分 ３０． ０秒  
ウ  北緯 ３２度１０分２５．８ 秒、東 経１３０度２分 ３０． ０秒  
エ  北緯 ３２度１０分２５．８ 秒、東 経１３０度２分 ２６． ４秒   

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市牛深町  
 
漁場計画 番号  天区第７１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９２号 （天草市深海町 椎木崎 ５３３２の２の 北東端 角から
南へ１１ メートルのところ）  

ア  基点 １から真方位３４９度 ４５分 ・３１０メート ル  
イ  基点 １から真方位３５３度 ４５分 ・３１０メート ル  
ウ  基点 １から真方位１１度４ ５分・ ６５メートル  
エ  基点 １から真方位３５２度 １５分 ・６０メートル  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
 
漁場計画 番号  天区第７１２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７８号 （天草市深海町 長瀬鼻 南端）  
ア  基点 １と天草市深海町キヨ タノ鼻 北東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ９

０度３０ 分・７５メートルのと ころ  
イ  基点 １とキヨタノ鼻北東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ７ ８度１ ５分・

６０メー トルのところ  
ウ  基点 １とキヨタノ鼻北東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ６ １度１ ５分・

１５５メ ートルのところ  
エ  基点 １とキヨタノ鼻北東端 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ６ ９度・ １６０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
 
漁場計画 番号  天区第７１３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１５分５８．４ 秒、東 経１３０度６分 ３５． ７秒  
イ  北緯 ３２度１５分５７．６ 秒、東 経１３０度６分 ３７． ８秒  
ウ  北緯 ３２度１５分５４．７ 秒、東 経１３０度６分 ３５． ９秒  
エ  北緯 ３２度１５分５５．７ 秒、東 経１３０度６分 ３３． ７秒   

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら



  

 
 

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７１４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９５号 （天草市深海町 字出目 １５９５の１番 地東端 ）  
ア  基点 １と天草市深海町鶴崎 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３５ 度３０

分・８５ メートルのところ  
イ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２１度１５ 分・８ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１４度４５ 分・１ ８０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と鶴崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２１度４５ 分・１ ８５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７１５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７８号 （天草市深海町 長瀬鼻 南端）  
ア  基点 １から真方位２２７度 ４２分 ・２０５メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２２３度 １２分 ・２０５メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２２１度 ４２分 ・４０７メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２２３度 ４２分 ・４０７メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市深海町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７１６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７０号 （天草市河浦町 宮野河 内乗田上平港乗 田南側 防波堤
の旧防波 堤取付基部から防波堤 に沿って北へ３ ８メー トルのところ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島西 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ６４度１５分 ・４４ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５９度４５分 ・４３ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５２度３０分 ・９３ ０メー

トルのと ころ  
エ   基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５４度２５分 ・９３ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７１７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７０号 （天草市河浦町 宮野河 内乗田上平港乗 田南側 防波堤



  

 
 

の旧防波 堤取付基部から防波堤 に沿って北へ３ ８メー トルのところ）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内産 島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４

８度１５ 分・９５メートルのと ころ  
イ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４３度４５ 分・１ ００メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ６０度３０ 分・３ ９５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ６１度３０ 分・３ ９５メ

ートルの ところ  
２  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
３  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 

漁場計画 番号  天区第７１８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１０４度４５ 分・７ ２０メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１０２度３０ 分・７ ２０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１０１度４５ 分・７ ８０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１０４度・７ ８５メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７１９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１１４度３０ 分・５ ００メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１１１度・４ ９０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１０９度４５ 分・５ ８５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１１２度３０ 分・５ ９５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 

漁場計画 番号  天区第７２０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内上 平久瀬東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右



  

 
 

へ２８度 ・１４５メートルのと ころ  
イ  基点 １と久瀬東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２３度・１ ３５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と久瀬東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１２度３０ 分・２ １０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と久瀬東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１５度３０ 分・２ １５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４２度・３ ０５メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４７度・２ ９０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４３度３０ 分・２ ３５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２３６度３０ 分・２ ５５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５０度・４ ３５メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５４度・４ ２５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２５３度４５ 分・３ ７０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４８度１５ 分・３ ８０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７５号 （天草市河浦町 宮野河 内南本郷越地防 波堤南 東端）  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から  

東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１９度３０ 分・３ ３５メ

ートルの ところ  



  

 
 

イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２１度３０ 分・４ ０５メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２４度４５ 分・４ ０５メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２３度１５ 分・３ ３０メ
ートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９４度・５ ８０メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９６度１５ 分・６ ６５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９９度・６ ５０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９７度１５ 分・５ ６０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７６号 （天草市河浦町 宮野河 内女岳白瀬鼻南 端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内紅 鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

３１０度 ４５分・１５０メート ルのところ  
イ  基点 １と紅鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２５度 ３０分 ・２２

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と紅鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３０度 ・２１ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と紅鼻南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１６度 ・１４ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７６号 （天草市河浦町 宮野河 内女岳白瀬鼻南 端）  
ア  基点 １と天草市河浦町紅葉 ケ鼻南 西端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４

３度３０ 分・３８０メートルの ところ  
イ  基点 １と紅葉ケ鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ３４ ６度・ ４２０

メートル のところ  
ウ  基点 １と紅葉ケ鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ３５ ０度４ ５分・

４０５メ ートルのところ  
エ  基点 １と紅葉ケ鼻南西端を 見通し た線から基点１ を基点 として右へ３４ ８度３ ０分・



  

 
 

３６５メ ートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７７号 （天草市河浦町 宮野河 内女岳紅鼻南端 ）  
ア  基点 １と河浦町宮野河内女 岳ウツ ボ鼻西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

３１９度 ３０分・８０メートル のところ  
イ  基点 １とウツボ鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３０８ 度１５ 分・９

０メート ルのところ  
ウ  基点 １とウツボ鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３１８ 度・１ ２５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １とウツボ鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３２９ 度・１ １０メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内産 島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点
として右 へ１度４５分・１，１ ０５メートルの ところ  

イ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１０ 度４５
分・１， １７５メートルのとこ ろ  

ウ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１１ 度３０
分・１， １４５メートルのとこ ろ  

エ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２度 １５分
・１，０ ７０メートルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島東 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８度３０分 ・１， １３５

メートル のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１９度・１， １７０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２２度１５分 ・１， １６０

メートル のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２１度４５分 ・１， １２５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら



  

 
 

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内産 島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点
として右 へ１６度４５分・１， １６５メートル のとこ ろ  

イ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２６ 度１０
分・１， １３２メートルのとこ ろ  

ウ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２６ 度５分
・１，１ １２メートルのところ  

エ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１６ 度３０
分・１， １５０メートルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８０号 （天草市河浦町 上平港 南側防波堤南側 取付基 部から
東へ防波 堤に沿って１４５．８ メートルのとこ ろ）  

ア  基点 １と天草市河浦町産島 北側防 波堤北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右
へ２９度 ・１，１８２メートル のところ  

イ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ４２ 度３０
分・１， ４３３メートルのとこ ろ  

ウ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ４３ 度２０
分・１， ４１２メートルのとこ ろ  

エ  基点 １と産島北側防波堤北 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２９ 度４０
分・１， １５８メートルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７９号 （天草市深海町 と同市 河浦町宮野河内 との海 岸線に
おける漁 業権の境界）  

ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内産 島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３
３３度５ 分・１，２７０メート ルのところ  

イ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４５度１ ５分・ １，３
１０メー トルのところ  

ウ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４５度３ ０分・ １，２
７８メー トルのところ  

エ  基点 １と産島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３３度５ 分・１ ，２４
１メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７３３号  
１  免許 の内容たるべき事項  



  

 
 

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７９号 （天草市深海町 と同市 河浦町宮野河内 との海 岸線に
おける漁 業権の境界）  

基点２  天草市河浦町宮野河内 産島南 西端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５８度３０ 分・１ ，５９

０メート ルのところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５９度３０ 分・１ ，８４

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ０度３０分・ １，８ ４０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５９度３０ 分・１ ，５８

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区     

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ８１号 （天草市河浦町 上的島 灯台）  
基点２  天草市河浦町宮野河内 産島南 端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１１度・８３ ０メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５９度・１ ，２３ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５８度３０ 分・１ ，６９

０メート ルのところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５９度３０ 分・１ ，６９

５メート ルのところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ０度３０分・ １，２ ４０メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１３度・８５ ０メー トルの

ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ８１号 （天草市河浦町 上的島 灯台）  
基点２  天草市河浦町宮野河内 産島南 東端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４７度・６ ９５メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３５度３０ 分・７ ６０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２４度・７ ９０メ ートル

のところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３０６度・７ ８５メ ートル

のところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３０６度３０ 分・８ ２０メ

ートルの ところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２４度・８ ２０メ ートル

のところ  
キ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３６度３０ 分・７ ９０メ

ートルの ところ  
ク  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４８度１５ 分・７ ２０メ

ートルの ところ  



  

 
 

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区    

域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ７４号 （天草市河浦町 産島ツ キワケ鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内梶 木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

３４４度 ３０分・５０メートル のところ  
イ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２８度 ３０分 ・２０

メートル のところ  
ウ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２８３度 １５分 ・１０

０メート ルのところ  
エ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３０９度 ・３９ ０メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１４度 ５０分 ・３９

０メート ルのところ  
カ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３０３度 ・９５ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市河浦町宮野河内 梶木崎 灯台  
基点２  天草市河浦町宮野河内 桐ノ木 崎南端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１３度４５ 分・１ １５メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２７度・１ ２５メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８度４５分 ・７０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１３度１５分 ・３０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市河浦町宮野河内 梶木崎 灯台  
基点２  天草市河浦町宮野河内 桐ノ木 崎南端  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２９度・３ ２０メ ートル

のところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３３度４５ 分・３ １０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３１３度４５ 分・１ ８０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３０７度１５ 分・２ ００メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７３９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  



  

 
 

(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７４号 （天草市河浦町 産島ツ キワケ鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内女 岳梶木崎灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として

右へ１６ 度１５分・９６７メー トルのところ  
イ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２５度・ ９２２ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２４度３ ０分・ ８９２

メートル のところ  
エ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１５度３ ０分・ ９３７

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７４０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区    

域  
基点１  熊本県漁場基点天第３ ７４号 （天草市河浦町 産島ツ キワケ鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内女 岳梶木崎灯台を 見通し た線から基点１ を基点 として

右へ３９ 度１５分・１，４００ メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と梶木崎灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４０度２ ０分・ １，３

８０メー トルのところ  
ウ  基点 １と天草市河浦町宮野 河内女 岳桐ノ木崎鼻南 端を見 通した線から基 点１を 基点と

して右へ ３５度５０分・１，２ ７７メートルの ところ  
エ  基点 １と女岳桐ノ木崎鼻南 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３１度 ４５分

・１，１ ０２メートルのところ  
オ  基点 １と女岳桐ノ木崎鼻南 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３０度 ２０分

・１，１ ２０メートルのところ  
カ  基点 １と女岳桐ノ木崎鼻南 端を見 通した線から基 点１を 基点として右へ ３４度 ４０分

・１，３ ００メートルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
 
漁場計画 番号  天区第７４１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ７８号 （天草市河浦町 女岳外 漁港西防波堤南 側基部 ）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内上 的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

５０度・ ７０メートルのところ  
イ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４６度・ ２７０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５０度・ ２７０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ６３度・ ７０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で       
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ８０号 （天草市河浦町 宮野河 内女岳棚水南東 端）  
ア  基点 １と天草市河浦町宮野 河内上 的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ

６度４５ 分・２５メートルのと ころ  



  

 
 

イ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４２度 ４５分 ・３５
メートル のところ  

ウ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２４度３ ０分・ ２２５
メートル のところ  

エ  基点 １と上的島灯台を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２８度４ ５分・ ２２５
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分１０．１ 秒、東 経１３０度９分 ２６． ２秒  
イ  北緯 ３２度１８分９．１秒 、東経 １３０度９分２ ５．９ 秒  
ウ  北緯 ３２度１８分７．８秒 、東経 １３０度９分３ ０．４ 秒  
エ  北緯 ３２度１８分８．８秒 、東経 １３０度９分３ ０．６ 秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町宮野河内地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分８．３秒 、東経 １３０度９分５ ．６秒  
イ  北緯 ３２度１８分７．４秒 、東経 １３０度９分６ ．４秒  
ウ  北緯 ３２度１８分９．２秒 、東経 １３０度９分９ ．４秒  
エ  北緯 ３２度１８分１０．１ 秒、東 経１３０度９分 ８．６ 秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市河浦町宮 野河内  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
 
漁場計画 番号  天区第７４５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で   
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ８９号 （天草市新和町 親崎南 端）  
ア  基点 １と天草市新和町宮島 北端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１３ 度３０

分・８４ ０メートルのところ  
イ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ１６度・８ ７０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２４度３０ 分・７ ９０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と宮島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２２度・７ ５０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件   漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ９４号 （天草市新和町 宮地二 本木丸瀬鼻南端 ）  
ア  基点 １と鹿児島県長島町待 島三角 点を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５１

度・３０ メートルのところ  
イ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１８度 ・２０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２９１度 ・６５ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２９２度 ３０分 ・６５

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ９５号 （天草市新和町 上的島 灯台と熊本県漁 場基点 天第３
７８号（ 女岳外漁港西防波堤南 側基部）を見通 した線 から上的島灯台 を基点 として 右へ
２２度１ ０分の線が天草市新和 町立の陸岸と交 わると ころ）  

ア  基点 １と鹿児島県長島町待 島三角 点を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ５５度
・５９０ メートルのところ  

イ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３７度３ ０分・ ３５メ
ートルの ところ  

ウ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１１度３ ０分・ ５０メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５３度・ ５９０ メート
ルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ９５号 （天草市新和町 上的島 灯台と熊本県漁 場基点 天第３
７８号（ 女岳外漁港西防波堤南 側基部）を見通 した線 から上的島灯台 を基点 として 右へ
２２度１ ０分の線が天草市新和 町立の陸岸と交 わると ころ）  

ア  基点 １と天草市新和町立の 鼻東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ３４度
・４０５ メートルのところ  

イ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３７度 ・４０ ５メー
トルのと ころ  

ウ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４１度 ３０分 ・１０
０メート ルのところ  

エ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２９度 ３０分 ・１０
０メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７４９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区    

域  
基点１  基点２から天草市新和 町立の 鼻南東端を見通 した線 から右へ３５５ 度の線 が立の



  

 
 

鼻陸岸と 交わるところ  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ９５号 （天草市新和町 上的島 灯台と熊本県漁 場基点 天第３

７８号（ 女岳外漁港西防波堤南 側基部）を見通 した線 から上的島灯台 を基点 として 右へ
２２度１ ０分の線が天草市新和 町立の陸岸と交 わると ころ）  

ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１８度３０分 ・６３ ０メー
トルのと ころ  

イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ６度３０分・ ７３５ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ５度３０分・ １，１ ００メ
ートルの ところ  

エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ６度３０分・ １，１ ０５メ
ートルの ところ  

オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ８度３０分・ ７５０ メート
ルのとこ ろ  

カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ１９度３０分 ・６５ ５メー
トルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市新和町小宮地立 漁港沖 防波堤突端  
ア  基点 １と天草市新和町立の 鼻東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ３２度

３０分・ ４００メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３６度 ・３９ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１７度 ・２２ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と立の鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３１３度 ・２３ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市新和町小宮地立 漁港沖 防波堤北東端  
ア  基点 １と鹿児島県長島町待 島三角 点を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２３５

度２０分 ・３８３メートルのと ころ  
イ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２３２度 ４９分 ・４０

１メート ルのところ  
ウ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２５４度 ５９分 ・６２

４メート ルのところ  
エ  基点 １と待島三角点を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２５７度 ５分・ ６１７

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  



  

 
 

基点１  基点２から天草市新和 町立の 鼻南端を見通し た線が 上立の鼻と交わ るとこ ろ  
基点２  熊本県漁場基点天第１ ９５号 （天草市新和町 上的島 灯台と熊本県漁 場基点 天第３

７８号（ 女岳外漁港西防波堤南 側基部）を見通 した線 から上的島灯台 を基点 として 右へ
２２度１ ０分の線が天草市新和 町立の陸岸と交 わると ころ）  

ア  基点 １と天草市新和町立の 鼻南東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ４２度
３０分・ ３９５メートルのとこ ろ  

イ  基点 １と立の鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４４度 ・３７ ０メー
トルのと ころ  

ウ  基点 １と立の鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ１度・ ３９５ メート
ルのとこ ろ  

エ  基点 １と立の鼻南東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２度３ ０分・ ４１５
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区    

域  
ア  北緯 ３２度１９分３２．３ 秒、東 経１３０度１１ 分５９ ．１秒  
イ  北緯 ３２度１９分２９．７ 秒、東 経１３０度１２ 分１５ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度１９分２８．９ 秒、東 経１３０度１２ 分１５ ．５秒  
エ  北緯 ３２度１９分３１．３ 秒、東 経１３０度１２ 分０． ５秒  
オ  北緯 ３２度１９分３０．１ 秒、東 経１３０度１２ 分０． ４秒  
カ  北緯 ３２度１９分３０．３ 秒、東 経１３０度１１ 分５８ ．９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分５０．９ 秒、東 経１３０度１０ 分１４ ．１秒  
イ  北緯 ３２度１８分５０．０ 秒、東 経１３０度１０ 分１３ ．０秒  
ウ  北緯 ３２度１８分４７．７ 秒、東 経１３０度１０ 分１５ ．７秒  
エ  北緯 ３２度１８分４８．７ 秒、東 経１３０度１０ 分１６ ．８秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町小宮地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分４７．４ 秒、東 経１３０度１０ 分１６ ．９秒  
イ  北緯 ３２度１８分４７．２ 秒、東 経１３０度１０ 分１５ ．７秒  
ウ  北緯 ３２度１８分４１．０ 秒、東 経１３０度１０ 分１６ ．８秒  
エ  北緯 ３２度１８分４１．１ 秒、東 経１３０度１０ 分１８ ．０秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の実施に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではな     

らない。  
 
漁場計画 番号  天区第７５６号  
１  免許 の内容たるべき事項  



  

 
 

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ及びアを 順次に 結んだ線に

よって囲 まれた区域  
  ア  北緯３２度１９分５７ ．８秒、東経１３０度 １２分１２．５秒  

イ  北緯 ３２度１９分４６．２ 秒、東 経１３０度１２ 分１０ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度１９分３７．９ 秒、東 経１３０度１２ 分６． ２秒  
エ  北緯 ３２度１９分３７．５ 秒、東 経１３０度１２ 分７． ４秒  
オ  北緯 ３２度１９分４５．９ 秒、東 経１３０度１２ 分１２ ．０秒  
カ  北緯 ３２度１９分４６．３ 秒、東 経１３０度１２ 分１２ ．１秒  
キ  北緯 ３２度１９分４６．２ 秒、東 経１３０度１２ 分１３ ．６秒  
ク  北緯 ３２度１９分５５．８ 秒、東 経１３０度１２ 分１５ ．１秒  
ケ  北緯 ３２度１９分５６．０ 秒、東 経１３０度１２ 分１３ ．６秒  
コ  北緯 ３２度１９分５７．６ 秒、東 経１３０度１２ 分１３ ．８秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７５７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区   

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ９６号 （天草市新和町 横島瀬 鼻南端）から天 草市新 和町惣

津島東端 を見通した線の延長が 上立の鼻陸岸と 交わる ところ  
ア  基点 １と天草市新和町惣津 島東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ２６度

３０分・ ７０５メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２７度 ・７３ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３６度 ・７４ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５０度 ３０分 ・１，

０２０メ ートルのところ  
オ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３５２度 ・１， ０００

メートル のところ  
カ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３７度 ・７１ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７５８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  基点２と天草市新和町 惣津島 北端を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ４３
度の線が 最大高潮時海岸線と交 わるところ  

基点２  熊本県漁場基点天第４ ０９号 （天草市新和町 大多尾 向惣津鼻東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３１度３０ 分・１ ３０メ

ートルの ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３２９度３０ 分・１ １０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８５度３０ 分・３ ４０メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９０度・３ ５０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７５９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ０９号 （天草市新和町 大多尾 向惣津鼻東端）  
ア  基点 １と天草市新和町惣津 島北端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ８ ８度・

４０メー トルのところ  
イ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４度・ ９０メ ートル

のところ  
ウ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４１度３ ０分・ １１０

メートル のところ  
エ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９３度・ ６０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０９号 （天草市新和町 大多尾 向惣津鼻東端）  
ア  基点 １と天草市新和町惣津 島北端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ４ ３度・

１２０メ ートルのところ  
イ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４３度・ ２１０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ４８度・ ２１０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と惣津島北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５２度３ ０分・ １２０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ及びアを 順次に 結んだ線に

よって囲 まれた区域  
基点１  熊本県漁場基点天第４ ０９号 （天草市新和町 大多尾 向惣津鼻東端）  
ア  基点 １と天草市新和町大多 尾漁港 南側防波堤南側 取付基 部を見通した線 から基 点１を

基点とし て右へ５４度３０分・ １２５メートル のとこ ろ  
イ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ６６度 ・１２０メートルのと ころ  
ウ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ２８１ 度３０分・４５メート ルのところ  
エ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３１１ 度３０分・９０メート ルのところ  
オ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３４８ 度・１５０メートルの ところ  
カ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３４６ 度・３６０メートルの ところ  
キ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３４９ 度３０分・３６０メー トルのところ  
ク  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３５６ 度・１５０メートルの ところ  
ケ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３２６ 度３０分・７０メート ルのところ  
コ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 側取付基部を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３１５ 度３０分・４５メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ９６号 （天草市新和町 横島瀬 鼻南端）  
ア  基点 １と天草市新和町惣津 島東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ１ ７度３

０分・３ ，１１０メートルのと ころ  
イ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１７度・ ３，０ ９０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９度・３ ，５０ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と惣津島東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ９度３０ 分・３ ，５１

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７６３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０９号 （天草市新和町 大多尾 向惣津鼻東端）  
ア  基点 １と天草市新和町大多 尾漁港 南側防波堤南東 角を見 通した線から基 点１を 基点と

して右へ ３５３度・１，６３５ メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 東角を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５

４度・１ ，６３０メートルのと ころ  
ウ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 東角を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４

６度・１ ，２４０メートルのと ころ  
エ  基点 １と大多尾漁港南側防 波堤南 東角を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４

４度３０ 分・１，２５０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７６４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ９６号 （天草市新和町 横島瀬 鼻南端）  
ア  基点 １と天草市新和町諏訪 七辺鼻 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ４５度

・１，２ ９５メートルのところ  
イ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４４度・１ ，２８ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３６度・１ ，６２ ５メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３７度・１ ，６３ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７６５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ９６号 （天草市新和町 横島瀬 鼻南端）  
ア  基点 １と天草市新和町諏訪 七辺鼻 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ４５度

１５分・ １，２７５メートルの ところ  
イ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４５度３０ 分・１ ，２９

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５８度３０ 分・１ ，２１



  

 
 

５メート ルのところ  
エ  基点 １と七辺鼻を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３５８度３０ 分・１ ，２０

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区   

域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ９６号 （天草市新和町 横島瀬 鼻南端）  
ア  基点 １から真方位２７２度 ３３分 ・８８０メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２７０度 ３３分 ・８９０メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２７３度 １９分 ・１，０１７メ ートル のところ  
エ  基点 １から真方位２６９度 ・１， １７５メートル のとこ ろ  
オ  基点 １から真方位２７０度 １５分 ・１，１９０メ ートル のところ  
カ  基点 １から真方位２７５度 ２０分 ・１，０１７メ ートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０３号 （天草市新和町 大多尾 字中ノ尾４０３ ６番地 七辺鼻
北東端）  

ア  基点 １と天草市新和町横島 南端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３２ １度・
４８０メ ートルのところ  

イ  基点 １と横島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３８度・ ４１５ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と横島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３３７度・ ４００ メート
ルのとこ ろ  

エ  基点 １と横島南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１９度４ ５分・ ４７５
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７６８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ００号 （天草市新和町 天附鼻 南東端）  
ア  基点 １と天草市新和町小島 東端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ４６ 度３０

分・７９ ０メートルのところ  
イ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４２度３０ 分・７ ７０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４０度３０ 分・８ ７５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と小島東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ４４度・８ ９０メ ートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７６９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  



  

 
 

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
ア  北緯 ３２度２２分５０．９ 秒、東 経１３０度１３ 分１． ９秒  
イ  北緯 ３２度２２分４７．２ 秒、東 経１３０度１３ 分２． ５秒  
ウ  北緯 ３２度２２分４７．５ 秒、東 経１３０度１３ 分５． ６秒  
エ  北緯 ３２度２２分５１．２ 秒、東 経１３０度１３ 分５． ０秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７７０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ０３号 （天草市新和町 大多尾 樫浦北西端）  
ア  基点 １と天草市楠浦町赤鼻 北東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ５７度

・９０メ ートルのところ  
イ  基点 １と赤鼻北東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２５度 ・７０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と赤鼻北東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３２１度 ・１７ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と赤鼻北東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３３８度 ５０分 ・１８

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７７１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で         
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ を結んだ線と最大高潮 時海岸線によって囲ま れた区 域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ５５号 （天草市楠浦町 五色島 北西端）  
基点２  熊本県漁場基点天第４ ３５号 （天草市楠浦町 立浦鳴 子鼻東端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３３１度３０ 分・２ ，６７

４メート ルのところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１０９度・１ ，３２ ２メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７７２号   
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、 カ及び アを順次に結ん だ線に よって 囲まれた区

域   
ア  北緯 ３２度２３分３０．０ 秒、東経１３０度１３ 分７．５秒  
イ  北緯 ３２度２３分２８．６ 秒、東経１３０度１３ 分４．１秒  
ウ  北緯 ３２度２３分２５．７ 秒、東経１３０度１３ 分５．７秒  
エ  北緯 ３２度２３分２５．９ 秒、東経１３０度１３ 分６．４秒  
オ  北緯 ３２度２３分２８．３ 秒、東経１３０度１３ 分５．１秒  
カ  北緯 ３２度２３分２９．４ 秒、東経１３０度１３ 分７．９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７７３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２３分４６．６ 秒、東 経１３０度１２ 分３２ ．０秒  
イ  北緯 ３２度２３分４６．２ 秒、東 経１３０度１２ 分３１ ．７秒  



  

 
 

ウ  北緯 ３２度２３分４３．５ 秒、東 経１３０度１２ 分３６ ．４秒  
エ  北緯 ３２度２３分４３．８ 秒、東 経１３０度１２ 分３６ ．７秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市新和町  
 
漁場計画 番号  天区第７７４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町高戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２３分３１．６ 秒、東 経１３０度２３ 分５７ ．４秒  
イ  北緯 ３２度２３分３１．４ 秒、東 経１３０度２３ 分５７ ．６秒  
ウ  北緯 ３２度２３分３３．３ 秒、東 経１３０度２３ 分５８ ．７秒  
エ  北緯 ３２度２３分３３．４ 秒、東 経１３０度２３ 分５８ ．４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町（大道を除く）  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７７５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町高戸地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク、ケ、コ及びアを 順次に 結んだ線に

よって囲 まれた区域  
ア  北緯 ３２度２３分２０．５ 秒、東 経１３０度２３ 分５４ ．８秒  
イ  北緯 ３２度２３分２０．３ 秒、東 経１３０度２３ 分５５ ．２秒  
ウ  北緯 ３２度２３分２１．６ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．２秒  
エ  北緯 ３２度２３分２３．２ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．９秒  
オ  北緯 ３２度２３分２４．０ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．９秒  
カ  北緯 ３２度２３分２５．２ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．０秒  
キ  北緯 ３２度２３分２４．８ 秒、東 経１３０度２３ 分５５ ．６秒  
ク  北緯 ３２度２３分２３．８ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．５秒  
ケ  北緯 ３２度２３分２３．２ 秒、東 経１３０度２３ 分５６ ．５秒  
コ  北緯 ３２度２３分２１．７ 秒、東 経１３０度２３ 分５５ ．７秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市龍ヶ岳 町（大道を除く）  
４  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  天区第７７６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２０分１９．５ 秒、東 経１３０度１７ 分２５ ．３秒  
イ  北緯 ３２度２０分１９．３ 秒、東 経１３０度１７ 分２５ ．５秒  
ウ  北緯 ３２度２０分１８．５ 秒、東 経１３０度１７ 分２４ ．５秒  
エ  北緯 ３２度２０分１８．７ 秒、東 経１３０度１７ 分２４ ．３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区  天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平 及び越 地地区 を除く）  
 
漁場計画 番号  天区第７７７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１９分１４．９ 秒、東 経１３０度１８ 分４． ５秒  
イ  北緯 ３２度１９分１６．７ 秒、東 経１３０度１８ 分２． ３秒  
ウ  北緯 ３２度１９分１６．５ 秒、東 経１３０度１８ 分２． １秒  
エ  北緯 ３２度１９分１４．７ 秒、東 経１３０度１８ 分４． ３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  



  

 
 

 
漁場計画 番号  天区第７７８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ８月２０日 から翌年５月３１日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２０分１８．８ 秒、東 経１３０度１７ 分２４ ．２秒  
イ  北緯 ３２度２０分２０．６ 秒、東 経１３０度１７ 分２６ ．４秒  
ウ  北緯 ３２度２０分２０．５ 秒、東 経１３０度１７ 分２６ ．５秒  
エ  北緯 ３２度２０分１８．７ 秒、東 経１３０度１７ 分２４ ．３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  

 
漁場計画 番号  天区第８０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町阿村地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第６ ４号（ 上天草市松島町 船人島 北端）  
ア  基点 １から真方位２４０度 ３２分 ・２３９メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２２２度 ５分・ ２１５メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位２２０度 １３分 ・３１５メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２３２度 ５７分 ・３３０メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 阿村  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分２９．２ 秒、東 経１３０度２４ 分５８ ．８秒  
イ  北緯 ３２度３１分２７．２ 秒、東 経１３０度２５ 分０． ５秒  
ウ  北緯 ３２度３１分２２．５ 秒、東 経１３０度２４ 分５３ ．２秒  
エ  北緯 ３２度３１分２４．５ 秒、東 経１３０度２４ 分５１ ．４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 及び天草市有明町楠甫  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第７ ５号（ 上天草市松島町 仏島北 端と兄弟島頂点 を見通 した線
から仏島 北端を基点として右へ １２８度３０分 の線が 陸岸と交わると ころ（ 永浦島 赤禿
島南端） ）  

ア  基点 １から真方位２４５度 ３８分 ・２０１メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２２６度 ５４分 ・２２０メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２３８度 ５６分 ・４１１メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２４９度 ３分・ ４００メートル のとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町二江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度３２分５ ４．８秒、東経１３０ 度６分４６．３ 秒  



  

 
 

   イ  北緯３２度３２分５ １．１秒、東経１３０ 度６分４６．６ 秒  
   ウ  北緯３２度３２分５ ０．６秒、東経１３０ 度６分４２．０ 秒  
   エ  北緯３２度３２分５ ４．９秒、東経１３０ 度６分４１．７ 秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４０号 （天草市河浦町 崎津神 島北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻東端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ２ ０８度

・３２５ メートルのところ  
イ  基点 １と鬼塚鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２２４度 ３０分 ・２７

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と鬼塚鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２００度 ・１５ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と鬼塚鼻東端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１８４度 ・２３ ５メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号 （天草市河浦町 崎津名 越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町神島 西端を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ３２ ３度・

５６０メ ートルのところ  
イ  基点 １と神島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３２９度・ ４６０ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と神島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１４度・ ４１０ メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と神島西端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３１１度・ ５３０ メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８０７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市二浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度１７分５ ．４秒、東経１３０度 １分５０．７秒  
   イ  北緯３２度１７分５ ．４秒、東経１３０度 １分５１．７秒  
   ウ  北緯３２度１７分０ ．５秒、東経１３０度 １分５２．０秒  
   エ  北緯３２度１７分０ ．５秒、東経１３０度 １分５０．４秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  



  

 
 

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
 
漁場計画 番号  天区第８０８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市下浦 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ０１号 （天草市上血塚 島東端 ）  
ア  基点 １と天草市下浦町小島 頂点を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２８ ４度３

０分・１ ，０２０メートルのと ころ  
イ  基点 １と小島頂点を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２８７度１ ５分・ １，１

２５メー トルのところ  
ウ  基点 １と小島頂点を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３００度３ ０分・ １，０

４０メー トルのところ  
エ  基点 １と小島頂点を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９９度１ ５分・ ９２５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市楠浦町及 び下浦町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号   天区第８０９号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  真珠貝垂下式養 殖業  
 (２ ) 漁業の時期   １月１日 から１２月３１日まで  
 (３ ) 漁場の位置  天草市倉 岳町棚底地先  
 (４ ) 漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線に よって 囲まれ た区域  
   基 点１  熊本県漁場基点 天第２２５号（天草市 倉岳町棚底亀石 防波堤 突端の 南角）  
    基 点２  熊本県漁場基点 天第２２６号（ 天草市 倉岳町棚底小島 頂点）  
    ア  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ １３度 ・２８ ０メートルの

ところ  
   イ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３３２ 度・３ ０５メートル

のところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４３度１５ 分・５ ８５メ

ートルの ところ  
   エ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ７度・ ５５５ メートルのと

ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件   
  (１ ) 漁場区域の外縁に昼夜 間視認できる標識を設 置しなければな らない 。  
  (２ ) 港湾管理者が行う事業 の施行に対しては、正 当な理由がなけ ればこ れを拒 んではならな

い。  
 
漁場計画 番号   天区第８１０号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  真珠貝垂下式養 殖業  
 (２ ) 漁業の時期   １月１日 から１２月３１日まで  
 (３ ) 漁場の位置  天草市倉 岳町棚底地先  
 (４ ) 漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線に よって 囲まれ た区域  
   基 点１  熊本県漁場基点 天第２２５号（天草市 倉岳町棚底亀石 防波堤 突端の 南角）  
    基 点２  熊本県漁場基点 天第２２６号（ 天草市 倉岳町棚底小島 頂点）  
    ア  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ７度・ ５５５ メートルのと

ころ  
   イ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３４３ 度１５ 分・５８５メ

ートルの ところ  
    ウ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３４７ 度３０ 分・７６５メ

ートルの ところ  
   エ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ５度１ ５分・ ７４０メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件   
  (１ ) 漁場区域の外縁に昼夜 間視認できる標識を設 置しなければな らない 。  



  

 
 

  (２ ) 港湾管理者が行う事業 の施行に対しては、正 当な理由がなけ ればこ れを拒 んではならな
い。  

 
漁場計画 番号   天区第８１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  真珠貝垂下式養 殖業  
 (２ ) 漁業の時期   １月１日 から１２月３１日まで  
 (３ ) 漁場の位置  天草市倉 岳町棚底地先  
 (４ ) 漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線に よって 囲まれ た区域  
   基 点１  熊本県漁場基点 天第２２５号（天草市 倉岳町棚底亀石 防波堤 突端の 南角）  
    基 点２  熊本県漁場基点 天第２２６号（ 天草市 倉岳町棚底小島 頂点）  
    ア  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５７ 度３５ 分・７９５メ

ートルの ところ  
   イ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５８ 度１５ 分・９９５メ

ートルの ところ  
    ウ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ６度５ ０分・ １，００２メ

ートルの ところ  
   エ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ８度３ ０分・ ８０４メート

ルのとこ ろ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件   
  (１ ) 漁場区域の外縁に昼夜 間視認できる標識を設 置しなければな らない 。  
  (２ ) 港湾管理者が行う事業 の施行に対しては、正 当な理由がなけ ればこ れを拒 んではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８１２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町牧島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ７３号 （天草市御所浦 町牧島 奥法崎南西端）  
ア  基点 １から真方位３００度 ４５分 ・２１７メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２７３度 ・１５ ５メートルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２６７度 ４５分 ・１８４メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２９４度 ３０分 ・２３５メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町上地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ３号（ 上天草市大矢野 町中江 後北端）  
ア  基点 １から真方位３４９度 ２３分 ・８６０メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位３４０度 ２３分 ・８９０メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位３４２度 ２３分 ・９９０メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位３５１度 ２３分 ・９６０メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第７ ６号（ 上天草市松島町 横島西 端）  
ア  基点 １と上天草市松島町樋 合島南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３５７

度・９０ メートルのところ  
イ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４８度 ・２７ ０メー

トルのと ころ  



  

 
 

ウ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２３度１ ５分・ ３０５
メートル のところ  

エ  基点 １と樋合島南端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ５１度４ ５分・ ２４０
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 （阿村を除く）及び天 草市有明町楠甫  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １から真方位２９９度 ５０分 ・１２０メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２７０度 ５０分 ・１７０メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２８１度 ４２分 ・２１８メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位３０６度 ５３分 ・１８６メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア  基点 １と天草郡苓北町富岡 曲崎南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ５０度

３０分・ ８００メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３７度１５ 分・８ ６０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３９度４５ 分・９ ５５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と曲崎南端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ５１度４５ 分・９ ００メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア  基点 １と天草郡苓北町富岡 曲崎南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３３度

３０分・ ７００メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３８度 ４５分 ・８３

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４４度 ４５分 ・８０

０メート ルのところ  
エ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４１度 ・６６ ０メー

トルのと ころ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件    

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  



  

 
 

(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな
い。  

 
漁場計画 番号  天区第８２６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア  基点 １と天草郡苓北町富岡 曲崎南 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２６度

・７６０ メートルのところ  
イ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３１度 ４５分 ・８８

０メート ルのところ  
ウ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３８度 ４５分 ・８３

０メート ルのところ  
エ  基点 １と富岡曲崎南端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３度 ３０分 ・７０

０メート ルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９０号 （天草市天草町 大江軍 ヶ浦矢寄鼻東端 ）  
ア  基点 １から真方位２８度４ ５分・ ２６８メートル のとこ ろ  
イ  基点 １から真方位５４度１ ７分・ ２７８メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位１４０度 １０分 ・１０５メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位１５度５ ３分・ １１６メートル のとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４０号 （天草市河浦町 崎津神 島北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻北東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３２８

度３０分 ・４８８メートルのと ころ  
イ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３０ 度・５ ２８メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３４ 度・５ １８メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３３ 度・４ ７７メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８２９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４０号 （天草市河浦町 崎津神 島北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻北東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３３２



  

 
 

度３０分 ・４４５メートルのと ころ  
イ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３４ 度・５ １８メ

ートルの ところ                          
ウ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３４０ 度３０ 分・５

２０メー トルのところ                          
エ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３９ 度３０ 分・４

３５メー トルのところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 

漁場計画 番号  天区第８３０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４２号 （天草市河浦町 崎津名 越鼻北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻北端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ３ ５５度

１１分・ ３２３メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２度１５ 分・３ ５２メ

ートルの ところ                          
ウ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１０度４ ７分・ ３０１

メートル のところ                          
エ  基点 １と鬼塚鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３度３２ 分・２ ６６メ

ートルの ところ                                        
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ４０号 （天草市河浦町 崎津神 島北端）  
ア  基点 １と天草市河浦町鬼塚 鼻北東 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３３４

度・２８ ５メートルのところ  
イ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３５ 度・３ ２０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３７ 度・３ １５メ

ートルの ところ  
エ  基点 １と鬼塚鼻北東端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３６ 度・２ ７５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市河浦 町崎津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分３６．６ 秒、東 経１３０度２分 ３８． ６秒  
イ  北緯 ３２度１８分３６．１ 秒、東 経１３０度２分 ３９． ６秒  
ウ  北緯 ３２度１８分３５．６ 秒、東 経１３０度２分 ３９． ３秒  
エ  北緯 ３２度１８分３６．１ 秒、東 経１３０度２分 ３８． ３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市河浦町今 富及び崎津並びに二浦 町亀浦及び早浦  



  

 
 

４  条件  
(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
漁場計画 番号  天区第８３３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市魚貫 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ

た区域  
基点１  熊本県漁場基点天第１ ５４号 （天草市魚貫町 里浦須 崎鼻北西端）  
ア  基点 １から真方位２５４度 ４４分 ・４０メートル のとこ ろ  
イ  基点 １から真方位２０５度 ４４分 ・７０メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位２０９度 １４分 ・１３０メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位２４６度 ４４分 ・２１５メート ルのと ころ  
オ  基点 １から真方位３０９度 ４４分 ・１００メート ルのと ころ  
カ  基点 １から真方位２０度５ ０分・ １６０メートル のとこ ろ  
キ  基点 １から真方位５８度５ ０分・ １１５メートル のとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市魚貫町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市久玉 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ７０号 （天草市久玉町 山の浦 杉浦鼻北端）  
ア  基点 １と天草市久玉町山の 浦黒崎 東端を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８

２度３０ 分・３４５メートルの ところ  
イ  基点 １と黒崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９１度・ ２５５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と黒崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２７２度３ ０分・ ２２５

メートル のところ  
エ  基点 １と黒崎東端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２６８度４ ５分・ ３２５

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市久玉町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第１ ９８号 （天草市新和町 小島南 西端）  
ア  基点 １と天草市新和町横島 南西端 を見通した線か ら基点 １を基点として 右へ１ ４度・

５３０メ ートルのところ  
イ  基点 １と横島南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２２度１ ５分・ ６６５

メートル のところ  
ウ  基点 １と横島南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２８度４ ５分・ ６２５

メートル のところ  
エ  基点 １と横島南西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ２１度３ ０分・ ４８０

メートル のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  



  

 
 

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市新和 町大多尾地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第２ ００号（天草市新和町 天附鼻南東端）  
ア  基点 １と天草市新和町小島 東端を見通した線から 基点１を基点として右 へ８９ 度・２５

０メート ルのところ  
イ  基点 １と小島東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ６６度・３ ０５メ ートルの

ところ  
ウ  基点 １と小島東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ１１度１分 ・１８ ６メート

ルのとこ ろ  
エ  基点 １と小島東端を見通し た線から基点１を基点 として右へ６度１４分 ・６３ メートル

のところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市新和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８３７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町樋島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度２２分４３．７ 秒、東 経１３０度２５ 分５７ ．４秒  
イ  北緯 ３２度２２分３６．４ 秒、東 経１３０度２５ 分５２ ．３秒  
ウ  北緯 ３２度２２分３１．９ 秒、東 経１３０度２６ 分１． ２秒  
エ  北緯 ３２度２２分３９．２ 秒、東 経１３０度２６ 分６． ３秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町樋島  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８４１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ・かき垂下式養 殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町登立地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第４ ３号（ 上天草市大矢野 町登立 神崎鼻南端）  
ア  基点 １から真方位２９７度 ５０分 ・２２０メート ルのと ころ  
イ  基点 １から真方位２８２度 ５０分 ・２２９メート ルのと ころ  
ウ  基点 １から真方位２９０度 ５０分 ・３３５メート ルのと ころ  
エ  基点 １から真方位３００度 ５０分 ・３２０メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件    

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８４２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ・かき垂下式養 殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先   
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１４分５９．５ 秒、東 経１３０度５分 ４５． ８秒  
イ  北緯 ３２度１４分５８．３ 秒、東 経１３０度５分 ４５． ４秒  
ウ  北緯 ３２度１４分５７．８ 秒、東 経１３０度５分 ４８． ４秒  
エ  北緯 ３２度１４分５９．４ 秒、東 経１３０度５分 ４８． ９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  



  

 
 

 
漁場計画 番号   天区第８４３号  
１  免許 の内容たるべき事項  
 (１ ) 漁業種類及び漁業の名 称  第１種区画漁業  ひおうぎ・かき 垂下式 養殖業  
 (２ ) 漁業の時期   １月１日 から１２月３１日まで  
 (３ ) 漁場の位置  天草市倉 岳町棚底地先  
 (４ ) 漁場の区域  次のア、 イ、ウ、エ及びアを順 次に結んだ線に よって 囲まれ た区域  
   基 点１  熊本県漁場基点 天第２２５号（天草市 倉岳町棚底亀石 防波堤 突端の 南角）  
    基 点２  熊本県漁場基点 天第２２６号（ 天草市 倉岳町棚底小島 頂点）  
    ア  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５０ 度３０ 分・８０２メ

ートルの ところ  
   イ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５２ 度３０ 分・１，００

３メート ルのところ  
    ウ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５８ 度１５ 分・９９５メ

ートルの ところ  
   エ  基点１と基点２を見 通した線から基点１を 基点として右へ ３５７ 度３５ 分・７９５メ

ートルの ところ  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  天草市倉岳町  
４  条件   
  (１ ) 漁場区域の外縁に昼夜 間視認できる標識を設 置しなければな らない 。  
  (２ ) 港湾管理者が行う事業 の施行に対しては、正 当な理由がなけ ればこ れを拒 んではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ８号（ 上天草市大矢野 町中野 米カネカキ鼻北 東端（ 西大維
橋橋脚台 北側角基部））  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 横島北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２２５
度３０分 ・１２０メートルのと ころ  

イ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２０４度・ ３５０ メート
ルのとこ ろ  

ウ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２２４度１ ５分・ ４６５
メートル のところ  

エ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２４７度３ ０分・ ２６０
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区  上天草市大矢野 町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市大 矢野町中地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ８号（ 上天草市大矢野 町中野 米カネカキ鼻北 東端（ 西大維
橋橋脚台 北側角基部））  

ア  基点 １と上天草市大矢野町 横島北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ２９４
度３０分 ・３４５メートルのと ころ  

イ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２８２度３ ０分・ ３５５
メートル のところ  

ウ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２８６度４ ５分・ ６７０
メートル のところ  

エ  基点 １と横島北端を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２９３度１ ５分・ ６７０
メートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市大矢野 町  
４  条件   漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  



  

 
 

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３２分５０．５ 秒、東 経１３０度２４ 分２７ ．５秒  
イ  北緯 ３２度３２分５１．５ 秒、東 経１３０度２４ 分３２ ．１秒  
ウ  北緯 ３２度３２分４９．３ 秒、東 経１３０度２４ 分３２ ．７秒  
エ  北緯 ３２度３２分４８．４ 秒、東 経１３０度２４ 分２８ 秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町 及び天草市有明町楠甫  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市松 島町合津地先   
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分１４．７ 秒、東 経１３０度２３ 分３９ ．２秒  
イ  北緯 ３２度３１分１６．１ 秒、東 経１３０度２３ 分４０ ．４秒  
ウ  北緯 ３２度３１分１５．３ 秒、東 経１３０度２３ 分４１ ．６秒  
エ  北緯 ３２度３１分１４．０ 秒、東 経１３０度２３ 分４０ ．５秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   上天草市松島町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先   
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分４６．６ 秒、東 経１３０度２２ 分３８ ．２秒  
イ  北緯 ３２度３１分４１．３ 秒、東 経１３０度２２ 分３４ 秒  
ウ  北緯 ３２度３１分３９．２ 秒、東 経１３０度２２ 分４１ ．１秒  
エ  北緯 ３２度３１分４４．０ 秒、東 経１３０度２２ 分４４ ．９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町大 浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分４６．６ 秒、東 経１３０度２２ 分３８ ．２秒  
イ  北緯 ３２度３１分５２．０ 秒、東 経１３０度２２ 分３９ ．８秒  
ウ  北緯 ３２度３１分４９．６ 秒、東 経１３０度２２ 分４６ ．２秒  
エ  北緯 ３２度３１分４４．０ 秒、東 経１３０度２２ 分４４ ．９秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町大 浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分２０．０ 秒、東 経１３０度２２ 分３７ ．８秒  
イ  北緯 ３２度３１分１９．９ 秒、東 経１３０度２２ 分３９ ．６秒  



  

 
 

ウ  北緯 ３２度３１分１５．５ 秒、東 経１３０度２２ 分３８ ．３秒  
エ  北緯 ３２度３１分１５．８ 秒、東 経１３０度２２ 分３６ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町大 浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市有明 町大浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分１６．９ 秒、東 経１３０度２２ 分１１ ．７秒  
イ  北緯 ３２度３１分１６．８ 秒、東 経１３０度２２ 分１３ ．９秒  
ウ  北緯 ３２度３１分１３．７ 秒、東 経１３０度２２ 分１２ ．５秒  
エ  北緯 ３２度３１分１３．８ 秒、東 経１３０度２２ 分１０ ．６秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別   団体漁業権  
３  関係 地区   天草市有明町大 浦  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８５９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１   熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア   基点 １から真方位１１度・ ８８５ メートルのとこ ろ  
イ   基点 １から真方位１０度４ ５分・ ７８５メートル のとこ ろ  
ウ   基点 １から真方位３度３０ 分・８ ００メートルの ところ  
エ   基点 １から真方位４度４５ 分・９ ００メートルの ところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６０号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１   熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア   基点 １から真方位３３６度 ・５９ ０メートルのと ころ  
イ   基点 １から真方位３４２度 ４５分 ・７１０メート ルのと ころ  
ウ   基点 １から真方位３５３度 ４５分 ・６５０メート ルのと ころ  
エ   基点 １から真方位３４９度 ・５２ ０メートルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 

漁場計画 番号  天区第８６１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１   熊本県漁場基点天第１ ３３号 （天草郡苓北町 志岐川 河口右岸突堤北 端）  
ア   基点 １から真方位３３１度 ３０分 ・１，０７０メ ートル のところ  



  

 
 

イ   基点 １から真方位３４２度 １５分 ・９０５メート ルのと ころ  
ウ   基点 １から真方位３３６度 ・７９ ０メートルのと ころ  
エ   基点 １から真方位３２５度 １５分 ・９７５メート ルのと ころ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先   
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分２１．４ 秒、東 経１３０度２分 ３９． ４秒  
イ  北緯 ３２度３１分１６．６ 秒、東 経１３０度２分 ３８． ２秒  
ウ  北緯 ３２度３１分１５．７ 秒、東 経１３０度２分 ４２． ８秒  
エ  北緯 ３２度３１分２０．６ 秒、東 経１３０度２分 ４４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草郡苓北 町富岡地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３１分４３．７ 秒、東 経１３０度２分 ２３． ５秒  
イ  北緯 ３２度３１分４３．７ 秒、東 経１３０度２分 ２７． ０秒  
ウ  北緯 ３２度３１分４２．０ 秒、東 経１３０度２分 ２７． ０秒  
エ  北緯 ３２度３１分４２．０ 秒、東 経１３０度２分 ２３． ５秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草郡苓北町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 実施に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市天草 町大江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１８分２４．０ 秒、東 経１３０度０分 １５． ６秒  
イ  北緯 ３２度１８分２３．８ 秒、東 経１３０度０分 １５． ９秒  
ウ  北緯 ３２度１８分２１．０ 秒、東 経１３０度０分 １３． ８秒  
エ  北緯 ３２度１８分２１．２ 秒、東 経１３０度０分 １３． ４秒  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市天草町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  上天草市龍 ヶ岳町大道地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ９８号 （天草市御所浦 町猿子 島北東端）  
ア  基点 １から真方位３４３度 ９分・ １，６３９メー トルの ところ  
イ  基点 １から真方位３４９度 １３分 ・１，６４０メ ートル のところ  
ウ  基点 １から真方位３５１度 ２６分 ・１，３６３メ ートル のところ  
エ  基点 １から真方位３４３度 ３０分 ・１，３３１メ ートル のところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  



  

 
 

３  関係 地区   上天草市龍ヶ岳 町大道  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  天区第８６６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市御所 浦町御所浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点天第３ ６５号 （天草市御所浦 町牧島 漁港Ｂ防波堤突 端）  
ア  基点 １から真方位８０度・ ５４１ メートルのとこ ろ  
イ  基点 １から真方位８３度５ ０分・ ６３３メートル のとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位９１度２ ７分・ ６７７メートル のとこ ろ  
エ  基点 １から真方位９５度・ ６１８ メートルのとこ ろ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市御所浦町 （上脇、下脇、上竹地 、下竹地、外平及び越 地地区 を除く）  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８７１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ わび・うに養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市五和 町二江地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  天草市五和町二江漁港 須ノ脇 地区西側防波堤 取付基 部から防波堤に 沿って 北へ１
３９メー トルのところ  

ア  基点 １と天草市五和町通詞 島三角 点を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ １４度
３０分・ ８３６メートルのとこ ろ  

イ  基点 １と通詞島三角点を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２８度 １５分 ・９３
０メート ルのところ  

ウ  基点 １と通詞島三角点を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４６度 ３０分 ・６４
５メート ルのところ  

エ  基点 １と通詞島三角点を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ２９度 １５分 ・４９
５メート ルのところ  

２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市五和町  
４  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  天区第８８１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ・とさか・みりん ・もづ く養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  天草市深海 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

   ア  北緯３２度１５分２ ８．０秒、東経１３０ 度６分３７．０ 秒  
   イ  北緯３２度１５分２ ６．０秒、東経１３０ 度６分４０．９ 秒  
   ウ  北緯３２度１５分１ ２．１秒、東経１３０ 度６分３０．４ 秒  
   エ  北緯３２度１５分１ ３．８秒、東経１３０ 度６分２７．３ 秒  
２  個別 漁業権又は団体漁業権 の別  団体漁業権  
３  関係 地区   天草市深海町  
４  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
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漁場計画 番号  火共第１号  
１  免許 の内容たるべき事項    
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間                                       

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  
第１種  
共同漁業  
 
 
 
 
 
 
 
 

あおのり 漁業、わかめ漁業、て んぐさ漁業、おごのり
漁業、あ かにし漁業、さるぼう （もがい）漁業、かき
漁業、し じみ漁業、はまぐり漁 業、あさり漁業、しお
ふき（ば がい）漁業、あげまき 漁業、まてがい漁業、
たこ漁業 、あなじゃこ（しゃく ）漁業、えむし漁業  

１ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  

たいらぎ 漁業、おおのがい漁業  １０月１日から 
翌年５月３１日まで 

なまこ漁 業  
 

１０月１日から 
翌年３月３１日まで 

第２種  
共同漁業  
 
 
 
 

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚羽瀬漁業、雑魚江羽
瀬漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 

しらうお 江張網漁業  
 

１２月１日から 
翌年３月３１日まで 

かに網漁 業  ５月１日から 
１０月３１日まで 

第３種  
共同漁業  

ぼら飼付 漁業、雑魚地びき網漁 業  １月１日から 
１２月３１日まで 

(２ ) 漁 場の位置  宇城市及び 八代郡氷川町並びに八 代市地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ、キ、ク、ケ、コ 及びサ を順次に結

んだ線並 びにシとス及び基点７ とセを結んだ線と最大 高潮時海岸線とによっ て囲ま れた区
域。ただ し、ケ、コ間は瀬戸の 中央線とし、チ、ツ、 テ、ト及びチを順次に 結んだ 線によ
って囲ま れた区域、ナ、ニ、ヌ 及びネを順次に結んだ 線と最大高潮時海岸線 とによ って囲
まれた区 域、ノ、ハ、ヒ、フ及 びヘを順次に結んだ線 と最大高潮時海岸線と によっ て囲ま
れた区域 、ホ、マ、ミ、ム、メ 及びモを順次に結んだ 線と最大高潮時海岸線 とによ って囲
まれた区 域、ヤ、ヰ、ユ、ヱ、 ヨ、ラ、リ、ル、レ、 ロ及びワを順次に結ん だ線と 最大高
潮時海岸 線とによって囲まれた 区域並びにＡ、Ｂ、Ｃ 、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ 及びＩ を順次
に結んだ 線と最大高潮時海岸線 とによって囲まれた区 域を除く。  
基点１  熊本県漁場基点火第３ ７号（八代市昭和同仁 町昭和海岸堤防南昇降 口中央 から堤

防に沿っ て南西へ１８１メート ルのところ）  
基点２  熊本県漁場基点火第７ 号（宇城市三角町戸馳 島灯台）  
基点３  熊本県漁場基点火第５ 号（宇城市三角町戸馳 島大崎の鼻）  
基点４  熊本県漁場基点天第４ １号（上天草市大矢野 町大潟塔ノ崎東端）  
基点５  熊本県漁場基点火第２ 号（宇城市三角町三角 港荷島灯台）  
基点６  熊本県漁場基点天第１ 号（上天草市大矢野町 三角灯台）  
基点７  熊本県漁場基点火第３ １号（八代郡氷川大橋 下から氷川右岸を堤防 沿いに ５５０

メートル 遡った堤防上に設置さ れた「海面基点」と表 示された標柱）  
基点８  熊本県漁場基点火第２ ５号（宇城市不知火町 通称「二本松」）  
基点９  熊本県漁場基点火第３ 号（宇城市三角町兜島 山頂標柱）  
基点１０  熊本県漁場基点火第 ９号（宇城市三角町黒 崎の鼻）  
基点１１  宇城市三角町戸馳野 崎三角点  
基点１２  熊本県漁場基点天第 ４４号（上天草市大矢 野町登立本村橋北側基 幹部）  
ア  基点 １から宇城市三角町戸 馳島北東端を見通した 線がイとタを結んだ線 と交わ るとこ

ろ  
イ  基点 １と戸馳島北東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ４８度 １５分 の線が

ソから上 天草市大矢野町維和島 南端を見通した線と交 わるところ  
ウ  ソか ら維和島南端を見通し た線と宇城市三角町舟 津と三角町大岳の境界 から八 代市大

島南端を 見通した線と交わると ころ  
エ  オと 大島南端を結んだ線の 中央点  
オ  基点 ２と八代市弁天島山頂 を見通した線から基点 ２を基点として右へ２ 度３２ 分・６

６３メー トルのところ  
カ  基点 ２と八代市弁天島山頂 を見通した線から基点 ２を基点として右へ６ ５度３ ２分・

１８１メ ートルのところ  
キ  基点 ３と宇城市三角町寺島 灯標を見通した線から 基点３を基点として右 へ２９ ２度３

９分・１ ８１メートルのところ  
ク  基点 ４と宇城市三角町三角 岳山頂を見通した線か ら基点４を基点として 右へ６ ３度２

９分・７ ２０メートルのところ  
ケ  基点 ５と寺島灯標を見通し た線から基点５を基点 として右へ１０６度２ １分・ １８１

メートル のところ  
コ  基点 ６から三角岳山頂を見 通した線上、大瀬戸の 中央点  



  

サ  基点 ６から三角岳山頂を見 通した線が宇城市三角 町海岸堤防と交わると ころ  
シ  宇城 市不知火町大野川右岸 河川堤防と海岸堤防と の境界  
ス  宇城 市松橋町御船船溜東角 （大野川川口左岸）  
セ  八代 郡氷川大橋下から氷川 右岸を堤防沿いに４９ ０メートル遡った堤防 上に設 置され

た「海面 基点」と表示された標 柱（熊本県漁場基点火 第３１号の２）  
ソ  基点 ８と上益城郡甲佐岳山 頂を見通した線から基 点８を基点として右へ ７２度 １５分

・６３６ メートルのところ  
タ  基点 １から宇城市三角町戸 馳島若宮神社を見通し た線上、基点１から３ ，４０ ０メー

トルのと ころ  
チ  基点 １０と宇城市三角町戸 馳島田井之浦北端を見 通した線から基点１０ を基点 として

右へ２５ 度３０分・９８５メー トルのところ  
ツ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ１ ６度３ ０分・

９４５メ ートルのところ  
テ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ３度３ ０分・

５００メ ートルのところ  
ト  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ４ ０度３ ０分・

５４０メ ートルのところ  
ナ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ５ １度の 線が干

拓堤防と 交わるところ  
ニ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ １度１ ５分・

４５０メ ートルのところ  
ヌ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ７４度 １５分

・１７０ メートルのところ  
ネ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ２３度 の線が

陸岸と交 わるところ  
ノ  田井 之浦北端  
ハ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ１ ７度３ ０分・

５５０メ ートルのところ  
ヒ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ８７度 ・２３

０メート ルのところ  
フ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ９５度 ・３４

０メート ルのところ  
ヘ  基点 １０と田井之浦北端を 見通した線から基点１ ０を基点として右へ２ ８９度 の線が

陸岸と交 わるところ  
ホ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ１７ 度２０ 分の線

が陸岸と 交わるところ  
マ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ１８ 度２５ 分・６

４０メー トルのところ  
ミ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ２２ 度１０ 分・５

８０メー トルのところ  
ム  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３９ 度１５ 分・６

０８メー トルのところ  
メ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ４４ 度・６ ８３メ

ートルの ところ  
モ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３４ 度５０ 分の線

が陸岸と 交わるところ  
ヤ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３０ ３度３ ０分の

線が陸岸 と交わるところ  
ヰ   基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３０ ２度３ ０分・

１，１７ ０メートルのところ  
ユ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３０ ３度３ ０分・

９７０メ ートルのところ  
ヱ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３１ ２度・ ８２０

メートル のところ  
ヨ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３１ ６度・ ８８０

メートル のところ  
ラ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３１ ９度・ ８６０

メートル のところ  
リ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３１ ８度・ ８０５

メートル のところ  
ル  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３２ ７度３ ０分・

７８０メ ートルのところ  
レ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３３ ０度３ ０分・

８１０メ ートルのところ  
ロ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３４ ０度・ ８１０

メートル のところ  
ワ  基点 １１と三角岳山頂を見 通した線から基点１１ を基点として右へ３４ ０度の 線が陸



  

岸と交わ るところ  
Ａ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ９５度の 線が陸 岸と交

わるとこ ろ  
Ｂ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ９６度３ ０分・ ６８０

メートル のところ  
Ｃ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ９７度３ ０分・ ６７８

メートル のところ  
Ｄ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ９７度４ ５分・ ６８０

メートル のところ  
Ｅ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ９６度１ ５分・ ７０８

メートル のところ  
Ｆ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ１００度 ３０分 ・７４

メートル のところ  
Ｇ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ１０１度 ３０分 ・７４

２メート ルのところ  
Ｈ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ１０１度 ・７５ ８メー

トルのと ころ  
Ｉ  基点 １２と基点６を見通し た線から基点１２を基 点として右へ１０２度 １５分 ・７６

４メート ルのところ  
２  関係 地区  宇城市三角町、 不知火町松合、永尾、 大見、高良、長 崎及び 亀松、 宇城市松橋町

及び小川 町、八代郡氷川町、八 代市鏡町、千丁町、昭 和同仁町、昭和明徴町 及び昭 和日進町  
３  条件  

(１ ) 港 湾区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  火共第２号   
１  免許 の内容たるべき事項    
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間                                       

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  
第１種  
共同漁業  
 
 
 
 
 
 

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり漁業、わかめ漁
業、てん ぐさ漁業、おごのり漁 業、ひじき漁業、あか
がい漁業 、かき漁業、しじみ漁 業、はまぐり漁業、あ
さり漁業 、しおふき（ばがい） 漁業、まてがい漁業、
あかにし 漁業、たこ漁業、あな じゃこ（しゃく）漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 
 
 

たいらぎ 漁業  １０月１日から 
翌年５月３１日まで 

なまこ漁 業  
 

１０月１日から 
翌年３月３１日まで 

第２種  
共同漁業  
 
 
 
 
 

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚羽瀬漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

雑魚磯建 網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

雑魚刺網 漁業  １１月１日から 
５月３１日まで 

かに網漁 業  ４月１日から 
１１月３０日まで 

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

(２ ) 漁 場の位置  八代市地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ及び基点２を順次 に結ん だ線並びに

基点３と キ、基点４とク及び基 点５とケを結んだ線と 最大高潮時海岸線とに よって 囲まれ
た区域。 ただし、基点７、コ、 サ、シ、ス、セ、ソ、 タ及びチを順次に結ん だ線並 びにツ
とテを結 んだ線と最大高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域、ト、ナ、ニ、 ヌ、ネ 、ノ、
ハ、ヒ、 フ、ヘ、ホ、マ、ミ、 ム、メ、ヤ、ヨ及び基 点８を順次に結んだ線 と最大 高潮時
海岸線と によって囲まれた区域 、ラ、リ、ル及びレを 順次に結んだ線と最大 高潮時 海岸線
とによっ て囲まれた区域、ロ、 ワ、Ａ及びＢを順次に 結んだ線と最大高潮時 海岸線 とによ
って囲ま れた区域、Ｃ、Ｄ、Ｅ 、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ及び Ｊを順次に結んだ線と 最大高 潮時海
岸線とに よって囲まれた区域並 びにＰ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、 Ｎ及びＯを順次に結ん だ線と 最大高
潮時海岸 線とによって囲まれた 区域を除く。  
基点１  熊本県漁場基点火第３ ７号（八代市昭和同仁 町昭和海岸堤防南昇降 口中央 から堤

防に沿っ て南西へ１８１メート ルのところ）  



  

基点２  熊本県漁場基点火第４ ９号（八代市水島町と 八代市日奈久新開町と の境界 ）  
基点３  熊本県漁場基点火第４ ６号（八代市植柳下町 球磨川本流（旧南川） 左岸に おける

海面と内 水面との漁業権の境界 ）  
基点４  熊本県漁場基点火第４ ５号（八代市三江湖町 葮牟田竜神社の球磨川 対岸に 設置し

た標柱）  
基点５  熊本県漁場基点火第４ ４号（八代市古城町１ ９８５番地先に設置し た標柱 ）  
基点６  熊本県漁場基点火第４ １号（八代市加賀島北 端（熊本県漁場基点火 第４２ 号）と

八代港内 港南側岸壁の旧運輸省 第４港湾建設局八代工 事事務所の南西角を見 通した 線か
ら加賀島 北端を基点として右へ ２７９度４５分の線が 八代港外港岸壁と交わ るとこ ろ）  

基点７  熊本県漁場基点火第７ ４号（八代市郡築七番 町旧七番樋門北西端か ら海岸 堤防に
沿って南 西へ１１６メートルの ところ）  

基点８  熊本県漁場基点火第７ ５号（八代市八代港内 港区－５．５岸壁に通 じる道 路と前
川河口右 岸との交点より前川右 岸に沿って上流へ３０ ．６５メートルのとこ ろ）  

基点９  熊本県漁場基点火第４ ８号（八代市鼠蔵町）  
ア  基点 １から宇城市三角町戸 馳島若宮神社を見通し た線上、基点１から３ ，４０ ０メー

トルのと ころ  
イ  八代 市弁天島山頂と宇城市 三角町三角岳山頂を見 通した線から弁天島山 頂を基 点とし

て右へ１ ９度４９分・１，８０ ０メートルのところ  
ウ  八代 市中島西端と三角岳山 頂を見通した線から中 島西端を基点として右 へ３０ ９度１

０分・２ ，１８０メートルのと ころ  
エ  八代 市黒島西端と上天草市 姫戸町舟揚島山頂を見 通した線から黒島西端 を基点 として

右へ１１ 度５６分・９０９メー トルのところ  
オ  基点 ２から上天草市龍ヶ岳 町樋島釈師岳山頂を見 通した線とカから葦北 郡芦北 町田浦

町柴島山 頂を見通した線が交わ るところ  
カ  基点 ２から八代市船瀬頂点 を見通した線上、基点 ２から９０９メートル のとこ ろ  
キ  基点 ３から三角岳山頂を見 通した線が球磨川右岸 堤防と交わるところ  
ク  八代 市三江湖町葭牟田竜神 社東石垣角  
ケ  八代 市本町住吉神社南西角  
コ  基点 ７と三角岳山頂を見通 した線から基点７を基 点として右へ３４１度 ４８分 ・１，

４００メ ートルのところ  
サ  コと 基点７を見通した線か らコを基点として右へ ９０度・５２メートル のとこ ろ  
シ  サと コを見通した線からサ を基点として右へ２７ ０度・２５２メートル のとこ ろ  
ス  セと コを見通した線からセ を基点として右へ２７ ０度・２２８メートル のとこ ろ  
セ  コか らサを見通した線上、 コから１１２メートル のところ  
ソ  セと スを見通した線からセ を基点として右へ２７ ０度・６８メートルの ところ  
タ  ソと セを見通した線からソ を基点として右へ６２ 度・５１３メートルの ところ  
チ  タと ソを見通した線からタ を基点として右へ２０ ３度の線が八代市大島 北端海 岸堤防

と交わる ところ  
ツ  大島 東港北側防波堤北東端  
テ  大島 東港南側防波堤北東端  
ト  ナと ニを見通した線からナ を基点として右へ１５ ２度・３５メートルの ところ （岸壁

と交わる ところ）  
ナ  ニと ヌを見通した線からニ を基点として右へ３０ ０度１５分・５７メー トルの ところ  
ニ  ヌと ネを見通した線からヌ を基点として右へ６６ 度５１分・６７６メー トルの ところ  
ヌ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ３３４度 ４０分 ・８１

２メート ルのところ  
ネ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ３３９度 ５７分 ・１，

０５０メ ートルのところ  
ノ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ３０７度 ５７分 ・１，

１３０メ ートルのところ  
ハ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ３０５度 ２７分 ・１，

０２５メ ートルのところ  
ヒ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ３００度 ５７分 ・１，

０６５メ ートルのところ  
フ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ２５８度 ３０分 ・５８

０メート ルのところ  
ヘ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ２５８度 ２７分 ・４８

９メート ルのところ  
ホ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ２０８度 ３０分 ・５７

０メート ルのところ  
マ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ２１７度 ４０分 ・８０

０メート ルのところ  
ミ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ１９０度 ４０分 ・１，

３１５メ ートルのところ  
ム  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ１７８度 ・１， ７５０

メートル のところ  
メ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ１７２度 ２０分 ・２，



  

０２５メ ートルのところ  
モ  基点 ６と三角岳山頂を見通 した線から基点６を基 点として右へ１７０度 ・１， ９８０

メートル のところ  
ヤ  メと モを結んだ線とユとヨ を結んだ線の交わると ころ  
ユ  ヨと 基点８を見通した線か らヨを基点として右へ ２２４度・１，１８４ メート ルのと

ころ  
ヨ  基点 ８と八代市加賀島山頂 を見通した線から基点 ８を基点として右へ３ ３１度 ・８５

０メート ルのところ  
ラ  基点 ９から農林水産省所管 干拓堤防外縁に沿って 西南へ１５．２メート ルのと ころ  
リ  ルと レを見通した線からル を基点として右へ９０ 度・４９メートルのと ころ  
ル  レと ラを見通した線からレ を基点として右へ９０ 度・４３．７メートル のとこ ろ  
レ  ラか ら農林水産省所管干拓 堤防外縁に沿って西南 へ６１メートルのとこ ろ  
ロ  農林 水産省所管干拓堤防（ 金剛平和町外堤）１号 樋門内側南西端から樋 門外縁 に沿っ

て東北へ ６１．１メートルのと ころ  
ワ  ロと 農林水産省所管干拓堤 防を見通した線からロ を基点として右へ２７ ０度・ ７０メ

ートルの ところ  
Ａ  Ｂと 農林水産省所管干拓堤 防を見通した線からＢ を基点として右へ９０ 度・７ ０メー

トルのと ころ  
Ｂ  農林 水産省所管干拓堤防１ 号樋門内側南西端から 樋門外縁に沿って北西 へ４９ メート

ルのとこ ろ  
Ｃ  大島 堤防角から干拓堤防外 縁に沿って北東へ１， ４７４メートルのとこ ろ  
Ｄ  Ｃと 大島堤防角を見通した 線からＣを基点として 右へ６７度・５．７メ ートル のとこ

ろ  
Ｅ  Ｄと Ｃを見通した線からＤ を基点として右へ１９ ８度・１３．２メート ルのと ころ  
Ｆ  Ｅと Ｄを見通した線からＥ を基点として右へ１８ ５度・２．２メートル のとこ ろ  
Ｇ  Ｆと Ｅを見通した線からＦ を基点として右へ２７ ０度・４１．９メート ルのと ころ  
Ｈ  Ｇと Ｆを見通した線からＧ を基点として右へ２７ ０度・２．２メートル のとこ ろ  
Ｉ  Ｈと Ｇを見通した線からＨ を基点として右へ１８ ５度・１３．２メート ルのと ころ  
Ｊ  大島 堤防角から干拓堤防外 縁に沿って北東へ１， ５０８．６メートルの ところ  
Ｋ  基点 ６から三角岳山頂を見 通した線から基点６を 基点として右へ３２度 ３０分 ・１，

４６７メ ートルのところ  
Ｌ  Ｋと トを見通した線からＫ を基点として右へ１８ ０度・４２６メートル のとこ ろ  
Ｍ  Ｌと Ｋを見通した線からＬ を基点として右へ２７ ０度・１４０メートル のとこ ろ  
Ｎ  Ｍと Ｌを見通した線からＭ を基点として右へ９０ 度・１１２メートルの ところ  
Ｏ  Ｎと Ｍを見通した線からＮ を基点として右へ２７ ０度の線が最大高潮時 海岸線 と交わ

るところ  
Ｐ  基点 ６から三角岳山頂を見 通した線から基点６を 基点として右へ４９度 ２０分 ・１，

３４２メ ートルのところ  
２  関係 地区  八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及 び旧千 丁町、 旧東陽村、旧

泉村及び 旧坂本村を除く）  
３  条件  

(１ ) 港 湾区域内及び漁港区域 内では、船舶の航行の 安全を妨げる場所でみ だりに 漁業を営ん
ではなら ない。  

(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁
業を営ん ではならない。  

(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを
拒んでは ならない。  

 
漁場計画 番号  火共第３号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間  

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  
第１種  
共同漁業  
 
 
 
 
 
 
 
 

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり漁業、わかめ漁
業、ひじ き漁業、ほんだわら漁 業、てんぐさ漁業、お
ごのり漁 業、とこぶし漁業、あ かにし漁業、あかがい
漁業、か き漁業、はまぐり漁業 、あさり漁業、とりが
い（ちど りがい）漁業、たこ漁 業、しゃこ漁業、うに
漁業、え むし漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 
 
 

あわび漁 業  １２月２１日から 
翌年１０月３１日まで 

たいらぎ 漁業、おおのがい漁業  
 

１０月１日から 
翌年５月３１日まで 



  

なまこ漁 業  
 

１ ０月１ 日から  
翌 年３月 ３１日まで  

第２種  
共同漁業  
 
 

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚建干網（江切網）漁
業、雑魚 磯建網漁業、かに網漁 業、ぼらかご漁業  

１ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  

しらうお 四ツ手網漁業  １ ２月１ 日から  
翌 年４月 ３０日まで  

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業、ぼら飼付漁 業  １ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  

(２ ) 漁 場の位置  八代市日奈 久及び二見、葦北郡芦 北町及び津奈木町地先  
(３ ) 漁 場の区域  次の基点１ 、ア、イ、ウ、エ、オ 、カ、キ、ク及び基点 ４を順 次に結んだ

線並びに ケとコ及びサとシを結 んだ線と最大高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域 。ただ
し、ス、 セ、ソ、タ及びスを順 次に結んだ線によって 囲まれた区域、チ、ツ 、テ、 ト、
ナ、ニ、 ヌ、ネ、ノ、ハ及びチ を順次に結んだ線によ って囲まれた区域、ヒ 、フ及 びヘを
順次に結 んだ線と最大高潮時海 岸線とによって囲まれ た区域、八代市二見洲 口町樋 門左岸
突堤から 南西へ堤防沿いに６５ ０メートルのところの 地点までと堤防法尻か ら海側 へ１
８．５メ ートルのところに囲ま れた９，９７２平方メ ートルの区域並びにホ とマを 結んだ
線と最大 高潮時海岸線とによっ て囲まれた区域を除く 。  
基点１  熊本県漁場基点火第４ ９号（八代市水島町と 八代市日奈久新開町と の境界 ）  
基点２  熊本県漁場基点火第５ ２号（八代市と葦北郡 との境界（さいづつの 鼻））  
基点３  熊本県漁場基点火第６ ０号（葦北郡津奈木町 沖の島西端）  
基点４  熊本県漁場基点火第６ １号（葦北郡津奈木町 犬瀬崎北西端）  
基点５  熊本県漁場基点火第８ ８号（葦北郡芦北町御 番所鼻）  
基点６  熊本県漁場基点火第５ １号（八代市日奈久下 西町堤防南角）  
ア  基点 １から八代市船瀬頂点 を見通した線上、基点 １から９０９メートル のとこ ろ  
イ  基点 １から上天草市龍ヶ岳 町樋島釈師岳山頂を見 通した線とアから葦北 郡田浦 町柴島

山頂を見 通した線とが交わると ころ  
ウ  基点 ２から上天草市姫戸町 雨竜岬突端を見通した 線上、基点２から２， ７２７ メート

ルのとこ ろ  
エ  柴島 北西端  
オ  葦北 郡芦北町白神瀬北西端  
カ  基点 ３と白神瀬頂点を見通 した線から基点３を基 点として右へ２３５度 ６分・ ５４５

メートル のところ  
キ  基点 ４と水俣市西湯之児岬 を見通した線から基点 ４を基点として右へ７ ２度４ ７分・

２，０９ ０メートルのところ  
ク  基点 ４から西湯之児岬を見 通した線上、基点４か ら８００メートルのと ころ  
ケ  葦北 郡芦北町湯浦川右岸平 生橋下流端  
コ  湯浦 川左岸平生橋下流端  
サ  葦北 郡芦北町佐敷川肥薩お れんじ鉄道鉄橋南端（ 下流側）  
シ  佐敷 川肥薩おれんじ鉄道鉄 橋北端（下流側）  
ス  基点 ５と葦北郡芦北町唐船 岩北西端を見通した線 から基点５を基点とし て右へ ２度１

５分・７ ０メートルのところ  
セ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３０４ 度３０ 分・６

５メート ルのところ  
ソ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３２２ 度２０ 分・２

６５メー トルのところ  
タ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３３８ 度１５ 分・２

６５メー トルのところ  
チ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ２９０ 度・１ ０４メ

ートルの ところ  
ツ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ２４３ 度４０ 分・１

７５メー トルのところ  
テ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ２６５ 度・２ ６０メ

ートルの ところ  
ト  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３０９ 度３０ 分・３

３０メー トルのところ  
ナ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３２２ 度３０ 分・３

８５メー トルのところ  
ニ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３２３ 度３０ 分・３

６５メー トルのところ  
ヌ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３２５ 度３０ 分・３

５５メー トルのところ  
ネ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３３０ 度・３ ０５メ

ートルの ところ  
ノ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３２２ 度２０ 分・２



  

７５メー トルのところ  
ハ  基点 ５と唐船岩北西端を見 通した線から基点５を 基点として右へ３１８ 度・２ ４０メ

ートルの ところ  
ヒ  基点 ６と八代市日奈久馬越 町鳩山北東端を見通し た線から基点６を基点 として 右へ１

度４１分 の線が最大高潮時海岸 線と交わるところ  
フ  基点 ６と鳩山北東端を見通 した線から基点６を基 点として右へ１１２度 ４５分 ・３３

４メート ルのところ  
ヘ  基点 ６と鳩山北東端を見通 した線から基点６を基 点として右へ１６４度 ２１分 の線が

最大高潮 時海岸線と交わるとこ ろ  
ホ  葦北 郡芦北町大字計石の標 高２６４．８３メート ルの三角点（北緯３２ 度１８ 分５３

秒９６６ 、東経１３０度２９分 １秒７７２）から１９ ７度２５分・３，０９ ５メー トル
のところ  

マ  ホか ら１６２度２７分２０ 秒・７９６．４５メー トルのところ  
２  関係 地区  八代市日奈久大 坪町、日奈久栄町、日 奈久塩北町、日 奈久塩 南町、 日奈久下西

町、日奈 久新開町、日奈久新田 町、日奈久竹之内町、 日奈久中西町、日奈久 中町、 日奈久浜
町、日奈 久東町、日奈久平成町 、日奈久馬越町、日奈 久山下町、日奈久新町 、豊原 上町、豊原
中町、豊 原下町、大福寺町、植 柳上町、植柳下町、植 柳新町、植柳元町、揚 町、敷 川内町、高
植本町、 催合町、二見下大野町 、二見洲口町、二見本 町、二見赤松町、二見 野田崎 町及び水島
町、葦北 郡芦北町及び津奈木町  

３  条件  
(１ ) 港 湾区域内及び漁港区域 内では、船舶の航行の 安全を妨げる場所でみ だりに 漁業を営ん

ではなら ない。  
(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁

業を営ん ではならない。  
(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
 
漁場計画 番号  火共第４号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間  

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり漁業、わかめ漁
業、ひじ き漁業、ほんだわら漁 業、てんぐさ漁業、と
こぶし漁 業、さざえ漁業、ぎん たかはま漁業、かき漁
業、あさ り漁業、たこ漁業、し ゃこ漁業、うに漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 
 

あわび漁 業  １２月２１日から 
翌年１０月３１日まで 

なまこ漁 業  １０月１日から 
翌年３月３１日まで 

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚磯建網漁業、かに網
漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

ぼら飼付 漁業  ６月１日から 
１１月３０日まで 

(２ ) 漁 場の位置  水俣市地先  
(３ ) 漁 場の区域   次のア、イ 、ウ、エ、オ及び基点 ２を順次に結んだ線並 びにカ とキを結ん

だ線と最 大高潮時海岸線とによ って囲まれた区域。た だし、基点３、ク、ケ 、コ、 サ、シ
及びスを 順次に結んだ線によっ て囲まれた区域を除く 。  
基点１  熊本県漁場基点火第６ １号（葦北郡津奈木町 犬瀬崎北西端）  
基点２  熊本県漁場基点火第６ ４号（水俣市境川河口 中央点）  
基点３  水俣市明神崎堤防南側 基部  
ア  熊本 県漁場基点火第７０号 （水俣市西湯之児岬突 端）  
イ  基点 １からアを見通した線 上、基点１から８００ メートルのところ  
ウ  基点 １とアを見通した線か ら基点１を基点として 右へ７２度４７分・２ ，０９ ０メー

トルのと ころ  
エ  セか らウを見通した線上、 セから１，７９０メー トルのところ  
オ  基点 ２と水俣市矢筈岳山頂 を見通した線から基点 ２を基点として右へ１ ７１度 ４０分

・５，０ ００メートルのところ  
カ  キと 水俣市水俣川左岸幸橋 下流側取付基部を見通 した線からキを基点と して右 へ９６

度５６分 の線が水俣川左岸と交 わるところ  
キ  水俣 市日当橋南端  
ク  明神 崎堤防南側辺上、基点 ３から８２メートルの ところ  
ケ  クと 基点３を見通した線か らクを基点として右へ ９０度・５０メートル のとこ ろ  



  

コ  ケと クを見通した線からケ を基点として右へ２７ ０度・１００メートル のとこ ろ  
サ  コと ケを見通した線からコ を基点として右へ１１ ０度４５分・４６０メ ートル のとこ

ろ  
シ  コか らサを見通した線上、 サから５３４メートル のところ  
ス  シと サを見通した線からシ を基点として右へ８４ 度３０分の線が最大高 潮時海 岸線と

交わると ころ  
セ  基点 ２と水俣市矢筈岳山頂 を見通した線から基点 ２を基点として右へ１ ７１度 ４０分

・３，３ ００メートルのところ  
２  関係 地区  水俣市  
３  条件  

(１ ) 港 湾区域内及び漁港区域 内では、船舶の航行の 安全を妨げる場所でみ だりに 漁業を営ん
ではなら ない。  

(２ ) 港 湾法第１２条第５項の 規定により公示された 水域施設内では、漁具 を固定 してする漁
業を営ん ではならない。  

(３ ) 港 湾管理者及び漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを
拒んでは ならない。  

 
漁場計画 番号  火共第５号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間  

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  
第１種  
共同漁業  
 
 
 
 
 
 
 
 

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、あ おのり漁業、わかめ漁
業、ひじ き漁業、ほんだわら漁 業、てんぐさ漁業、ふ
のり漁業 、とこぶし漁業、さざ え漁業、かき漁業、あ
さり漁業 、とりがい（ちどりが い）漁業、たこ漁業、
うに漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 
 
 

あわび漁 業  １２月２１日から 
翌年１０月３１日まで 

たいらぎ 漁業  
 

１０月１日から 
翌年５月３１日まで 

なまこ漁 業  
 

１０月１日から 
翌年３月３１日まで 

第２種  
共同漁業  
 

雑魚磯建 網漁業、かに網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

ぼらかご 漁業  ６月１日から 
１１月３０日まで 

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

ぼら飼付 漁業  ６月１日から 
１１月３０日まで 

(２ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町及び水俣市地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のアとイ を結んだ線並びにウ、 エ、オ及び基点１を順 次に結 んだ線と最

大高潮時 海岸線とによって囲ま れた区域  
基点１  熊本県漁場基点火第６ １号（葦北郡津奈木町 犬瀬崎北西端）  
ア  水俣 市湯之児観月橋南東端 取付部  
イ  水俣 市湯之児観月橋北東端 取付部  
ウ  水俣 市湯之児中島頂点  
エ  キか らオを見通した線の延 長線と、基点１からウ を見通した線との交点  
オ  基点 １からカを見通した線 上、基点１から８００ メートルのところ  
カ  熊本 県漁場基点火第７０号 （水俣市西湯之児岬突 端）  
キ  基点 １とカを見通した線か ら基点１を基点として 右へ７２度４７分・２ ，０９ ０メー

トルのと ころ  
２  関係 地区  葦北郡津奈木町 及び水俣市  
３  条件  

(１ ) 漁 港区域内では、船舶の 航行の安全を妨げる場 所でみだりに漁業を営 んでは ならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  火共第６号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間  

漁場種類              漁  場  の  名  称    漁場の 時期  



  

第１種  
共同漁業  

あおのり 漁業、おごのり漁業、 あかにし漁業、さるぼ
う（もが い）漁業、かき漁業、 はまぐり漁業、あさり
漁業、し おふき（ばがい）漁業 、あげまき漁業、まて
がい漁業 、たこ漁業、あなじゃ こ（しゃく）漁業、え
むし漁業  

１ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  
 

たいらぎ 漁業、おおのがい漁業  １ ０月１ 日から  
翌 年５月 ３１日まで  

なまこ漁 業  １ ０月１ 日から  
翌 年３月 ３１日まで  

第２種  
共同漁業  

雑魚ます 網（つぼ網）漁業、雑 魚羽瀬漁業  １ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  

かに網漁 業  ４ 月１日 から  
１ ２月３ １日まで  

(２ ) 漁 場の位置  八代市地先  
(３ ) 漁 場の区域   次の基点１ 、ア、イ及び基点１を 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点火第３ ７号（八代市昭和同仁 町昭和海岸堤防南昇降 口中央 から堤
防に沿っ て南西へ１８１メート ルのところ）  

基点２  熊本県漁場基点火第２ ５号（宇城市不知火町 通称「二本松」）  
ア  基点 １から宇城市三角町戸 馳島若宮神社を見通し た線上、基点１から３ ，４０ ０メー

トルのと ころ  
イ  基点 １から戸馳島北東端を 見通した線と、ウとア を結んだ線とが交わる ところ  
ウ  基点 １と戸馳島北東端を見 通した線から基点１を 基点として右へ４８度 １５分 の線が

エから上 天草市大矢野町維和島 南端を見通した線と交 わるところ  
エ  基点 ２と上益城郡甲佐岳山 頂を見通した線から基 点２を基点として右へ ７２度 １５分

・６３６ メートルのところ  
２  関係 地区  宇城市三角町、 宇城市不知火町松合、 永尾、大見、高 良、長 崎及び 亀松、宇城市

松橋町及 び小川町、八代郡氷川 町、八代市（旧日奈久 町、旧二見村、旧東陽 村、旧 泉村及び旧
坂本村を 除く）  

 
漁場計画 番号  火共第７号  
１  免許 の内容たるべき事項  
  (１ ) 漁業種類、漁業の名称 及び漁業の期間  

漁場種類              漁  場  の  名  称  漁場の時 期  
第１種  
共同漁業  

ひとえぐ さ（あおさ）漁業、わ かめ漁業、ひじき漁業
、ほんだ わら漁業、てんぐさ漁 業、とこぶし漁業、さ
ざえ漁業 、かき漁業、あさり漁 業、ぎんたかはま漁業
、たこ漁 業、うに漁業  

１月１日から 
１２月３１日まで 
 

あわび漁 業  １２月２１日から 
翌年１０月３１日まで 

なまこ漁 業  １０月１日から 
翌年３月３１日まで 

第２種  
共同漁業  
 

雑魚磯建 網漁業、かに網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

ぼらかご 漁業  ６月１日から 
１１月３０日まで 

第３種  
共同漁業  

雑魚地び き網漁業  １月１日から 
１２月３１日まで 

(２ ) 漁 場の位置  水俣市地先  
(３ ) 漁 場の区域  次のアとイ を結んだ線並びにウ、 エ、オ及びカを順次に 結んだ 線と最大高

潮時海岸 線とによって囲まれた 区域  
基点１  熊本県漁場基点火第６ １号（葦北郡津奈木町 犬瀬崎北西端）  
ア  水俣 市湯之児観月橋南東端 取付部  
イ  水俣 市湯之児観月橋北東端 取付部  
ウ  水俣 市湯之児中島頂点  
エ  キか らオを見通した線の延 長線と、基点１からウ を見通した線との交点  
オ  基点 １からカを見通した線 上、基点１から８００ メートルのところ  
カ  熊本 県漁場基点火第７０号 （水俣市西湯之児岬突 端）  
キ  基点 １とカを見通した線か ら基点１を基点として 右へ７２度４７分・２ ，０９ ０メー

トルのと ころ  
２   関係 地区  水俣市  
 



  

漁場計画 番号  火区第１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡芦北 町女島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
基点１  熊本県漁場基点火第１ ０２号（葦北郡津奈木 町大字福浜４４３３番 地の地 先海上

防犯灯柱 ）  
ア  基点 １と葦北郡芦北町女島 大星エビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点と して右

へ３３４ 度・３７０メートルの ところ  
イ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３３１ 度・５ ４５メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ９度４ ５分・ ７８０

メートル のところ  
エ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ１８度 ・７３ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ１１度 ・５４ ５メー

トルのと ころ  
カ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した線から基点１を 基点として右へ３５５ 度３０ 分・４

９５メー トルのところ  
２  関係 地区   葦北郡芦北町（ 芦北町井牟田、波多島 、田浦町、杉迫、小田 浦及び 海浦を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  火区第２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第２種区画漁業  く るまえび養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町戸馳地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びオを順次 に結んだ線と最大高潮 時海岸 線とによっ

て囲まれ た区域  
基点１  熊本県漁場基点火第１ １９号（宇城市三角町 戸馳字犬櫓北端）  
基点２  熊本県漁場基点火第６ 号（宇城市三角町戸馳 内潟防波堤突端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ１２９度１５ 分・５ ５メー

トルのと ころ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ４３度３０分 ・３５ メート

ルのとこ ろ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ９度・６０メ ートル のとこ

ろ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２３度１５分 ・１４ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から基点１を基点と して右へ２４度４５分 ・２２ ５メー

トルのと ころ  
２  関係 地区   宇城市三角町  
３  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第１０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡芦北 町竹島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第７ ９号（ 葦北郡芦北町唐 船岩の 中央）  
ア  基点 １と葦北郡芦北町木島 山頂を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ２６ 度４２

分・８９ ０メートルのところ  
イ  基点 １と木島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ２１度２５ 分・５ ５６メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と木島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３４０度１ ４分・ １，２

１９メー トルのところ  
エ  基点 １と木島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５２度３ ４分・ １，２

７９メー トルのところ  
２  関係 地区   葦北郡芦北町（ 芦北町井牟田、波多島 、田浦町、杉迫、小田 浦及び 海浦を除く）  



  

３  条件  
(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(３ ) 敷 設する生け簀の面積は 、７，６８０平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第１０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡芦北 町女島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１７分１６．６ 秒、東 経１３０度２７ 分４５ ．５秒  
イ  北緯 ３２度１７分９．４秒 、東経 １３０度２７分 ４６． ９秒  
ウ  北緯 ３２度１７分１１秒、 東経１ ３０度２７分５ １．８ 秒  
エ  北緯 ３２度１７分１７．４ 秒、東 経１３０度２７ 分５０ ．１秒  

２  関係 地区   葦北郡芦北町（ 芦北町井牟田、波多島 、田浦町、杉迫、小田 浦及び 海浦を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、２，９１１平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第１０３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町福浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第１ ０２号 （葦北郡津奈木 町大字 福浜４４３３番 地の地 先海上
防犯灯柱 ）  

基点２  葦北郡津奈木町大字福 浜４４ ９０番地地先の 防波堤 西側基部  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４７度・４ ０メー トルの

ところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ３４５度３０ 分・３ ５０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２度・２９０ メート ルのと

ころ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ４８度３０分 ・１２ ５メー

トルのと ころ  
２  関係 地区   葦北郡津奈木町  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８４９平方メートル を超えてはならない。  

 
漁場計画 番号  火区第１０４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町福浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ

た区域  
ア  北緯 ３２度１７分３３．１ 秒、東 経１３０度２７ 分６． １秒  
イ  北緯 ３２度１７分２４．４ 秒、東 経１３０度２７ 分６． ８秒  
ウ  北緯 ３２度１７分２７．５ 秒、東 経１３０度２７ 分３５ ．４秒  
エ  北緯 ３２度１７分１９．０ 秒、東 経１３０度２７ 分３９ ．４秒  
オ  北緯 ３２度１７分２０．５ 秒、東 経１３０度２７ 分４１ ．５秒  
カ  北緯 ３２度１７分２９．５ 秒、東 経１３０度２７ 分３９ ．４秒  
キ  北緯 ３２度１７分３６．３ 秒、東 経１３０度２７ 分２４ ．４秒  

２  関係 地区   葦北郡津奈木町  
３  条件  



  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、８，５４８平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第１０５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町合串地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

  域  
基点１  熊本県漁場基点火第６ ７号（ 葦北郡津奈木町 合串小 島北防波堤突端 ）  
ア  基点 １と葦北郡津奈木町帆 柱崎西 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ４２度

３０分・ ７０メートルのところ  
イ  基点 １と帆柱崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１１６度 ・１９ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と帆柱崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１１９度 ・４０ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 １と帆柱崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１５０度 ・３９ ５メー

トルのと ころ  
オ  基点 １と帆柱崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１６５度 ・１７ ０メー

トルのと ころ  
カ  基点 １と帆柱崎西端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１９５度 ５０分 ・３０

メートル のところ  
２  関係 地区   葦北郡津奈木町  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、５，８３９平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第１０６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町合串地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点火第１ ２５号 （葦北郡津奈木 町合串 漁港平国地区北 側防波 堤突端）  
ア  イと ウを見通した線からイ を基点 として右へ２７ ０度・ ２００メートル のとこ ろ  
イ  基点 １と葦北郡津奈木町明 神鼻北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ７９度  

・８６５ メートルのところ  
ウ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ８２度５ ０分・ ７６０

メートル のところ  
エ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ８７度３ ０分・ ８００

メートル のところ  
オ  エと ウを見通した線からエ を基点 として右へ２７ ０度・ ９０メートルの ところ  
カ  オと エを見通した線からオ を基点 として右へ９０ 度・１ ００メートルの ところ  
キ  ウか らエを見通した線上、 ウから １７５メートル のとこ ろ  
ク  アと イを見通した線からア を基点 として右へ２７ ０度・ １２０メートル のとこ ろ  

２  関係 地区   葦北郡津奈木町  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、３，４００平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第１０７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  魚 類小割式養殖業（くろ まぐろ 養殖業を除
く）  



  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町平国地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

  域  
基点１  熊本県漁場基点火第１ ２５号 （葦北郡津奈木 町合串 漁港平国地区北 側防波 堤突端）  
ア  基点 １と葦北郡津奈木町明 神鼻北 端を見通した線 から基 点１を基点とし て右へ ３１度

３０分・ ６３０メートルのとこ ろ  
イ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４７度 ・３４ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ３４３度 ２０分 ・５４

５メート ルのところ  
エ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１４度・ ７００ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１２度・ ７４５ メート

ルのとこ ろ  
カ  基点 １と明神鼻北端を見通 した線 から基点１を基 点とし て右へ１７度４ ０分・ ８０５

メートル のところ  
２  関係 地区   葦北郡津奈木町  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 行 使状況を毎年県に報告 しなければならない。  
(４ ) 敷 設する生け簀の面積は 、９，４５０平方メー トルを超えてはならな い。  

 
漁場計画 番号  火区第２０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  の り支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町郡浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第９ ６号（ 宇城市三角町郡 浦御舟 瀬西端）  
ア  基点 １と宇城市三角町児島 山頂を 見通した線から 基点１ を基点として右 へ１３ 度１０

分・６６ ０メートルのところ  
イ  基点 １と児島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ０度３０分 ・６２ ５メー

トルのと ころ  
ウ  基点 １と児島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３５７度３ ０分・ ９２０

メートル のところ  
エ  基点 １と児島山頂を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ６度３０分 ・９５ ０メー

トルのと ころ  
２  関係 地区   宇城市三角町前 越、中村及び郡浦  
３  条件  

(１ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな
い。  

(２ ) 養 殖施設は、毎年４月３ ０日までに撤去しなけ ればならない。  
 
漁場計画 番号  火区第２０２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  の り支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町大岳地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

  域  
基点１  熊本県漁場基点火第１ ４号（ 宇城市三角町手 場底江 崎南端）  
基点２  熊本県漁場基点火第９ ６号（ 宇城市三角町郡 浦御舟 瀬西端）  
ア  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２３８度１０ 分・１ ，２０

８メート ルのところ  
イ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２４１度３０ 分・１ ，７５

６メート ルのところ  
ウ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２８７度５７ 分・２ ，２５

１メート ルのところ  
エ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９８度９分 ・１， ８７７

メートル のところ  
オ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９０度４１ 分・１ ，６７

１メート ルのところ  
カ  基点 １と基点２を見通した 線から 基点１を基点と して右 へ２９１度４１ 分・１ ，６２

１メート ルのところ  



  

２  関係 地区   宇城市三角町前 越、中村、郡浦、里浦 、手場及び大口  
３  条件   養殖施設は、毎年４ 月３０日までに撤去し なければならない。  
 
漁場計画 番号  火区第２２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年３月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市葭牟 田町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第４ ６号（ 八代市植柳下町 球磨川 本流（旧南川） 左岸に おける
海面と内 水面との境界）  

基点２  八代市金剛橋下流側線 が球磨 川右岸堤防天端 外側と 交わるところ  
ア  基点 １から真方位２７４度 ８分４ ０．１秒・１， １２９ ．５メートルの ところ  
イ  基点 １から真方位２６９度 ５２分 １９．９秒・１ ，１１ ３．１メートル のとこ ろ  
ウ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ３５５度４５ 分・１ ，２６

０メート ルのところ  
エ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ３５１度３０ 分・１ ，２７

０メート ルのところ  
２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧

泉村及び 旧坂本村を除く）   
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年３月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市二見 洲口町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 及びアを順次に結んだ 線によ って囲まれ

た区域  
ア  北緯 ３２度２５分１．６秒 、東経 １３０度３２分 ４７． ７秒  
イ  北緯 ３２度２５分１．１秒 、東経 １３０度３２分 ４６． ９秒  
ウ  北緯 ３２度２４分５４．６ 秒、東 経１３０度３２ 分５３ 秒  
エ  北緯 ３２度２４分５４．２ 秒、東 経１３０度３２ 分５３ ．４秒  
オ  北緯 ３２度２４分５３秒、 東経１ ３０度３２分５ ５．８ 秒  
カ  北緯 ３２度２４分５３．６ 秒、東 経１３０度３２ 分５６ ．１秒  
キ  北緯 ３２度２４分５４．８ 秒、東 経１３０度３２ 分５３ ．７秒  

２  関係 地区   八代市二見洲口 町  
３  条件   

(１ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを
拒んでは ならない。  

(２ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  
 
漁場計画 番号  火区第２３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり浮流し養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市蛇籠 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３０分１１．５ 秒、東 経１３０度３５ 分２１ ．３秒  
イ  北緯 ３２度３０分１０秒、 東経１ ３０度３５分２ ０．５ 秒  
ウ  北緯 ３２度３０分８．１秒 、東経 １３０度３５分 ２５． ８秒  
エ  北緯 ３２度３０分９．６秒 、東経 １３０度３５分 ２６． ６秒  

２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧
泉村及び 旧坂本村を除く）  

３  条件   
(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は港湾管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり浮流し養殖業  



  

(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市鼠蔵 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第４ ６号（ 八代市植柳下町 球磨川 本流（旧南川） 左岸に おける
海面と内 水面との漁業権の境界 ）  

基点２  八代市金剛橋下流側線 が球磨 川右岸堤防天端 外側と 交わるところ  
ア  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１４２度・７ １０メ ートル

のところ  
イ  基点 ２から真方位２２１度 ４９分 ４．５秒・７１ ８．２ メートルのとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位２６９度 ５２分 １９．９秒・１ ，１１ ３．１メートル のとこ ろ  
エ  基点 １から真方位２７１度 ５２分 １６．２秒・１ ，１３ １．１メートル のとこ ろ  

２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧
泉村及び 旧坂本村を除く）   

３  条件  
(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  
 

漁場計画 番号  火区第２３３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり浮流し養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市高植 本町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ、キ 、ク及びアを順次に結 んだ線 によって囲

まれた区 域  
基点１  熊本県漁場基点火第４ ６号（ 八代市植柳下町 球磨川 本流（旧南川） 左岸に おける

海面と内 水面との漁業権の境界 ）  
基点２  八代市金剛橋下流側線 が球磨 川右岸堤防天端 外側と 交わるところ  
ア  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ４８度・１５ ０メー トルの

ところ  
イ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ４９度４５分 ・１９ ０メー

トルのと ころ  
ウ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ２１度・２７ ５メー トルの

ところ  
エ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ２度・６０７ メート ルのと

ころ  
オ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ３度・９７０ メート ルのと

ころ  
カ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ０度３０分・ ９７０ メート

ルのとこ ろ  
キ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ３５８度３０ 分・６ ０３メ

ートルの ところ  
ク  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１３度４５分 ・２５ ５メー

トルのと ころ  
２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧

泉村及び 旧坂本村を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり浮流し養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市水島 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ及びアを 順次に結んだ線によっ て囲ま れた区域  

基点１  熊本県漁場基点火第４ ６号（ 八代市植柳下町 球磨川 本流（旧南川） 左岸に おける
海面と内 水面との漁業権の境界 ）  

基点２  八代市金剛橋下流側線 が球磨 川右岸堤防天端 外側と 交わるところ  
ア  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１４６度４５ 分・３ ，１０

０メート ルのところ  
イ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１３６度・２ ，９６ ３メー

トルのと ころ  
ウ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１２３度４５ 分・８ ５０メ



  

ートルの ところ  
エ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１２７度・８ ４０メ ートル

のところ  
オ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１３６度・２ ，３０ ０メー

トルのと ころ  
２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧

泉村及び 旧坂本村を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  あ おのり浮流し養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年５月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市高植 本町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第４ ６号（ 八代市植柳下町 球磨川 本流（旧南川） 左岸に おける
海面と内 水面との漁業権の境界 ）  

基点２  八代市金剛橋下流側線 が球磨 川右岸堤防天端 外側と 交わるところ  
ア  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１２７度・８ ４０メ ートル

のところ  
イ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ１２３度４５ 分・８ ５０メ

ートルの ところ  
ウ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ４９度４５分 ・１９ ０メー

トルのと ころ  
エ  基点 ２と基点１を見通した 線から 基点２を基点と して右 へ４８度・１５ ０メー トルの

ところ  
２  関係 地区   八代市（旧昭和 村、旧日奈久町、旧二 見村、旧鏡町及び旧千 丁町、 旧東陽村、旧

泉村及び 旧坂本村を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 河 川管理者又は漁港管理 者が行う事業の施行に 対しては、正当な理由 がなけ ればこれを

拒んでは ならない。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年５月３ １日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２４１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  こ んぶ・わかめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １０月１日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市西湯 之児地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第７ ０号（ 水俣市西湯之児 岬突端 ）  
ア  基点 １から真方位２３７度 ５０分 ２１秒・８３． ５メー トルのところ  
イ  基点 １から真方位２４７度 ２４分 ７．７秒・１３ ０．５ メートルのとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位２０１度 ２０分 １３．６秒・２ ６６． ５メートルのと ころ  
エ  基点 １から真方位１９１度 ０分７ ．８秒・２４７ メート ルのところ  

２  関係 地区   水俣市   
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  火区第２５１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  わ かめ養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １１月１日 から翌年４月３０日ま で  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町三角浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第１ 号（宇 城市三角町本村 防波堤 突端）  
ア  基点 １と宇城市三角町中神 島送電 線鉄塔を見通し た線か ら基点１を基点 として 右へ３

１度２０ 分・５４０メートルの ところ  
イ  基点 １と中神島送電線鉄塔 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ３ ５度２ 分・４

４６メー トルのところ  
ウ  基点 １と中神島送電線鉄塔 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ２ ８度４ ９分・

４３１メ ートルのところ  
エ  基点 １と中神島送電線鉄塔 を見通 した線から基点 １を基 点として右へ２ ６度・ ５２８

メートル のところ  



  

２  関係 地区   宇城市三角町大 田尾、三角浦及び波多   
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。   
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
(３ ) 養 殖施設は、毎年４月３ ０日までに撤去しなけ ればならない。  

 
漁場計画 番号  火区第２６１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市明神 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ、オ、カ及び アを順次に結んだ線に よって 囲まれた区

域  
ア  北緯 ３２度１１分５６．５ 秒、東 経１３０度２２ 分５． ８秒  
イ  北緯 ３２度１１分５３．７ 秒、東 経１３０度２２ 分４． ６秒  
ウ  北緯 ３２度１１分５３．６ 秒、東 経１３０度２２ 分５． ５秒  
エ  北緯 ３２度１１分５６．０ 秒、東 経１３０度２２ 分６． ５秒  
オ  北緯 ３２度１１分５７．６ 秒、東 経１３０度２２ 分９． ７秒  
カ  北緯 ３２度１１分５８．３ 秒、東 経１３０度２２ 分９． ３秒  

２  関係 地区   水俣市明神町  
３  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第２６２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市明神 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１１分５０．３ 秒、東 経１３０度２２ 分２． ２秒  
イ  北緯 ３２度１１分４９．６ 秒、東 経１３０度２２ 分２． ８秒  
ウ  北緯 ３２度１１分５０．３ 秒、東 経１３０度２２ 分３． ６秒  
エ  北緯 ３２度１１分５０．８ 秒、東 経１３０度２２ 分３． １秒  

２  関係 地区   水俣市明神町  
３  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第２６３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市明神 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１１分４７．１ 秒、東 経１３０度２１ 分５６ 秒  
イ  北緯 ３２度１１分４６．４ 秒、東 経１３０度２１ 分５６ ．８秒  
ウ  北緯 ３２度１１分４７．１ 秒、東 経１３０度２１ 分５７ ．７秒  
エ  北緯 ３２度１１分４７．６ 秒、東 経１３０度２１ 分５７ ．０秒  

２  関係 地区   水俣市明神町  
３  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第２６４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市明神 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１１分４２．８ 秒、東 経１３０度２１ 分５２ ．６秒  
イ  北緯 ３２度１１分４２．３ 秒、東 経１３０度２１ 分５３ ．１秒  
ウ  北緯 ３２度１１分４２．９ 秒、東 経１３０度２１ 分５４ ．０秒  
エ  北緯 ３２度１１分４３．４ 秒、東 経１３０度２１ 分５３ ．５秒  

２  関係 地区   水俣市明神町  
３  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第２６５号  



  

１  免許 の内容たるべき事項  
(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ とえぐさ支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  ９月１日か ら翌年４月３０日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市明神 町地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１１分４５．７ 秒、東 経１３０度２１ 分４４ ．５秒  
イ  北緯 ３２度１１分４４．９ 秒、東 経１３０度２１ 分４３ ．９秒  
ウ  北緯 ３２度１１分４３．１ 秒、東 経１３０度２１ 分４７ ．６秒  
エ  北緯 ３２度１１分４３．８ 秒、東 経１３０度２１ 分４７ ．９秒  

２  関係 地区   水俣市明神町  
 
漁場計画 番号  火区第３０１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  真 珠貝垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡芦北 町大矢地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第１ ０２号 （葦北郡津奈木 町大字 福浜４４３３番 地の地 先海上
防犯灯柱 ）  

ア  イか らオを見通した線上、 イから ４５メートルの ところ  
イ  基点 １と葦北郡芦北町女島 大星エ ビス鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右

へ３３０ 度３０分・５９０メー トルのところ  
ウ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ０度４ ５分・ ７３０

メートル のところ  
エ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ４度・ ７１０ メート

ルのとこ ろ  
オ  基点 １とエビス鼻西端を見 通した 線から基点１を 基点と して右へ３３４ 度・３ ７０メ

ートルの ところ  
２  関係 地区   葦北郡芦北町（ 芦北町井牟田、波多島 、田浦町、杉迫、小田 浦及び 海浦を除く）  
３  条件  

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  火区第３１１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  ひ おうぎ垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市西湯 之児地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

基点１  熊本県漁場基点火第７ ０号（ 水俣市西湯之児 岬突端 ）  
ア  基点 １から真方位２８９度 １８分 ３．９秒・３１ ．４メ ートルのところ  
イ  基点 １から真方位２９１度 ４６分 ５６．１秒・７ １．３ メートルのとこ ろ  
ウ  基点 １から真方位１９３度 ５１分 ３２．３秒・１ ７７． ３メートルのと ころ  
エ  基点 １から真方位１８１度 ４７分 １．３秒・１８ ８．３ メートルのとこ ろ  

２  関係 地区   水俣市   
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  火区第３２１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町戸馳地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３５分５４秒、 東経１ ３０度２８分４ ９秒  
イ  北緯 ３２度３５分５３．２ 秒、東 経１３０度２８ 分４９ ．１秒  
ウ  北緯 ３２度３５分５３．３ 秒、東 経１３０度２８ 分５４ ．１秒  
エ  北緯 ３２度３５分５４．１ 秒、東 経１３０度２８ 分５４ ．０秒  

２  関係 地区   宇城市三角町  
３  条件  港湾管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第３２２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市鏡町 北新地地先  



  

(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  
ア  北緯 ３２度３５分６．１秒 、東経 １３０度３４分 ４２． ７秒  
イ  北緯 ３２度３５分７．２秒 、東経 １３０度３４分 ４１． ３秒  
ウ  北緯 ３２度３５分６．１秒 、東経 １３０度３４分 ３９． ９秒  
エ  北緯 ３２度３５分５．０秒 、東経 １３０度３４分 ４１． ３秒  

２  関係 地区   八代市鏡町  
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  火区第３２３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き支柱式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市袋地 先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１０分５２．４ 秒、東 経１３０度２２ 分２２ ．２秒  
イ  北緯 ３２度１０分５１．８ 秒、東 経１３０度２２ 分２２ ．０秒  
ウ  北緯 ３２度１０分５１．７ 秒、東 経１３０度２２ 分２２ ．３秒  
エ  北緯 ３２度１０分５２．３ 秒、東 経１３０度２２ 分２２ ．６秒  

２  関係 地区   水俣市袋  
３  条件  漁港管理者が行う事 業の施行に対しては、 正当な理由がなければ これを 拒んではなら

ない。  
 
漁場計画 番号  火区第３３１号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町戸馳地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３５分４１．６ 秒、東 経１３０度２８ 分３８ ．２秒  
イ  北緯 ３２度３５分３７．４ 秒、東 経１３０度２８ 分４１ ．９秒  
ウ  北緯 ３２度３５分４０．５ 秒、東 経１３０度２８ 分４６ ．９秒  
エ  北緯 ３２度３５分４４．７ 秒、東 経１３０度２８ 分４３ ．１秒  

２  関係 地区   宇城市三角町  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 港 湾管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 
漁場計画 番号  火区第３３２号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  宇城市三角 町戸馳地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３５分１３．５ 秒、東 経１３０度３０ 分２０ ．０秒  
イ  北緯 ３２度３５分４．７秒 、東経 １３０度３０分 ３１． ３秒  
ウ  北緯 ３２度３５分１９．１ 秒、東 経１３０度３０ 分４６ ．９秒  
エ  北緯 ３２度３５分２７．８ 秒、東 経１３０度３０ 分３５ ．６秒  

２  関係 地区   宇城市三角町  
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。   
 
漁場計画 番号  火区第３３３号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  八代市鏡町 北新地地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度３４分４６．１ 秒、東 経１３０度３３ 分３０ ．１秒  
イ  北緯 ３２度３４分３９．９ 秒、東 経１３０度３３ 分３９ ．９秒  
ウ  北緯 ３２度３５分４．９秒 、東経 １３０度３４分 １．９ 秒  
エ  北緯 ３２度３５分１１．１ 秒、東 経１３０度３３ 分５２ ．０秒  

２  関係 地区   八代市鏡町  
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  火区第３３４号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  



  

(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡芦北 町女島地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１７分１７．３ 秒、東 経１３０度２７ 分５０ ．７秒  
イ  北緯 ３２度１７分１１．４ 秒、東 経１３０度２７ 分５２ ．９秒  
ウ  北緯 ３２度１７分１１．０ 秒、東 経１３０度２７ 分５７ ．５秒  
エ  北緯 ３２度１７分１８．４ 秒、東 経１３０度２７ 分５４ ．７秒  

２  関係 地区   葦北郡芦北町女 島及び計石  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。   
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。   
 
漁場計画 番号  火区第３３５号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町福浦地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１７分５．９秒 、東経 １３０度２７分 ４４． ２秒  
イ  北緯 ３２度１７分３．０秒 、東経 １３０度２７分 ４５． ９秒  
ウ  北緯 ３２度１７分３．７秒 、東経 １３０度２７分 ４７． ６秒  
エ  北緯 ３２度１７分６．６秒 、東経 １３０度２７分 ４５． ９秒  

２  関係 地区   葦北郡津奈木町 福浦  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。   
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。   
 
漁場計画 番号  火区第３３６号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町大泊地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１４分３０．７ 秒、東 経１３０度２５ 分４５ ．８秒  
イ  北緯 ３２度１４分２７．９ 秒、東 経１３０度２５ 分４７ ．７秒  
ウ  北緯 ３２度１４分２８．７ 秒、東 経１３０度２５ 分４９ ．４秒  
エ  北緯 ３２度１４分３１．５ 秒、東 経１３０度２５ 分４７ ．４秒  

２  関係 地区   葦北郡津奈木町 大泊  
３  条件  漁場区域の外縁に昼 夜間視認できる標識を 設置しなければならな い。  
 
漁場計画 番号  火区第３３７号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  葦北郡津奈 木町大泊地先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１４分２６．７ 秒、東 経１３０度２５ 分５３ ．４秒  
イ  北緯 ３２度１４分２５．２ 秒、東 経１３０度２５ 分５４ ．３秒  
ウ  北緯 ３２度１４分２５．９ 秒、東 経１３０度２５ 分５６ ．０秒  
エ  北緯 ３２度１４分２７．４ 秒、東 経１３０度２５ 分５５ ．２秒  

２  関係 地区   葦北郡津奈木町 大泊  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。   
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。   
 
漁場計画 番号  火区第３３８号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市袋地 先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１０分５１．７ 秒、東 経１３０度２２ 分２３ ．１秒  
イ  北緯 ３２度１０分４９．７ 秒、東 経１３０度２２ 分２５ ．０秒  
ウ  北緯 ３２度１０分５２．７ 秒、東 経１３０度２２ 分２９ ．５秒  



  

エ  北緯 ３２度１０分５４．７ 秒、東 経１３０度２２ 分２７ ．６秒  
２  関係 地区   水俣市袋  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。   
 
漁場計画 番号  火区第３３９号  
１  免許 の内容たるべき事項  

(１ ) 漁 業種類及び漁業の名称  第１種区画漁業  か き垂下式養殖業  
(２ ) 漁 業の時期  １月１日か ら１２月３１日まで  
(３ ) 漁 場の位置  水俣市袋地 先  
(４ ) 漁 場の区域  次のア、イ 、ウ、エ及びアを順次 に結んだ線によって囲 まれた 区域  

ア  北緯 ３２度１０分５４．５ 秒、東 経１３０度２２ 分３３ ．７秒  
イ  北緯 ３２度１０分５１．４ 秒、東 経１３０度２２ 分３２ ．３秒  
ウ  北緯 ３２度１０分５０．９ 秒、東 経１３０度２２ 分３４ ．１秒  
エ  北緯 ３２度１０分５３．９ 秒、東 経１３０度２２ 分３５ ．５秒  

２  関係 地区   水俣市袋  
３  条件   

(１ ) 漁 場区域の外縁に昼夜間 視認できる標識を設置 しなければならない。  
(２ ) 漁 港管理者が行う事業の 施行に対しては、正当 な理由がなければこれ を拒ん ではならな

い。  
 


